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はじめに 

 

消費者庁は、消費者基本法第 2 条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援

その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営む

ことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進等に関する事

務を行うことを任務とし、内閣府の外局として設置される。また、消費者委員

会は、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項等

に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣等に建議する

事務等をつかさどるものとして、内閣府に置かれる（参考 1）。 

これら消費者庁及び消費者委員会の創設は、政府がこれまでの施策や行政の

在り方を消費者基本法の理念から積極的に見直すという意味で、行政のパラダ

イムを転換し、真の意味での「行政の改革」を行うための拠点となるものであ

る。これにより、「消費者の目線」に立って既存の制度を見直し、真に消費者・

生活者が主役となる社会を実現する国民本位の行政に大きく転換していかなけ

ればならない。 

現在、社会経済の構造的変革に伴い、消費者被害は複雑化・多様化の傾向を

見せており、消費生活相談件数は依然として高水準のまま推移している。少額

同種の被害が多発するという特性のある消費者被害においては、紛争解決に要

する費用及び労力等との関係や消費者と事業者の間における情報や能力の非対

称性などから、個々の消費者が自ら訴えを提起して被害の回復を図ることを断

念しがちである。また、特に悪質な事案では、加害者の資産の隠匿又は散逸に

より、被害の回復が事実上困難になることがある。 

こうした消費者被害の特性を踏まえ、実効的な集団的消費者被害の回復制度

等の在り方について検討する必要がある。これについては、「消費者・生活者を

主役とした行政への転換に向けて（意見）」（平成 20 年 4 月 3 日国民生活審議会）

や「消費者行政推進基本計画」（平成 20 年 6 月 27 日閣議決定）において、被害

者救済のための法的措置の検討を進めることも重要である旨記載されているほ

か（参考 2）、今次制定された「消費者庁及び消費者委員会設置法」附則第 6 項

においても、政府の検討課題として掲げられているところである（参考 1）。ま

た、2007 年（平成 19 年）7月にＯＥＣＤ理事会で採択された「消費者の紛争解

決及び救済に関する理事会勧告」においても、加盟各国に対し、事業者との取

引から生じた消費者の経済的損害についての紛争解決及び救済の仕組みを提供

するよう勧告されている（参考 3）。 

以上の経緯を踏まえ、本研究会は、消費者庁及び消費者委員会の創設に先立

ち、集団的消費者被害の回復等に関し、関連する我が国における現行制度及び

諸外国の制度の内容及び運用状況について調査すること等を目的として開催さ
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れた。その中では、消費生活相談件数に関するデータや集団的消費者被害事例

の整理を行うとともに、関係省庁や研究者からの説明も聴取して、関連する我

が国における現行制度の状況を把握するとともに、諸外国の制度についても、

最近の動向を含めて幅広く調査し、制度設計に向けた今後の検討の視点に関す

る整理を行った。本報告は、これらに基づき、今後の議論の方向性について取

りまとめたものである。 

 



 3

第１ 集団的消費者被害の状況 

１．消費生活相談事例 

独立行政法人国民生活センターが運営するＰＩＯ－ＮＥＴ情報によれば、

全国の消費生活センター等における年度別相談件数は、2003 年度に 150 万

件となった以降、100 万件前後の件数であり、依然として高水準で推移して

いる（参考 4）。 

その内訳は、取引に関するもので「電話情報サービス」「サラ金・フリー

ローン」「商品一般」等に関するものの割合が、安全・品質に関するもので

「クリーニング」「自動車」「賃貸アパート・マンション」等に関するもの

の割合が、それぞれ上位となっている（参考 4）。 

また、相談された案件の金額は、例えば、「電話情報サービス」に関する

相談については、消費者の契約金額が50万円未満のものが45.6％（ただし、

1,000 円未満が 0.7％、1 万円未満が 6.0％、5 万円未満が 15.2％、10 万円

未満が 11.4％、50 万円未満が 12.3％であるものの合計）、「賃貸アパート・

マンション」に関する相談については、消費者の契約金額が 50 万円未満の

ものが 39.1％（ただし、1,000 円未満が 0.1％、1 万円未満が 0.6％、5 万

円未満が 5.8％、10 万円未満が 9.7％、50 万円未満が 22.9％であるものの

合計）とそれぞれ全体の半数近くを占めるなど、比較的少額であるものが

多い状況である（参考 4）1。 

 

２．具体的な被害事例の整理 

集団的な消費者被害の回復制度等を検討するに当たっては、具体的にど

のような事例を想定するかが議論の前提となり、この点に関する整理が必

要である。消費者被害事例では同種事案が多発するといっても、契約内容

が一律であること等により被害者及び被害内容の特定が容易である事案も

あれば、製品事故が多発した場合のように、被害者及び被害内容の特定が

困難な事案もあることにかんがみ、本研究会では、被害者の特定が容易か

困難か、被害内容が定型的か個別性が強いかの視点で事案を整理したとこ

ろ、参考資料 5のとおりである。 

損害賠償請求権の成立要件として、勧誘が違法であることや行為と損害

との間に因果関係があることなどが必要なこともあり、これらは個別に認

定していくことが原則であることからすると、被害者及び被害内容の特定

                                                  
1 もっとも、例えば、「サラ金・フリーローン」に関する相談については、消費者の契約金
額が 500万円未満のものが 45.9％（ただし、1,000円未満が 0.1％、1万円未満が 0.3％、5
万円未満が 2.6％、10万円未満が 1.5％、50万円未満が 7.2%、100万円未満が 6.6％、500
万円未満が 27.6％であるものの合計）であり、商品・役務の内容によっては相当の高額に
及ぶこともある。 
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が容易であるからといって、それらの請求権の成立を容易に認めることが

できるとは限らないが、関係資料等により被害者が特定され、契約内容が

一律であること等により被害内容も一律に認めることができるような場合

もあり得る。また、いわゆる詐欺的商法の中には、破綻必至であるなど当

該商法そのものに強い違法性ないし不当性があるため、公序良俗無効によ

る不当利得返還請求権の成立が認められ、被害内容を一律に認めることが

できるような場合もあり得ると考えられる。こうした整理を踏まえ、今後

具体的な制度設計に関する検討を行うべきである。 
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第２ 関連する国内制度の現状と評価 

１．消費者団体訴訟制度 

消費者団体訴訟制度は、内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」

が、不特定かつ多数の消費者の利益のために、事業者等の不当な行為につ

いて差止請求をすることができることとするものであり、平成 18 年の消費

者契約法の改正により同法に導入され、平成 19 年 6 月の改正法の施行によ

り制度の運用が開始されている。また、平成 20 年の消費者契約法等の改正

により、差止請求の対象が景品表示法及び特定商取引法上の不当な行為に

も拡張されている。 

制度の運用開始後、現時点で 7 団体が適格消費者団体の認定を受け、差

止請求権を行使するなど、消費者の利益擁護のための活動を行っている（参

考 6）。そのうち、訴えが提起されたものが 6 件あり、うち 2 件について判

決が得られ、1 件について訴訟上の和解が成立している（参考 7）。請求の

内容としては、契約条項に関するものが 5 件と多いものの、勧誘に関する

ものも 1 件ある。このほか、裁判外の差止請求権の行使により事業者が任

意に行為を改善した例も見られ、裁判外の和解も 1件成立している。また、

こうした判決又は和解の内容については、消費者がその成果を利用して自

己の紛争解決に役立てることを可能とする観点から、適格消費者団体から

の報告（消費者契約法第 23 条第 4項）に基づき、内閣総理大臣が情報を公

表する（同法第 39 条第 1項）こととされており、運用としては、内閣府の

ホームページに判決等の概要を掲載することとしている。 

このような消費者団体訴訟制度の運用により、消費者利益の擁護に一定

の成果が得られ始めていると考えられるが、差止請求に係る判決や和解が

得られた事案であっても、当該事業者等による過去の同一の行為に関する

個々の消費者の被害の回復が図られているかは不明である。この場合、個々

の消費者が当該事業者等に対し、自ら損害賠償請求権や不当利得返還請求

権等に係る訴えを提起して被害の回復を図ることも本来は考えられるとこ

ろであるが、費用や労力等との関係から、個々の消費者が訴えを提起して

その権利の実現を図ることを期待することが困難な場合も少なからずある

と考えられ、その場合、結果的に当該事業者等に多額の利得が残る可能性

がある。こうした場合における個々の消費者の権利の実現の実効性を高め

る方策について、さらに検討する必要がある。また、権利の実現の実効性

を高めることは、被害の回復のほか、違法行為に対する効果的な抑止手段

ともなり得ることにも留意すべきである。 

なお、適格消費者団体が差止請求権を行使した事例の中には、事業者等

による過去の行為による個々の消費者の被害の回復をも内容とする和解が
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成立した案件があり（参考 8）、運用として注目される。 

 
２．民事手続関係 

（１）選定当事者制度 

選定当事者制度は、多数の当事者の関与する訴訟において、共同の利益

を有する多数者（選定者）の中から代表者（選定当事者）を選んで訴訟追

行権を授与し、選定者全員のために当事者として訴訟を追行させる制度で

ある。 

平成 8 年の民事訴訟法改正では、選定当事者制度を利用しやすくし、そ

の一層の活用を図る観点から、係属中の訴訟の当事者でない者がその訴訟

の当事者を選定当事者として選定することができることとされた（同法第

30 条第 3項）。これにより、例えば、共通の原因に基づく被害者が多数存在

するが、それぞれの被害額が少額であるという類型の訴訟においても効果

を発揮することが期待されたものである。 

この民事訴訟法改正後の状況に関し、客観的な調査等が存在するわけで

はないが、選定当事者制度が利用された件数は少数に止まるとともに、上

記のような共通の原因に基づく被害者が多数存在するような事案で利用さ

れているというわけでもない模様である。その理由等は必ずしも明らかで

はないが、選定当事者制度を利用することによる共同訴訟の簡素化・単純

化の効用は、共同訴訟形態で共通の訴訟代理人を選任することによっても

ある程度達成することができると考えられることや、選定当事者制度は、

例えば、入会権に関する訴訟の場合のように、選定者と選定当事者とが相

互に知り合うような関係がある場合には利用されやすいと考えられるが、

集団的な消費者被害事案では、被害者が広範にわたるため、相互に知り合

うような関係が希薄であり、入会権に関する訴訟におけるような前提を欠

くこと等が考えられる。 

（２）少額訴訟 

少額の紛争について、紛争額に見合った時間と費用と労力で解決を図る

ことができるように、手続をできる限り簡易迅速にした「少額訴訟」が平

成 8 年の民事訴訟法改正で創設されている2。その訴訟手続については、原

則として一回の口頭弁論期日だけで審理を完了し（同法第 370 条第 1 項）、

即時に取り調べることができる証拠に限定した証拠調べをし（同法第 371

条）、原則として審理の終了後直ちに判決言渡しをする（同法第 374 条第 1

                                                  
2 対象となる事件について、平成 8年改正時は訴額が 30万円以下の金銭の支払の請求を目
的とする事件であったのが、平成 15年改正により、訴額が 60万円以下の金銭の支払の請
求を目的とする事件とされている。 
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項）といった審理に関する特則を設け、手続を簡易・迅速なものとしてい

る。 

この少額訴訟の新受訴件数は、制度の運用が開始された平成 10 年以降、

近年ではやや減少傾向にあるものの、基本的には増加して推移してきてお

り（参考 9）、少額紛争において相応に利用されているものと考えられる。 

ただし、少額訴訟は、もともと一般市民が訴額に見合った経済的負担で、

迅速かつ効果的な解決を裁判所に求めることができるようにすることを目

的とした制度であり、消費者被害事案でも、争点が複雑であったり、当事

者が多数に及ぶ場合を念頭に置いた制度ではなく、実際にも、そのような

事案においてどの程度利用されているかは必ずしも明らかではない。 

（３）大規模訴訟に関する特則 

平成 8 年の民事訴訟法改正では、当事者が著しく多数であって、かつ、

尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である大規模訴訟について、

受命裁判官が裁判所内で証人等の尋問をすることができることとする（同

法第 268 条）とともに、合議体の人数を 5 人とすることができる（同法第

269 条）旨の規定を設けている。 

これは、大規模訴訟において迅速な紛争解決を図ることを目的とするも

のであり、集団的な消費者被害事案においても利用されることが期待され

るが、消費者関係訴訟においての利用状況は必ずしも明らかではない。 

 
３．刑事手続関係 

（１）被害回復給付金支給制度 

被害回復給付金支給制度は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等

に関する法律」（以下「組織的犯罪処罰法」という。）により犯人からはく

奪（没収・追徴）した「犯罪被害財産」3を金銭化して、「給付資金」4とし

て保管し、そこからその事件により被害を受けた者などに給付金を支給す

る制度である。 

                                                  
3 詐欺、高金利受領（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第 5条第 3
項）といった「財産犯等」の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又はその財

産の保有や処分に基づき得た財産（組織的犯罪処罰法第 13条第 2項）。 
4 組織的犯罪処罰法第 13条第 3項（財産犯等の犯罪行為が組織的に行われた場合や、犯罪
被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合

に犯罪被害財産を没収することができることを定めたもの）の規定により没収された犯罪

被害財産を換価等することにより得られた金銭や、同法第 16条第 2項（財産犯等の犯罪行
為が組織的に行われた場合や、犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネ

ー・ローンダリングが行われた場合に犯罪被害財産の価額を追徴することができることを

定めたもの）の規定により追徴された犯罪被害財産の価額に相当する金銭などで、検察官

が保管するもの。 
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平成 18 年の改正前の組織的犯罪処罰法は、犯罪被害財産について、被害

者の犯人に対する損害賠償請求権等の実現を優先させるため、その没収や

価額の追徴を全面的に禁止していたが、そうした損害賠償請求権等を十分

に行使することができないような事案においては、結果として、犯人に不

法な利益である犯罪収益を保有させかねない事態が生じていた。また、暴

力団の関係者らにより組織的かつ大規模に展開されたいわゆるヤミ金融事

犯の犯罪被害財産の一部がスイスの銀行に隠匿され、これがスイスの当局

によって没収されるという事態が発生したことから、スイスからその財産

を譲り受けた上、当該事案の被害者の財産的被害の回復に充てる必要があ

ると考えられた。 

こうした状況を踏まえて、犯罪収益のはく奪の徹底を図るとともに、は

く奪した犯罪収益は被害者に由来するものであるので、これを当該事案の

被害者の被害回復に充てることとすべく、平成 18 年の組織的犯罪処罰法の

改正及び「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」の

制定により、犯罪被害財産について、犯罪が組織的に行われた場合や、偽

名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場

合には、刑事裁判により犯人からはく奪（没収・追徴）することができる

ようにするとともに、犯人からはく奪した犯罪被害財産を金銭化して、給

付資金として保管し、そこからその事件により被害を受けた者などに給付

金を支給することとされた。 

被害回復給付金の支給は、検察官が主体となり（実務的には、当該支給

手続の対象となる事件を取り扱った地方検察庁に所属する検察官が行うの

が通常の取扱いになるものと考えられる。）、没収・追徴の理由とされた事

実に係る対象犯罪行為（犯罪行為がマネー・ローンダリング等である場合

にはその前提となっている対象犯罪行為）の被害者及びこの対象犯罪行為

と一連の犯行として行われた対象犯罪行為の被害者を支給の対象者として

いる。 

犯罪被害財産の没収・追徴の裁判が確定した場合には、検察官は、被害

回復給付金を支給する対象となる対象犯罪行為である支給対象犯罪行為の

範囲を定め（犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第 5

条第 1項）、当該裁判について執行が必要な場合には、没収した財産の占有

の取得、追徴に係る債権の取立て等の裁判の執行を指揮し、また、没収し

た財産が金銭ではない場合には、これを換価するなどして、没収した犯罪

被害財産又は追徴したその価額が金銭化されたもの（給付資金）を保管す

るに至ると、遅滞なく、当該給付資金から被害回復給付金を支給するため

の手続（犯罪被害財産支給手続）を開始する旨の決定をする（同法第 6 条
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第 1項本文）。検察官は、手続の開始を決定したときは、直ちに、支給対象

犯罪行為の範囲、給付資金の額、支給申請期間等を官報により公告すると

ともに、支給対象犯罪行為の対象被害者又はその一般承継人であって知れ

ているものに対し、当該公告した事項を通知しなければならない（同法第 7

条第 1項、第 3項）。被害回復給付金の支給を受けようとする者は、公告さ

れた支給期間内に、資料を添えて検察官に申請をし（同法第 9 条第 1 項）、

検察官は、当該申請を審査した上、その者が被害回復給付金の支給を受け

ることができる者に該当するか否か等の裁定を行わなければならない（同

法第 10 条、第 11 条）。すべての裁定等が確定したときは、遅滞なく、資格

裁定を受けた者に対して、被害回復給付金の支給をしなければならない（同

法第 14 条第 1 項）。支給する額は、基本的には犯罪被害額であるが、資格

裁定を受けた者全員の犯罪被害額を合算すると給付資金の額から手続に要

する費用等を控除した額を超過する場合には、その額をそれぞれの犯罪被

害額に応じて按分した額を支給する（同条第 2項）（参考 10）。 

この制度は、平成 18 年 12 月 1 日から制度の運用が開始されており、平

成 21 年 8 月 1 日までに支給手続が開始された件数は、11 件である。 

被害者による個々の損害賠償請求権等の行使とは別に、行政が主体とな

り、はく奪した財産によって形成される一定の資金を原資として給付金を

支給し被害回復を図る制度であり、我が国における不当な収益のはく奪及

び被害者救済制度の先行的な例として参考になる。消費者被害事案の中に

は、この制度の対象となる場合もあり得るため、その場合に被害回復の機

能を果たすことが期待されるが、対象とならない消費者被害事案も多いこ

とからすると、この制度とは別に消費者の権利の実効性を高め被害回復を

図る制度を検討する必要があると考えられる。 

（２）損害賠償命令制度 

損害賠償命令制度は、一定の犯罪に係る刑事被告事件の被害者等が、当

該被告事件の係属する刑事裁判所に対し、被告人に損害賠償を命ずる旨の

申立てをすることができることとし、当該裁判所が、被告事件について有

罪の言渡しをした後、最初の審理期日において、当該被告事件の訴訟記録

を取り調べた上、原則として 4 回以内の期日において審理を行い、決定に

よりその申立てについての裁判をする制度である。この制度は、平成 19 年

6 月に成立した「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等

の一部を改正する法律」により、「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手

続に付随する措置に関する法律」（以下「犯罪被害者等保護法」という。）

が改正され、犯罪被害者等による損害賠償請求に係る紛争を刑事手続の成

果を利用して簡易迅速に解決すべく、その損害賠償請求に係る裁判手続の



 10

特例として導入されたものであり、平成 20 年 12 月 1 日から制度の運用が

開始されている。 

損害賠償命令の申立てをすることができるのは、刑事被告事件に係る犯

罪により直接の害を被った者である被害者又はその被害者が死亡した場合

における相続人等の一般承継人であり、請求できる権利は、刑事被告事件

に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償

の請求権とされている。また、対象犯罪は、故意の犯罪行為により人を死

傷させた罪や強姦罪、誘拐罪等とされており、これは、被害者等が類型的

に身体的・精神的に疲弊して、通常の民事訴訟を提起することが困難であ

ると思われる犯罪であって、救済の必要性が強く認められ、かつ、刑事手

続において認定された事実を基に簡易迅速な手続で民事上の請求について

の判断をすることができると考えられることによるものである5（犯罪被害

者等保護法第 17 条第 1項）。 

損害賠償命令の申立てについての審理及び裁判は、刑事被告事件を審理

した刑事裁判所がそのままこれを担当するが、刑事裁判中は一切損害賠償

命令事件の審理は行われず（同法第 20 条第 1 項）、原則として、有罪の言

渡しがあった直後に、最初の審理期日が開かれる（同法第 24 条第 1 項）。

審理は、当事者を審尋することもできる簡便な任意的口頭弁論の手続によ

って行われ（同法第 23 条）、裁判所は、最初の審理期日において、刑事被

告事件の訴訟記録を取り調べなければならず（同法第 24 条第 4項）、また、

原則として 4 回以内の審理期日において、審理を終結しなければならない

（同条第 3項）。損害賠償命令の申立てについての裁判は、決定によるもの

とし（同法第 26 条第 1 項）、これが確定した場合には確定判決と同一の効

力を有することになり（同法第 27 条第 5 項）、裁量的に仮執行宣言を付す

ることもできる（同法第 26 条第 2 項）。損害賠償命令の申立てについての

裁判に対して異議が申立てられた場合には、当該裁判は仮執行宣言が付さ

れたものを除いて効力を失い（同法第 27 条第 4 項）、損害賠償命令の申立

てに係る請求について訴えの提起があったものとみなされて通常の民事訴

訟手続に移行して審理が行われる（同法第 28 条）（参考 11）。 

犯罪被害者等による損害賠償請求について、刑事手続の成果を利用する

                                                  
5 自動車運転過失致死傷罪（業務上過失致死傷罪）については、過失割合が問題となるよう
な事案においては、交通関係の民事訴訟については、過失割合等の審理に時間を要してお

り、専門部、集中部が設けられている裁判所も現に存在するなど、専門的な判断を要する

事項が多いものと思われることなどから、財産犯については、盗品が犯人の手元にあれば、

被害者還付の規定による返還が可能であり、犯人に資力がある場合には、公判中に被害弁

償がなされることも相当程度期待できることなどから、この制度の対象犯罪とはしないこ

ととされた。 
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ものであり、多くの犯罪被害者等にとって、これまでの制度の下で損害賠

償の請求をすることについては、高い費用と多くの労力・時間を要するこ

と、独力では証拠が十分に得られないことなどの様々な困難があるなどの

指摘がされていたことなどを踏まえ、犯罪被害者等の被害回復の実効性を

高めようとする制度として、参考になる。 

 

４．行政手続関係 

（１）課徴金制度（独禁法、金商法、公認会計士法） 

  ①課徴金制度の趣旨・沿革 

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（以下「独禁法」と

いう。）、金融商品取引法（以下「金商法」という。）及び公認会計士法には、

規制の実効性を確保し、違反行為を抑止するための行政上の措置として、

行政庁が違反者に金銭的不利益を課す制度（課徴金制度）が導入されてい

る。 

独禁法上の課徴金は、昭和 52 年改正により導入された。西ドイツの秩序

違反に対する制裁金制度から着想されたといわれているが、賦課に際して

の当局の裁量を排除するなど独自の制度となっている。平成 3 年及び平成

17 年には、ＥＵや米国の動向をふまえ算定率の引上げや対象となる違反行

為類型の拡大等が行われた。現在、支配型の私的独占、不当な取引制限に

ついて課徴金が規定されている。さらに、平成 21 年改正により、排除型私

的独占、不公正な取引方法のうち不当廉売、差別対価、共同の取引拒絶、

再販売価格の拘束及び優越的地位の濫用についても、課徴金が規定される

こととなった。 

金商法上の課徴金は、平成 16 年の証券取引法改正により導入され、平成

17年及び平成20年に課徴金の金額水準の引上げや対象範囲の拡大が行われ

た。現在、インサイダー取引、相場操縦等の不公正取引、継続開示書類や

発行開示書類等の虚偽記載及び不提出について、課徴金が規定されている

（参考 12）。 

公認会計士法上の課徴金は、平成 19 年改正により導入され、虚偽、錯誤

又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤又は脱漏のないものとして証明した

場合に課徴金を規定している。 

  ②課徴金の算定方法 

課徴金の算定方法は、独禁法は、違反行為に係る売上額等に法定の算定

率を乗じて算定する方法をとっているところ、平成 17 年改正により、算定

率を引き上げている。同改正以前は、カルテル等による不当利得相当額を

徴収するものとして算定率を定めていたが、違反行為が後を絶たず、算定
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率が違反行為防止の観点から不十分と考えられたので、違反行為防止の実

効性を確保するため、カルテル等による不当利得相当額を超えて金銭を徴

収することができるものとし、算定率を引き上げた。また、再度の違反の

場合算定率を増加し、早期解消の場合は軽減するほか、自主的に申告した

者に対して課徴金を減免する制度を導入している。なお、違反行為につい

て罰金が科された場合には、罰金額の半額に相当する額を課徴金額から控

除することとされているが、損害賠償や不当利得との調整は行われない。 

金商法においても、課徴金額は法定されており、再度の違反者は加算さ

れ、自主的に報告した者は減額される。罰金や没収が科された場合には、

不公正取引については没収・追徴相当額を課徴金額より控除し、継続開示

書類の虚偽記載の場合には罰金相当額を課徴金より控除することとされて

いる。 

③課徴金の徴収方法 

課徴金を課す手続は、独禁法では、公正取引委員会が事前手続を行った

上で、課徴金納付命令を行う。不服がある者は、審判を請求することがで

き、審決に不服がある時には、東京高等裁判所に審決の取消しの訴えをす

ることができる。課徴金を納付しない場合には、国税滞納処分の例により、

徴収できるとされている。 

金商法では、証券取引等監視委員会が調査を行い、内閣総理大臣及び金

融庁長官に勧告をし、金融庁長官は、審判官が審判手続を経たうえで作成

した課徴金納付命令決定案に基づき、課徴金納付命令を行う。課徴金を任

意に納付しない場合には、金融庁長官が執行力のある債務名義と同一の効

力を有する執行命令を下し、民事執行法等の規定に従って執行する。国税

滞納処分の例によらないのは、課徴金請求権が市場参加者の損害賠償請求

権に優先することを避けるためとされている。 

  ④運用状況等 

運用状況は、公正取引委員会は、430 名ほどが課徴金の算定を含む違反事

件の審査を担当している。独禁法上の課徴金について、平成 18 年度は 13

件 158 名に対し 92．7 億円、平成 19 年度は 20 件 162 名に対して 112．9 億

円、平成 20 年度は 11 件 87 名に対して 270．3 億円の納付を命じており、

金商法上の課徴金については、平成 18 事務年度は 13 件、19 事務年度は 31

件、20 事務年度は 18 件の納付命令がなされている（参考 13）。 

課徴金制度は活発に運用されており、消費者被害のなかにも、課徴金の対

象となる違法行為により生じたものがあるので、多数の消費者に被害を生

じさせた者の不当な収益をはく奪する制度として機能している。しかしな

がら、課徴金の対象とならない違法行為による消費者被害も存在し、また
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課徴金は国庫に納付され、課徴金納付の対象となった違法行為により被害

を被った消費者の被害の回復がなされる制度とはなっていない。課徴金を

被害者に配分することの可否については、課徴金は違法行為を抑止するた

めの行政上の措置であり、損害賠償とは性質を異にするから、被害者に配

分することはできないとの考えがある一方、課徴金を被害者に配分するこ

とも法制的には可能であるという意見も一部にはあった。もっとも、被害

を被るのは消費者に限られないこと、被害者及び被害金額の特定が困難な

場合があり、特定が可能であっても 1 人あたりの被害金額が少額にすぎて

実際上配分が困難な場合がありえ、配分するためには検討すべき問題点が

多い。また、課徴金制度の運用のためには、調査や審判などを遂行するた

め相当の体制整備が必要であることにも留意すべきである。 

（２）緊急停止命令制度（独禁法、金商法） 

独禁法の禁止規定に違反する疑いのある行為によって回復し難い侵害が

もたらされることを回避するために、公正取引委員会は緊急の必要がある

場合、東京高等裁判所に当該行為の一時停止等を求めることができる（独

禁法第 70 条の 13）。同趣旨の規定は、昭和 22 年の同法制定時から存在して

おり、英米法のインジャンクションにならって導入された制度と言われて

いる。公正取引委員会による排除措置命令が違反排除の本案に当たるのに

対して、その仮処分命令に当たるもので、排除措置命令まで待つと競争秩

序が侵害され回復し難い状況に陥ることを避けるためのものである。この

裁判は非訟事件手続法により行われる。緊急停止命令に違反した者は 30 万

円以下の過料の制裁に処せられる。 

また、金商法又は金商法に基づく命令に違反する行為を行い又は行おう

とする者に対して、緊急の必要性があり、公益及び投資者保護のため必要

かつ適切と認められる場合に、金融庁長官及び証券取引等監視委員会が裁

判所に対し違反行為の禁止・停止を命令するように申立をすることができ

る（金商法第 192 条）。同趣旨の規定は、昭和 23 年の証券取引法制定時か

ら存在し、英米法におけるインジャンクションの制度にならったものと言

われている。違反行為があってはじめて処分や罰則の問題が生ずるという

のでは、投資者保護などの点で必ずしも十分ではないので、事前にそのよ

うな行為を防止し又はすでに行われている場合には行為をやめさせること

で、投資者保護を図るものである。この裁判は、非訟事件手続法により行

われ、被申立人の住所地の地方裁判所が管轄する。違反した場合には 3 年

以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金又はこれの併科がされる。 

独禁法上の緊急停止命令は、現在まで7件の申立事例があり、4件が認容、

1 件が一部認容、2 件が取下げにより終結しており、平均審理日数は 40 日
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である。金商法上の緊急停止命令については、運用の実例はない模様であ

る（参考 14）。 

これらの制度は、行政庁が裁判所に申立てをし、裁判所が行為の禁止や

停止を命じる手続である点で、多数の消費者に被害を生じさせる違法行為

を抑止する制度を検討するに当たって参考になる。もっとも、これらの緊

急停止命令において、金銭の徴収を行うことはできないと解されるから、

不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度については、別途検

討が必要である。 

 

５．その他特別な制度 

（１）振り込め詐欺救済法 

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す

る法律」（以下「振り込め詐欺救済法」という。）は、平成 19 年に成立し、

平成 20 年 6 月から施行されている。振り込め詐欺等の振込利用犯罪行為の

被害者に対する被害回復分配金の支払のため、預金等債権の消滅手続及び

被害回復分配金の支払手続を定めるものである。 

その手続は概ね以下のとおりである（参考 15）。 

・振込先となった口座や振込先からの資金の移転先の口座について、金融

機関が取引等を停止する。 

・金融機関は、預金保険機構に対して債権消滅手続開始公告を求め、預金

保険機構は公告をインターネットの利用により行う。一定の期間内に名

義人等による権利行使の届出又は強制執行等がない場合には、預金等債

権は消滅する。 

・預金等債権の消滅後、金融機関は、預金保険機構に対して支払手続開始

公告を求め、預金保険機構は支払手続開始公告をインターネットの利用

により行うほか、金融機関は、被害者に対し被害回復分配金の支払手続

の実施等について周知するため必要な情報提供等を行う。 

・支払の申請をした者に対して、金融機関が支払の決定を行い、被害回復

分配金を支払う。 

・金融機関は手続終了公告を預金保険機構に求め、預金保険機構は手続終

了公告を行う。 

金融機関は消滅した預金等債権が 1,000 円未満である場合など支払手続

が行われなかった場合の消滅した預金等債権の額や被害回復分配金の支払

をした残余の額の金銭を預金保険機構に納付する。この金銭のうち口座名

義人の権利救済にあてるための主務省令で定める割合の額を除いて、犯罪

被害者等の支援の充実のために支出するものとされている（ただし、現在



 15

全額が控除され、犯罪被害者等の支援の充実のための支出は行われていな

い。）。なお、消滅した預金について、犯罪利用預金口座等でないことにつ

いて相当な理由がある場合、名義人等に金融機関は支払をすることとなっ

ている。被害者が、損害の全部について賠償を受ける等で被害が填補され

ている場合には、被害回復分配金の分配は受けられない。被害回復分配金

の支払を受けた場合には、支払を受けた額の限度において損害賠償請求権

等は消滅する。 

平成 20 年度には、権利消滅手続開始公告は 16 回、支払手続開始公告は

11 回、手続終了公告は 9 回行われ、終了事件についてみると、消滅した預

金等の額は11億 7747万 4342円であり、このうち被害者へ6億 5704万 3551

円が支払われており、預金保険機構への納付予定額は、5億 2043 万 0791 円

となっている（参考 16）。 

消費者被害のなかには、振込利用犯罪行為により発生するものがあり、

多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救

済するための制度として機能しているといえる。今後、新たな制度を検討

するに当たって、分配方法、分配金と損害賠償請求権との関係、少額で分

配が困難な場合や残余が生じた場合の処理等について参考になる。 
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第３ 関連する諸外国の制度の状況 

１．関連する諸外国の制度の分類 

関連する諸外国の制度を検討するにあたり、どのように分類して検討す

るかは、種々の方法があり得るが、ここではさしあたり、主として権利の

性質及び手続構造に着目し、個別の被害者の権利を何らかの形で糾合して

請求する訴訟手続（集合訴訟型）、個別の被害者の権利とは別に、加害者の

利益のはく奪等を行う手続（利益はく奪型）、その他手続の特別規定を定め

るものに分類する。さらに、集合訴訟型については、個別の権利者の授権

ないし届出等を要しないオプト・アウト型、授権ないし届出等を要するオ

プト・イン型、両者の併用型、責任原因に関する判断と個々の権利者の損

害賠償額等の個別争点についての判断を分けて二段階とする制度を二段階

型として、それぞれ分類する。6 

 

 ２．集合訴訟型 

 （１）オプト・アウト型（アメリカのクラス・アクション、パレンス・パト

リー訴訟、カナダのクラス・アクション、オーストラリアの代表手続）（参

考 17） 

（制度の概要） 

①アメリカのクラス・アクション 

クラス・アクションとは、共通点をもつ一定範囲の人々（クラスという）

を代表して一人又は数名の者のために原告として訴えまたは、訴えられる

という訴訟形態をいう。連邦民事訴訟規則において定めるクラス・アクシ

ョンのほか、各州においても、州法によるクラス・アクションが存在する。 

連邦民事訴訟規則においては、クラスの個々の構成員により若しくはそ

れに対して個別に訴えを提起することが、（Ａ）クラスの個々の構成員との

関係で裁判の不一致若しくは相違が相手方当事者に矛盾した行動を命じる

ことになる場合や、（Ｂ）クラスの個々の構成員との関係で裁判が実際には

他の構成員で裁判の当事者でない者の利益の処分となり若しくはその者の

利益の主張を実質的に害し又は妨げることになる場合〔(b)(1)型〕、クラス

の相手方当事者がそのクラスの全体に関わる理由から、ある作為をなし若

しくはそれをなす事を拒んでいるために、クラス全体との関係で最終的な

差止めによる救済又は、クラス全体に対応した宣言による救済が適切な場

合〔(b)(2)型〕、裁判所が、クラス構成員に共通する法律又は事実に関わる

                                                  
6 オプト・イン型とするか、オプト・アウト型とするかと、二段階型とするかは、次元の異
なる問題であり、二段階型とオプト・イン型あるいは、オプト・アウト型を組み合わせる

ことは可能である。 
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問題が各構成員個人にのみ関わる問題に優越すると認め（共通争点の支配

性）、かつクラス・アクションが紛争の公正で効果的な裁判のための他の方

法より優れていると認めた場合（手段としての優位性）〔(b)(3)型〕の３つ

の類型が規定されている。 

連邦民事訴訟規則に規定される一般的な制度であるため、請求の対象、

内容には制限がないが、クラスが多数ですべての構成員を併合することが

実際には困難である（多数性）、クラスに共通する法律上若しくは事実上の

問題があり（争点の共通性）、代表当事者の請求若しくは防御がクラスの請

求若しくは防御の典型をなすものであり（代表の請求の典型性）、代表とな

った当事者がクラスの利益を公正かつ適切に主張することができる場合

（代表の適切性）が認められることが必要であり、裁判所がかかる要件を

満たすものをクラス・アクションとして訴訟追行することを認証する制度

となっている。 

クラス・アクションの判決は、クラスに有利と不利とを問わずクラス構

成員に及ぶが、(b)(3)型については、クラス構成員の申出によりクラスか

ら除外されるというオプト・アウトの権利を認めなければならないとされ

ている。オプト・アウトした場合には、オプト・アウトした者には判決の

効力は及ばない。オプト・アウトの権利を保障するため、(b)(3)型のクラ

ス・アクションにおいては、クラスの構成員に対し、合理的な努力により

特定可能な全ての構成員に個別的に通知をすることを要するとされている。

通知はクラス代表者が行うが代理人弁護士と成功報酬制契約をしているた

めに、代理人弁護士が費用を立て替えているのが通常である。なお、裁判

所は相手方に通知をさせることや、通知費用を相手方に負担させることも

できる。 

大多数の事案が和解等によって解決していると言われており、その適正

化のために裁判所の認可等の手続がおかれている。また、クラス構成員に

は、和解案を通知する必要があり、(b)(3)型においては、改めてオプト・

アウトの機会を保障する必要がある。 

一部の州裁判所がクラス・アクションを容易に認めるという問題があり、

企業は、陪審による巨額賠償をおそれて和解せざるを得ず、その場合、個々

の消費者は当該企業の製品やサービスを利用する際に使用できるわずか数

ドルのクーポンを受け取るだけであるのに、弁護士が巨額の報酬を得てい

るという批判がなされていた。そこで、2005 年にクラス・アクション適正

化法が制定され、連邦裁判所の管轄が拡大されたほか、弁護士の成功報酬

の算定基準をクーポンの額面ではなく、現実に行使ないし換金されたクー

ポンの価額を基礎に算定すること等を定め、クーポン和解および弁護士報
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酬について裁判所の承認を要するとしている（連邦民事訴訟規則が適用さ

れない州法によるクラス・アクションにも適用される。）。 

多数の運用実績があり、証券訴訟、不法行為訴訟、消費者訴訟、環境訴

訟、公民権訴訟などに多く用いられ、詐欺的な販売方法や購入商品の欠陥

により被害を受けた消費者が損害を回復するためにも活用されている（参

考 20）。 

②アメリカのパレンス・パトリー訴訟 

パレンス・パトリー訴訟とは、主として、アメリカの各州に在籍する行

政官である司法長官が、州内に居住する市民の利益を保護するために被害

を与えた行為者に対して差止めあるいは損害賠償を求める訴訟をいう。ク

ラス・アクションやオーストラリアの代表手続と異なり、州の司法長官と

いう職務上の代表性を持つ者が訴訟追行者となっている。なお、パレンス・

パトリー訴訟とは別に、州の司法長官が、州法等の特別の規定に従って、

裁判所に申立てをし、違法行為の差止め、原状回復、違法収益の吐出しな

どを求める「州権執行訴訟」が存在する。 

パレンス・パトリー訴訟については、元来コモンローの権威に由来する

ものであるが、独禁法分野については、連邦法であるハート・スコット・

ロディーノ法によって規定が設けられている。なお、今日では、むしろ、

州権執行訴訟が多く用いられるようになってきている模様であり、パレン

ス・パトリー訴訟として訴訟を提起するのは、独禁法や証券取引など特定

の分野に限られていると言われている。 

パレンス・パトリー訴訟においても、クラス構成員はオプト・アウトの

権利が認められており、オプト・アウトしないクラス構成員に判決の効力

が及ぶ。クラス構成員への通知は、新聞、雑誌、ウェブサイト、店頭への

掲示等の公告によるものも認められている。通知費用は、被告に負担させ

る例が多いと言われている。 

ハート・スコット・ロディーノ法によるパレンス・パトリー訴訟につい

ては、統計的手法やサンプル調査、合理的な推計方法により全体の損害を

認定できる旨規定されている。また、パレンス・パトリー訴訟も、独禁法

や証券取引の分野では、消費者被害事案にもある程度活用されている。 

  ③カナダ（オンタリオ州）のクラス・アクション 

カナダ（オンタリオ州）では、1992 年にクラス訴訟法が制定された。 

一般的な制度として規定されているため、請求の対象、内容には制限が

ないが、識別可能な 2 名以上のクラスであること、争点の共通性、代表の

適切性、クラス・アクションによることが訴訟手続きとして望ましいこと

（米国における手段としての優位性及び共通争点の支配性の要件を含んで
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いるとされている。）といった要件を満たすものについて、クラス・アクシ

ョンとして訴訟追行することを認証する制度となっている。 

クラス・アクションの共通争点に関する判決は、クラスに有利と不利と

を問わずクラス構成員に及ぶが、クラス構成員には、オプト・アウトの権

利が認められている。オプト・アウトした場合には、オプト・アウトした

者には判決の効力は及ばない。クラスの構成員に対し、クラス認証等につ

いて通知がなされるが、実行可能な通知で足りるとされており、新聞広告、

ウェブサイト、テレビ広告などの方法も認められているほか、裁判所は通

知を免除することもできる。通知はクラス代表者が行うが、代理人弁護士

と成功報酬制の契約をしているために、代理人弁護士が費用を立て替えて

いるのが通常である。なお、裁判所は相手方に通知をさせることや、通知

費用を相手方に負担させることもできる。 

個別争点や損害額の認定方法についての特別の規定があり、責任総額を

合理的に算定できるのであれば、総額査定ができる。この場合、クラス構

成員の一部又は全員に平均的又は割合的に共有されるように充当する決定

ができる。その際、特別手続を定め請求期限を設けて請求させ、配分額を

決めることもできる。また、共通争点の判断後、裁判官・弁護士等を referee

に指名し、損害額や因果関係等の個別争点についてＡＤＲ的手続を実施す

ることができる。 

ほとんどの事案が和解等によって解決していると言われており、その適

正化のために裁判所の認可等の手続がおかれている。クラス構成員には和

解案を通知する必要がある。 

④オーストラリアの代表手続 

オーストラリアでは、1991 年、連邦裁判所法に代表訴訟(Representative 

Proceedings)の規定が追加された。 

一般的な制度であるため、請求の対象、内容には制限がないが、7名以上

の構成員がいること、争点が共通していること、代表の適切性が認められ

ることが必要で、裁判所がかかる要件を満たすものをクラス・アクション

として訴訟追行することを認証する制度となっている。 

クラス・アクションの判決は、クラスに有利と不利とを問わずクラス構

成員に及ぶが、クラス構成員に、オプト・アウトの権利が認められている。

クラス構成員に対し、クラス認可の通知がなされるが、通知の方法は裁判

所が定めるとされており、合理的に実行可能であって、過度に費用がかか

ることはないと確信した場合でない限り、裁判所は個別通知を命じてはな

らないとされている。 

損害賠償額の認定や分配についての特別の規定があり、総額について合
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理的正確な査定が可能な場合には総額認定が可能であり、争いがある場合

の裁定方法や権利の証明方法を含む分配方法は裁判所が定めるとされてい

る。また、裁判所が相手方に費用を負担させ、分配のために基金を設立さ

せることができる。 

和解には、裁判所の認可が必要とされており、クラス構成員に和解案を

通知する必要がある。 

 （分析） 

アメリカのクラス・アクション、パレンス・パトリー訴訟、カナダのクラ

ス・アクション、オーストラリアの代表手続はともに、基本的にはオプト・

アウト型の手続構造を取っている7。 

オプト・アウト型のクラス・アクションは、我が国においても、少額請求

権のように消費者個人が自ら単独で請求することが実質的に困難な権利につ

いて、その行使を実効的なものとし、被害者を救済するための制度の選択肢

の一つとして参考となる。 

しかしながら、まず、クラス代表者による訴訟追行の結果、勝訴・敗訴を

問わず当該判決の効力がオプト・アウトをしなかったクラス構成員に及ぶこ

とについて、適切な代表者（パレンス・パトリー訴訟においては州の司法長

官という州民を代表する立場の者）による訴訟追行と通知によるオプト・ア

ウトの機会の確保、クラス構成員の訴訟手続への参加の機会の保障等によっ

て根拠付けられているものと考えられるが、十分な検討を要する問題がある。 

次に、個別争点・損害賠償額の認定については、カナダでは、総額認定判

決を行い分配する方法、責任原因等について判断をした後に個別の権利者が

手続に参加して個別の損害額等を決定する方法が規定されており、米国でも、

そのような運用が行われているようである。なお、オーストラリアの代表手

続やパレンス・パトリー訴訟にも、損害認定等について特別な規定が置かれ

ている。また、クラスの一部の者に共通の争点がある場合には、サブクラス

を設定して審理を行うこともできるようである。いずれにせよ、オプト・ア

ウト型の場合、賠償額の総額の認定が困難な事例があることについて十分に

検討することが必要である。また、いかなる事案でもクラス・アクションで

の訴訟追行を認めているというわけではなく、例えば、米国では、製品事故

に基づく損害賠償請求に係る事案のように、損害の内容を個別に判断しなけ

ればならないような事案では、クラス認証が得られないことも多い模様であ

り、この点は注意を要する。クラス認証手続において、クラス・アクション

                                                  
7 なお、オランダの集合的和解制度は、和解に関与していない潜在的な被害者も拘束され

る点でオプト・アウト型であるが、実質的解決内容が当事者の自主的交渉により定まり、

訴訟手続において形成されるものではないと捉え、その他として分類した。 
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に適する事案を選択することができるよう、認証要件を定めることも必要と

考えられる。 

また、分配制度については、裁判所が広範な裁量を発揮することによって

実効性を確保している模様であり、少額であるとか被害者が特定できないな

ど分配困難な場合の近似的分配も行われている。訴訟追行をした代表者がそ

のまま分配の主体となるか、分配手続の中で額を定める場合にはどのような

手続とするのか、個別に分配するためには分配を受けようとする者に名乗り

出てもらう必要があるが、その周知の方法はどうするかなど、検討を要すべ

き問題がある。 

実務上、クラス・アクションにおいては、クラス代表者の訴訟代理人が費

用を立て替えて訴訟を追行しており、パレンス・パトリー訴訟においては行

政において体制整備を図っている。訴訟追行者の訴訟追行に要する費用をど

のように確保するのか、訴訟追行者の体制整備をどのように図るのかなども

検討を要する。また、いわゆるディスカバリーによる充実した証拠収集がさ

れていること、パレンス・パトリー訴訟においては、ＣＩＤによる充実した

証拠収集がされていることが制度の実効性確保に寄与している点についても

留意が必要である。 

その他、米国、カナダのクラス・アクション、オーストラリアの代表手続

においては、対象となる請求には限定がなく、クラス・アクションや代表手

続として扱うことができるかどうかを定める認証要件が規定されている。争

点の共通性、代表の適切性についてはいずれの手続でも必要とされる要件で

ある。クラス構成員が比較的少数でもカナダのクラス・アクションやオース

トラリアの代表手続は利用が可能であり、米国のクラス代表の請求の典型性

に相当する要件が、他の制度では見られない。パレンス・パトリー訴訟では

クラス・アクションにおけるような認証手続が存在しないものの、争点の共

通性が認められるものについて行われており、州司法長官が訴訟を行うこと

から、代表の適切性が保たれていると見られているのではないかと考えられ

る。 

 （２）オプト・イン型（ドイツの法的サービス法による集束的請求、フラン

スの共同代位訴権、オーストラリアの代表訴訟、スウェーデンの集団訴

訟手続） 

（制度の概要） 

①ドイツの法的サービス法による集束的請求 

ドイツでは、法的サービス法により、一定の消費者団体（消費者センタ

ー、その他の公的資金により助成される消費者団体）は、個別消費者から

金銭債権を譲り受け、取立てのために訴訟を提起することが認められてい
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る。個々の消費者の被害が僅かであるため、自ら単独で提訴することが経

済的に割に合わないところ、消費者団体が回収し個々の消費者に配分する

ことによって、被害者の救済と一定程度違反行為者の利益を吐き出させる

ことができるという利点がある。しかしながら、個別の授権等が必要であ

るため、個々の請求額が低くなるほど、利用されにくくなるなどの問題が

指摘されている。 

  ②フランスの共同代位訴権 

フランスでは、認可を受けた全国レベルの消費者団体は、同一の事件に

よって被害を受けた複数の消費者から書面による委任を受けた場合には、

当該複数の消費者を代理して損害賠償請求権を行使することができる。こ

の制度の利用数は非常に少ない8といわれている。その理由として、申立て

が、全国レベルの消費者団体に限られていること、消費者団体が一定の手

段（テレビやラジオ、ポスター、ちらし、ダイレクトメール）により授権

を促すように呼びかけることが禁止されていること、消費者と委任関係に

たつので、敗訴した場合の責任を問われるおそれがあることなどが指摘さ

れている。 

  ③オーストラリアの代表訴訟 

オーストラリアの代表訴訟（Representative Actions）は、オーストラ

リア競争消費者委員会（ＡＣＣＣ）が、被害者に代わって取引慣行法上の

制限的取引慣行や消費者保護のための規定に違反する行為による賠償や損

害の軽減、予防などを求めることができる、というものである。被害者か

らの書面による同意が必要であり、実例は多くないといわれている。 

  ④スウェーデンの集団訴訟手続 

スウェーデンでは、2002 年に集団訴訟手続法が制定された。 

一般的な民事訴訟制度の特別法として規定されており、請求の対象、内

容には制限がなく、争点の共通性、代表の適切性、共通争点の支配性、手

段としての優位性などに相当する集団訴訟の認可要件を満たした請求が、

集団訴訟として審理される。集団訴訟の対象となる請求権を有する者、消

費者団体等の団体、消費者オンブズマン等の公的機関の 3 類型の当事者適

格が認められている。 

集団構成員に手続開始の告知がなされるが、告知の費用が国庫によりま

かなわれるという特徴がある。提訴から届出期間満了までは、集団の定義

に含まれる者はすべて集団構成員と扱われるが、裁判所が定める期間内に

裁判所にオプト・インの届出をしない集団構成員は集団から離脱したもの

とみなされる。 

                                                  
8 1995年の制度創設後、現在までの利用件数は 5件に止まる模様である。 
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法施行後約 6 年間で、12 件の訴訟が提起され、集団訴訟の対象となる請

求権を有する者が提訴している訴訟が 11 件、公的機関が提訴している訴訟

が 1件である。 

 （分析） 

これらのオプト・イン型の制度の活用状況について、どのように評価する

かは検討の余地があるが、フランスの共同代位訴権のように、殆ど活用され

ていないと評価せざるを得ないものもある。 

我が国には、選定当事者制度のようにオプト・イン型の制度は既に存在し

ているが、これに加えて、例えば、消費者団体が個別の授権を受けて訴訟を

追行するような新たなオプト・イン型の制度を導入するのであれば、被害救

済の実効性等を検討しなければならないと考えられる。また、スウェーデン

及びオーストラリアでは、行政機関がオプト・イン型で訴訟を追行すること

ができることとされているが、そのような制度が必要か、仮にそのような制

度を作るとした場合には、どのような紛争について行政機関が訴訟提起をす

べきであるのか、また、行政の体制整備等についても検討を要する。 

（３）併用型（ノルウェー、デンマークのクラス・アクション） 

（制度の概要） 

①ノルウェーのクラス・アクション 

ノルウェーでは、2005 年に民事紛争における調停手続及び訴訟手続に関

する法律が制定された。 

一般的な民事訴訟制度の特別法として規定されており、請求の対象、内

容には制限がなく、争点の共通性、手段としての優位性などに相当する集

団訴訟の認可要件を満たした請求が、集団訴訟として審理される。共通の

利益を有する潜在的集団に属するあらゆる人、特定の利益の保護を目的と

する組織団体（提起される訴訟がその目的に合致するもの）、消費者委員会

などの公的機関の 3類型の当事者適格が認められている。 

クラス構成員への通知は、裁判所が行うこと、オプト・インした後の離

脱やオプト・アウトによる離脱が、判決確定までおこなうことができ、判

決がなされるまでは実体法上の請求権を失うことなく離脱できるという特

徴がある。 

そして、個別審理が必要な個別争点が存在せず、請求金額が非常に小さ

く相当多数の者にとって個別訴訟の提起が困難である場合には、オプト・

アウト型の訴訟が認められている。なお、金額については金額が少ないこ

とが本質的な要素ではなくそのことによって、個別訴訟の提起が困難であ

ることが、ポイントであって、「少額」の具体的金額は明記されていない。

総額判決は認められておらず、判決では個々のクラス構成員の損害額を特
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定するか、販売価格に対する一定の割合を定めるなどの損害額を定める方

法を記載する必要がある。なお、クラス構成員に対する通知については、

裁判所が方法内容を定めるとされているが、裁判所が通知するときには裁

判所が費用を負担するようである。 

  ②デンマークのクラス・アクション 

デンマークでは、2007 年にクラス・アクションの規定がなされた。 

一般的な民事訴訟制度の特別法として規定されており、請求の対象、内

容には制限がなく、争点の共通性、手段としての優位性などに相当する集

団訴訟の認可要件を満たした請求が、集団訴訟として審理される。クラス

構成員、訴訟が団体の目的に合致する団体、消費者オンブズマンなどの公

的機関の 3 類型の当事者適格が認められている。違法行為の存在及び支払

義務という被告の責任について判断するものであるという特徴がある（責

任原因のみを判断する点で後述の二段階型に類似するが、責任を判断した

後の個別消費者の請求について、特別な手続が予定されているのか不明で

あるため、併用型として分類する。）。 

そして、少額9請求のため個別訴訟が期待できないことが明らかであり、

オプト・インの手続では請求の審理が適切に行えない場合に、公的機関が

主体となり提起するオプト・アウト型の訴訟が認められている。 

（分析） 

制度上、オプト・イン型とオプト・アウト型とを併用し、事案に応じた柔

軟な対応を可能にしようとするものと考えられるほか、オプト・アウト型の

適用対象を少額請求の場合に限定したことにより、手続保障上の問題点の影

響を限定しようとしているものと考えられる。 

（４）二段階型（ブラジルのクラス・アクション、フランスの「グループ訴権」）

（参考 18） 

 （制度の概要） 

①ブラジルのクラス・アクション（参考 21） 

ブラジルのクラス・アクションは、一定の公的機関又は私的団体10が、「集

団的権利」の保護のため、裁判所に訴えを提起することができ、その判決

の効力は、個人が有する権利を侵害しない限りにおいて第三者にも及ぶこ

ととするというものである。 

「集団的権利」は「拡散的権利」「集合的権利」及び「同種個別的権利」

                                                  
9 立法理由書では、少額とは 1人当たり 2,000クローネ以下の請求をいうものとされている
が、法令上それが規定されているわけではない。 
10 公的機関としては、司法長官事務所、連邦政府、州、地方自治体、連邦直轄区、行政機
関などが、私的団体としては、設立目的が法で保護された利益及び権利の保護を含む法人

（行政による事前の認可等は不要。）がある。 
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の三種に分類されている11。そのうち、「拡散的権利」及び「集合的権利」

については、差止め、原状回復、特定履行、クラスとしての包括的損害賠

償等を求めることができる。また、判決の効力は、証拠不十分により請求

が棄却された場合を除き、有利にも不利にも集団に及ぶが、個人が有する

権利又は利益を侵害しないものとされているので、結局、前訴敗訴の場合

に後訴を制限されるのは、提訴権を有する機関及び団体ということになる。 

「同種個別的権利」に関しては、上記公的機関又は私的団体は、被告の

責任（有責性及び抽象的な金銭支払義務）の確認を求めることができる。

この判決効力は、集団に有利な場合にのみ構成員にも及び、個人は、この

判決に基づき、個別に強制執行を申立てることによって損害額を確定し、

被害の回復を図ることができる12。通知・公告は、新聞に対して広告を 1回

行うこととされており、個人が離脱することは認められていない。また、1

年以内に個別訴訟が提起されなかった場合には、クラス代表者がクラス全

体の損害を立証し判決を執行することができる。この金銭は公共的民事訴

訟法による特別基金に組み入れられる。運用状況として、多数の訴訟が提

起されており、消費者被害事案に関するものも含まれているようである。 

②フランスの「グループ訴権」（参考 22） 

フランスでは、2006 年 11 月の消費法典改正法案において、いわゆる「グ

ループ訴権」の提案がされた13。 

これは、手続を二段階に分け、第一段階として、裁判所は、訴えを提起

された事業者に責任があると判断すると、責任についての確認的判決を下

し、この判決において、消費者が当該判決を知り得るようにするため、あ

らゆる適切な方法による周知を命じ、第二段階として、個々の消費者は、

第一段階で事業者の責任を認める判決に基づき、当該判決で定められた期

                                                  
11 「拡散的権利」とは、特定の事案の事実状況のみによって結びついた、事前に無関係の
不特定の人々の集団に属する、超個人的かつ不可分の権利（例えば、大気や河川の清廉性、

広告の真実性、製品の安全性など）であり、「集合的権利」とは、超個人的かつ不可分の権

利であって、グループのメンバー相互、あるいは相手方当事者との間に、法律関係による

連結がある特定の人々に帰属する権利（例えば、銀行、クレジットカード会社、学校など

が、過度の又は違法な手数料を顧客に請求する場合や、健康保険会社がある病気の治療に

対する保険金支払いを拒否する場合など）であり、「同種個別的権利」とは、可分な個別的

権利であるが、共通の発生原因を有する権利（例えば、詐欺的広告により消費者が損害を

被った場合の損害賠償請求権や、健康保険会社の違法な支払拒否により各顧客が被った損

害の損害賠償請求権など）であるとされる。 
12 ブラジルでは、民事訴訟一般において、「有責給付判決」をすることが認められており、
判決においては被告の有責性及び抽象的な金銭支払義務の有無のみ判断し、強制執行段階

において具体的な損害額を審理し確定させることができる。 
13 閣議に提出されて採択された後、国民議会の議事日程に登録されたが、選挙に伴い、若
干の審議を経た後、政府はこの法案を取り下げた。 
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間内に、当該事業者に対し、被害に相当する賠償を請求することができる14、

というものであった。 

手続の主体は、制度の濫用防止等の観点から、全国レベルの認可消費者

団体に限られる。請求の対象は、同一の事業者による契約上の義務の全部

又は部分的な違反に起因して消費者が被った物的な損害及び用益侵害の回

復に限られ、消費者が個別的に被った人身損害は除かれることとされてい

る。また、対象となる請求権の金額について、デクレで定める一定の上限

（2,000 ユーロが設定される予定であった。）を超えないことが必要とされ

ていた。 

この手続における第一段階の判決の効力は、個々の消費者には及ばず、

個々の消費者は、第二段階での手続に参加した段階で当事者としての地位

を得ることとなり、そこで第一段階の判決に基づき、具体的な賠償額につ

いて履行強制を命じる裁判を求めることができることとされていた。 

（分析） 

以上二カ国の制度は、概要、責任原因の存否を判断する手続と、損害額を

判断する手続との二段階に分けるものであり、責任原因に関する判決の効力

が第三者たる個々の消費者に不利には及ばないとすることによって手続保障

の問題を回避しつつ、損害額を個別に判断することとしている点において、

我が国の訴訟手続に比較的整合的なものと評価することができる。 

ただし、ブラジルの制度に関し、同種個別的権利の場合における被告の責

任を確認する判決が、集団の利益に反する場合には原則として集団の構成員

には及ばないとしながら、有利な場合には集団の構成員が利益を受けるとし

ていることについては、その正当化根拠や、被告の応訴の負担等について検

討する必要がある。また、損害額を個別に判断する二段階目において、消費

者が利用しやすいものとしなれば制度が機能しないと思われることや、責任

原因に関する判決を獲得するための活動に要した費用の負担をどのようにす

るか、などの点については検討を要する。 

 

３．利益はく奪型（参考 19） 

 （１）消費者団体等による利益はく奪請求制度（ドイツ不正競争防止法） 

（制度の概要） 

                                                  
14 事業者は、当該期間内に、消費者に賠償の申入れをするか、賠償拒絶の理由を示さなけ
ればならない。事業者の賠償の申入れを拒否するか、期間内に何らの賠償の申入れも受け

なかった消費者は、当該裁判所に請求書を送付し、裁判所は、期間内に事業者から何らの

賠償の申入れがない場合、又は事業者から申し入れられた賠償が明らかに不十分である場

合には、割り当てられた賠償額の 50％に等しい額を付加した金額を消費者に支払うよう命
ずることができる。 
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ドイツでは、2004 年の不正競争防止法の改正により、消費者団体等15が、不

正競争行為により購買者の負担のもとで利益を得た事業者に対し、不当に得

た利益を国庫に引き渡すよう求めることができることとしている（利益はく

奪請求制度）。この制度の趣旨は、不正競争行為による損害が軽微な場合、不

利益を受けた者は、損害賠償請求権の追行（特に訴訟による権利追行）に要

する費用・負担が、損害と釣り合わないために、通常、権利追行を思いとど

まることから、違反者が、差止めの仮処分の発令までに獲得した利益を保持

しうるケースが考えられるところ、差止めの訴えやそれに基づく仮の権利保

護（仮処分）が実施されて違反行為が中止されるまでに違反者が不当に得た

利益を吐き出させることにある。また、そのための利益はく奪請求権を法律

で定めることにより、威嚇的効果が認められ、予防機能を発揮することにも

なる。差止めの訴えの機能上の限界を補完し、違反行為の予防・抑止機能を

高めるものであり、損害賠償請求権とも不当利得返還請求権とも異なる独特

の実体法上の請求権を消費者団体等に付与したものと考えられている。 

要件として、事業者が故意に違反したことが必要とされている。これは、

過失により違反した者も利益はく奪を受けるとすると、競争法上の適法と不

適法の限界領域で活動する事業者は、利益を喪失することを覚悟しなければ

ならず、そうした訴訟リスクにかんがみると経済活動に対する負担が不当に

大きくなると考えられたことによる。また、複数の債権者が利益を請求する

場合、民法第 428 条から 430 条までの規定（連帯債権関係に関する定め）が

準用される。 

はく奪される利益の額は、法違反により購買者の負担で獲得された利益を

基準にするが、この利益は、売上金額から、提供された給付の生産費用や場

合によっては生じる経営費用を控除した額から算定される。なお、この取扱

いについては、ドイツ刑法上の没収規定が、利潤のみをはく奪の対象とする

純益主義から収入の全体をはく奪の対象とする総体主義に転換したこととの

関係で問題があるとの指摘もあるようである。利益の算定に関し、債務者が

第 3 条違反に基づいて第三者又は国家に行った給付が算入されなければなら

ないこととされている（罰金等との調整規定）。債務者がこの種の給付を第 10

条第 1 項による利益返還請求権の履行後に行った場合、連邦の管轄機関は、

債務者に、証明のあった給付金額で、支払われた利益を返還する。また、は

く奪された利益は国庫へ帰属することとされている。これは、仮に請求権者

                                                  
15 不正競争防止法第 8条第 3項第 2号から第 4号により差止請求権を主張する権利のある
者、すなわち、①営業・自営業上の利益促進団体（第 2号）、②差止訴訟法第 4条による有
資格組織リストか 1998年のＥＣの差止訴訟指令第 4条によるＥＣ委員会の名簿に登録され
た有資格組織（一定の要件を充足する消費者団体）（第 3号）、③商工会議所又は手工業会
議所（第 4号）。 
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（消費者団体等）に利益がとどまるとすると、事件と無関係な取立目的の動

機から利益はく奪請求権が主張される危険があることが考慮されたことによ

るとされているが、その一方で、勝訴しても利益を国庫に帰属させなければ

ならないのであれば、利用されにくいのではないかとの指摘もされている模

様である。 

（分析） 

我が国では、既に適格消費者団体による差止請求権に係る制度が導入され

ている。その機能上の限界を補完し、違法行為の予防・抑止機能を図るもの

として、同様の制度の導入について検討する価値はあると考えられるが、具

体的に検討するに際しては、まず、消費者団体による利益のはく奪の法的性

質を明らかにするとともに、課徴金や罰金との関係を整理することが必要で

ある16。 

制度設計においては、訴訟追行者の訴訟追行に要する費用をどのように確

保するのか、訴訟追行者の体制整備をどのように図るのかなどについて検討

を要すると考えられるが、制度設計として被害者救済を重視する場合は、さ

らに、被害者への分配を検討する必要があり、この場合は、被害者の個別的

権利との関係についても整理する必要がある。 

（注）カルテル法上の利益はく奪請求制度（ドイツ） 

ドイツでは、カルテル法上も利益はく奪請求制度が導入されている。すな

わち、カルテル法の規定、ヨーロッパ共同体設立条約第 81 条若しくは第 82

条、又はカルテル庁の処分に違反する行為について、カルテル庁のほか、営

業・自営業上の利益促進団体が、カルテル庁が利益のはく奪を命じない限り、

当該利益の国庫への引渡しを請求することができることとされている。 

この営業・自営業上の利益促進団体による利益はく奪請求制度は、カルテ

ル庁の機能の補完をするものである。我が国において、景品表示法及び特定

商取引法上の違反行為に関し、行政庁が行う行政処分の他に、適格消費者団

体が差止請求をすることができることとされ、行政庁の機能を補完している

のと類似するものと思われる。 

（２）行政庁による利益はく奪制度（アメリカＦＴＣ、ＳＥＣ、州権執行訴

訟） 

（制度の概要） 

①インジャンクション 

アメリカでは、被害者救済や違法行為の予防・抑止といった目的を達成

                                                  
16 この点に関し、利益が国庫に帰属することに着目すれば、利益はく奪請求権の本来の帰
属主体は国家であり、国家の請求権を団体が代わりに（訴訟担当として）行使するという

構成も考えられるところである。 
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するため、行政庁であるＦＴＣ（Federal Trade Commission、連邦取引委

員会）又はＳＥＣ（Securities and Exchange Commission、証券取引委員

会）が、裁判所にインジャンクションを求めることができる。 

インジャンクションとは、一義的には、違法行為の停止・予防を図るも

のであり、日本法でいえば裁判所による差止命令がこれに相当するものと

説明されることもある。しかし、エクイティ上の救済方法であるため、特

に根拠規定がなくても、裁判所は、停止・予防を図るために当該事案にお

いて必要な解決を柔軟に判断して命ずることができることから、日本法に

おける差止請求権とは異なるものと考えられる。インジャンクションの種

別としては、一時的禁止命令(temporary restraining order)、予備的差止

命令(preliminary injunction)、本案的差止命令(permanent injunction)

がある。 

ＦＴＣによるインジャンクションは、連邦取引委員会法（Federal Trade 

Commission Act.以下「ＦＴＣ法」という。）第 13 条(b)項に提訴の根拠規

定が設けられている。もともと、当該規定は、企業合併を行政手続の継続

中に暫定的に止めることを想定して立法されたものであったが、1980 年以

降、ＦＴＣが消費者詐欺事件に対応するための法的ツールとして同項を利

用したところ、裁判所もそれを認めるようになり、今日に至ることとなっ

た。このＦＴＣによるインジャンクションの適用対象は、ＦＴＣ法規則違

反等（ＦＴＣ法第 13 条(b)項）となっている。ＦＴＣ法規則としては、例

えば、電話勧誘規制（16ＣＦＲ310．1～310.9）、訪問販売におけるクーリ

ング・オフ規制（16ＣＦＲ429.0 ～429.3）等がある。 

また、ＳＥＣによるインジャンクションについては、1933 年証券法第 20

条(b)項、1934 年証券取引所法第 21 条(d)項、投資会社法第 42 条(d)項、投

資顧問法第 209 条(d)項に根拠規定が設けられている。その要件として判例

法上、将来の違反については、被告が法に違反する蓋然性が高いことを示

さなければならないこととされている。また、過失による法違反であり、

かつ違反者に利得が生じていない場合には、インジャンクションが認めら

れないとした判例がある。 

これらＦＴＣ又はＳＥＣによるインジャンクションに関し、被害者が被

った損害を補填しただけでは十分な正義とはいえない状況では、裁判所は、

インジャンクションの内容として、違法行為の禁止や将来的差止めに加え、

柔軟に救済を命ずることができる。このいわゆる付随的救済命令の内容と

して、disgorgement 及び restitution があり、加害者が違法に得た利益を

吐き出させ、被害者に分配することが命ぜられることがある（なお、ＦＴ

Ｃ法第13条(b)項に関してdisgorgementと restitutionが並列されるとき
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は、前者が不法利益の吐出し、後者が返還という意味で使い分けられる。）。

このほかに、被害救済のために被告の財政状態の維持（資産凍結命令、管

財人の指名）、将来の違反防止（事件を調査するための特別顧問の指名）と

いった付随的救済が認められることもある。 

ＦＴＣ法第 13 条(b)項に基づくインジャンクション訴訟において

disgorgement が認められる事案としては、具体的には、顧客リストがあり、

被害者特定がある程度容易な事案（例えば、虚偽広告、不当電話勧誘、ね

ずみ講、サブプライムローン、懸賞詐欺）があるとされている。また、Ｆ

ＴＣが公表したポリシーステイトメント17（ただし、消費者保護ではなく、

競争法に関するインジャンクション訴訟に関するもの）によれば、

disgorgement 及び restitution が認められるのは、①違反が明らかである

場合、②違反による収益や被害について、合理的な算定方法がある場合、

③私訴が何らかの理由で十分に機能していない場合（時効が成立していた

り、少額ゆえ個人が自ら訴えを提起することが期待できない場合など）と

いう要件を満たす場合に限定されている。近時の例として、連邦地裁は、

求人広告に係る不当表示で過去にＦＴＣと和解し、裁判所からあらゆるサ

ービスに係る不当表示の禁止命令を受けていた事業者らが同命令に違反し

たとして、237 万ドル超の支払いのうち、37 万ドル超の disgorgement を認

めたものがある18。 

②排除命令（cease and desist order） 

ＦＴＣの行政手続による被害者救済手段であり、裁判手続であるインジ

ャンクションと同様に、違反行為の禁止に限らず、将来的な差止めも命じ

うる（ＦＴＣ法第 5 条(b)項）。ＦＴＣ法で対象となる違反行為は、①不公

正若しくは欺瞞的な行動・慣行、②価格差別、③フェンシング・イン（違

反認定されていないが、関連行為もあわせて禁止できる）である。 

ＳＥＣにおいては、1990 年制定の証券執行救済・低額株改革法によって

排除命令に係る権限が付与された。証券法に違反するいかなる者に対して

も発することができる。ＳＥＣは、排除命令に伴い disgorgement を命じる

ことができる。排除命令は、インジャンクションと異なり、ＳＥＣの職員

である行政法判事またはＳＥＣだけで発することができ、また将来の違反

の蓋然性が高いことを証明する必要はない。排除命令違反に対しては、民

事制裁金を課すことができる（33 年法第 20 条(d)項）。 

③civil money penalty 

                                                  
17 ＦＴＣ ＨＰ＜http://www.ftc.gov/os/2003/07/disgorgementfrn.htm＞参照。 
18 2006 年 11 月 22 日ＦＴＣ公表＜http://www.ftc.gov/opa/2006/11/jackson.shtm＞、公取
委ＨＰ＜http://www.jftc.go.jp/kokusai/kakougokiusa.html#usa19＞参照。 
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civil money penalty は歴史的には、許可・取消といった不利益処分では

重いと考えられる軽微な違反の場合に、違反者に対して、抑止力を持ち、

かつ、額による微調整がきく理想的な手法として導入されたが、現在は様々

な場面で立法されている。行政手続によるものと裁判手続によるものとが

ある。ＦＴＣ法における civil money penalty の適用対象は、排除措置命

令違反（制裁ないし間接強制）と故意のＦＴＣ法規則違反である。前者に

対しては、民事手続により、行為者の善意、悪意、故意、過失を問わず、1

万ドル以下の民事罰が科される（ＦＴＣ法第 5条(l)項）。後者に対しては、

民事手続により、裁判所が、違反者の故意の程度、違反歴、支払能力、事

業継続への影響を考慮した上で、違反者に対して１万ドル以下の民事罰を

課す（ＦＴＣ法第 5条(m)項(1)）。 

ＳＥＣに付与されている civil money penalty は、インサイダー取引の

民事的制裁が利益の吐出しにとどまるならば、違反者が発覚したときに利

益を放棄すれば免責されることになり、「やり得」になってしまうというこ

とから 1984 年内部者取引制裁法のみに規定されていたが、90 年改革法によ

り、あらゆる連邦証券取引違反を対象とするように適用範囲を拡大した（33

年法第 20 条(d)項・34 年法第 21B 条(b)項）。 

ＳＥＣが違反者に civil money penalty を請求した場合、いったんは国

庫に納められるが、大企業の粉飾決算事件に対応するために 2002 年に制定

されたサーベンス・オクスリー法第 308 条（a）項 (Fair Fund 規定)により、

disgorgement fund に組み込まれ、被害者に分配することができることとさ

れている。直近の例として、マーケット・タイミングを利用した市場濫用

で処分されたエバーグリーン・インベストメント・マネジメント社の事件

では、2,850 万ドルの disgorgement と 400 万ドルの civil money penalty

が課され、全額が Fair Fund を通じて被害者に配分された19。 

④調査権限について 

ＦＴＣには、ＦＴＣ法第 5 条違反、クレイトン法違反事件に対して、民

事調査権（ＣＩＤｓ）を執行する権限が付与されている（ＦＴＣ法第20条）。

審査を開始するときには、職員の中から審査官を指定し、当該職員に審査

を行わせる。審査官はＦＴＣ法第 9 条の個別的調査権限に基づき文書提出

令状、証人喚問令状による強制調査を行う。 

ＳＥＣは違法行為に関して何らかの違反があると思料する際には、非公

式調査を行うことができる。非公式調査により違法行為についての十分な

証拠があった場合には、非公開の委員会で議論を行い、必要と認められれ

                                                  
19 Annual Report,p.92, U.S. Securities and Exchange Commission. 
 ＜http://www.sec.gov/about/secpar/secpar2007.pdf＞ 
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ば、公式調査の許可を開始することになり、調査対象となる人や書類に対

し、召喚状（サピーナ）を発する権限が与えられている。 

（分析） 

インジャンクションの付随的命令としてのdisgorgement及びrestitution

については、利益のはく奪及び場合によっては金員の被害者への分配まで行

うことにより、違法行為の抑止及び被害回復を図ろうとするものと捉えられ、

一つの方策として注目されるが、エクイティという英米法特有の我が国には

存在しない概念を前提とし、要件・効果の判断において裁判所が広範な裁量

を発揮することが前提となっている点には注意を要する。我が国において検

討するに当たっては、課徴金や罰金との関係を整理するほか、行政の体制整

備も問題となるし、裁判所の機能と役割の検討も必要となる。また、分配に

当たっては、被害者の個別的権利との関係を整理する必要もある。 

なお、日本法でも独禁法や金商法の緊急停止命令の制度があるが、これら

は、上記のインジャンクションにならって導入されたものである。また、付

随的命令の一つである資産凍結については、悪質な事案における加害者の財

産保全の方策として注目されるが、その実情についてはさらに調査をする必

要がある。 

 

４．その他 

（１）集団的利益に関する損害賠償請求制度（フランス） 

 （制度の概要） 

フランスでは、1973 年 12 月のいわゆるロワイエ法により、認可消費者団体

は、消費者の集団的利益に直接又は間接に損害をもたらす事件につき、私訴

当事者として認められる権利を行使することができることとされている。す

なわち、犯罪行為（消費者法典中に規定されたもの（食料の混ぜ物、詐欺的

広告、訪問販売の禁止行為、与信行為に係る犯罪など）のほか、通常の刑法

犯（詐欺、過失致死など）に関する場合も含む。）によって受けた消費者の集

団的利益に対する侵害について、消費者団体が賠償を請求することができる20。 

ここで「集団的利益」とは、国家全体が代表する「一般的利益」と被害者

自身が被る「個人的利益」との間の中間的なものとされる。集団的利益の算

定は、侵害行為によって消費者団体が支出した費用が考慮されるが、事業者

が違法行為から得た財産的利益が考慮されることもある。 

（分析） 

民事請求を刑事手続と連動させることがわが国では稀であることを踏まえ

                                                  
20 さらに、1988年 1月法により、犯罪行為に係る私訴権に加え、不当条項削除訴権が新た
に創設された。 
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る必要があるほか、「集団的利益」21をどのようなものとして観念するかなど

の問題があると考えられる。 

（２）集合的和解制度（オランダ） 

 （制度の概要） 

オランダでは、2005 年 6 月の民法及び民事訴訟法の改正により、大量損害

に関する「集合的和解制度」が導入されている。 

これは、同一の事件又は類似の事件によって生じた損害賠償金の支払に関

し、一定の団体と事業者との間で成立した集団的和解の合意について、裁判

所が拘束力宣言をすることにより、離脱の申立てをした者を除き、当該合意

の当事者とみなされて合意の効力を受ける、というものである。 

合意の内容としては、被害者の集団についての損害の性質及び重大さに応

じた記述や、当該集団に属する被害者の人数についての可能な限り正確な表

示、当該集団に属する被害者に与えられる損害賠償額（見積もりによる総額）、

当該集団に属する被害者が個別に損害賠償を認められるために満たさなけれ

ばならない条件等が記載されていなければならない。また、合意された損害

賠償額の総額が合理的ではない場合や合意を締結した財団又は社団が被害者

の利益を十分に代表していない場合等においては、拘束力宣言の申立てが棄

却される。 

拘束力宣言の裁判がされ、それが確定すると、合意に規定されている離脱

の申立てをした者を除き、合意の当事者とみなされて合意の効力を受ける。

離脱の申立ては、集団的和解の合意において定められた者に対して、書面で

通知することによってしなければならない。離脱の申出をすることができる

期間は、裁判所が定める 3 ヶ月以上の期間であり、拘束力宣言の裁判が公表

されたときから起算される。また、損害賠償金の分配方法は、合意によって

定められる。 

（分析） 

紛争解決の一回性を確保する一方、合意によって損害賠償額や分配方法を

定めることとして判決によることとした場合の困難さを回避しており、我が

国においても大規模公害訴訟や薬害訴訟の和解による解決方式に類似性が見

られる。ただし、どのような被害事例を想定するかにもよるが、悪質な加害

者の場合、和解に応じないこともあるのではないかと考えられる。また、裁

判所が拘束力宣言を出すための要件をどのように考えるのか、裁判所の拘束

力宣言の法的位置付け等についても検討する必要がある。 

                                                  
21 なお、ブラジルのクラス・アクション制度も拡散的権利及び集合的権利について包括的

賠償を請求することができることとされているが、同種個別的権利についての制度に着目

して二段階型に分類している。 
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 （３）ムスタ訴訟（ドイツ） 

（制度の概要） 

ドイツでは、2005 年の「資本市場法上の訴訟におけるムスタ手続に関する

法律」により、投資家ムスタ手続制度が導入されている。 

これは、被害を受けた投資家が自ら進行する訴訟手続の枠内に、ムスタ訴

訟（請求を理由付けるもしくは請求を排斥する要件の存在ないし不存在、又

は法律問題の解明が全ての同方向の訴訟のために統一的かつ拘束的に確認さ

れる手続。）がはめこまれるものであり、このムスタ裁判に基づいて各個の訴

訟は別々に裁判される。 

ムスタ手続は、係属している第一審手続において、10 個の同一方向のムス

タ確認申立てがされた場合に開始され、虚偽、誤導又は不作為による公式の

資本市場情報22に基づく損害賠償請求権や、有価証券取得・買収法による買付

申入れに基づく契約上の履行請求権を対象とし、請求権の事実上の要件と法

律問題について確認することが申立てられる。要件が満たされていると判断

する場合、管轄の受訴裁判所は、上級地方裁判所によるムスタ裁判を得させ

るための提示決定をし、上級地方裁判所において、ムスタ裁判を行う。上級

裁判所では、職権によってムスタ原告が特定され、訴え登録簿でのムスタ手

続の告知の後、受訴裁判所は、自分のところに係属している又はムスタ手続

の途中で係属した手続で、その裁判がムスタ手続における確認若しくは法律

問題の解明に依存するものを、ムスタ確認申立てがされているか否かに関係

なく、職権により決定で中止する。中止された手続の原告及び被告は、通常

の補助参加人の地位を獲得する。このムスタ裁判により、受訴裁判所に対す

る拘束力や被呼出人に対する参加的効力等を生ずる。 

（分析） 

既に係属している訴訟に関し、上級裁判所で一定の要件等について確認し、

それに基づいて受訴裁判所で裁判をするというものであり、既に係属してい

る訴訟の効率的解決は図られるものの、潜在的な被害者の被害の回復や、不

当な収益をはく奪する効果は限定されているようにも思われる。 

 

                                                  
22 典型的には、上場目論見書や企業報告書等が該当する。 
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第４ 今後の検討の視点 

 

まず、消費者被害事案といっても様々であり、どのような事例を想定するか

により、その被害回復や不当な収益のはく奪等のために必要な制度設計が異な

り得ることから、検討の前提として、消費者被害事例の整理を行うとともに、

現行制度上の限界又は問題点を把握することが必要である。本研究会でも一定

の整理は試みたところであるが、これを検証し、より精緻化していくことが望

ましい。 

次に、制度の目的として、個々の被害者の被害の回復を重視するか、違法行

為の抑止又は不当な収益のはく奪を重視するかに関する整理が必要である。こ

れらは必ずしも両立しないものではないと考えられるが、何を目的として重視

するか、制度を複線的に設けるか等に関する検討が必要である。 

さらに、制度設計に向けて検討しなければならない論点としては、 

・ 手続（個別権利を集合的に行使するのか、不当な収益のはく奪を行うの

か。） 

・ 制度の適用対象となる事例とならない事例とをどのように区別するか、

また、その仕組みをどのようなものとするか。 

・ 権利を行使する主体の選択 

・ 個々の消費者からの授権の要否 

・ オプト・アウト型を採用する場合等、判決の効力が第三者に拡張するこ

ととする場合の手続保障 

・ 損害賠償額の認定（オプト・アウト型を採用する場合の総額認定の可否

等） 

・ 利益はく奪型を採用する場合の利益の認定 

・ 分配（分配の手続や個別の権利の認定等） 

・ 利益をはく奪して被害者に給付することとした場合の被害者が有する損

害賠償請求権との関係 

・ 和解の規律 

・ その他の付随する手続（証拠収集、管轄など） 

・ 訴訟追行者の体制整備、訴訟追行費用の確保のための仕組み 

などが考えられる。 

また、請求権を行使したとしても加害者の資産の隠匿又は散逸には対処しき

れないことからすると、資産の保全についても検討することが必要である。 

なお、以上の検討を行う際は、どのような「消費者」像を想定するか（合理

的な判断力をどこまで前提とし得るかなど）という問題を念頭に置く必要もあ

る。 
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おわりに 

 

これまで見てきたように、現在、我が国では、民事、刑事、行政の各手続に

関し、様々な制度が存在し、相応に機能しているものと考えられるが、さらに、

多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済す

るための制度について検討することが必要である。諸外国を見ても、近年、同

様の問題意識に基づくものと思われる制度の整備が進められてきている。 

今後の課題としては、集団的消費者被害事例の整理を進め、既存の制度の限

界又は問題点を明確化すること、その上で、制度設計として考えられる選択肢

及び制度化のための論点を具体的に検討していくこと等が必要である。その際、

合わせて、関連する諸外国の制度についても、さらに調査することにより、正

確な内容及び運用状況の把握に努めるべきである。 

なお、消費者被害事例の全体的な傾向とは別に、被害事例のうち、どの程度

の割合で個々の消費者の被害回復が図られているか、被害回復が図られていな

い場合における理由は何か、加害者に利得が残ることによって違法行為を助長

することになっていないか等、被害実態の把握が必要かつ有用と考えられる。 

消費者庁及び消費者委員会の創設後、本研究会の成果を踏まえ、さらに検討

が進められることを期待するものである。 
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集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
       検討経過 

 
第１回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 20年 12月 5日 
 議題：１．研究会の運営について 
    ２．消費者行政の一元化について 
    ３．集団的消費者被害に関する事例の紹介 
    ４．消費者団体訴訟制度について 
 
第 2回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 1月 8日 
 議題：１．民事手続（選定当事者制度、少額訴訟、大規模訴訟の特則）につ

いて 
    ２．刑事手続（被害回復給付金支給制度、損害賠償命令制度）につい

て 
 
第３回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 1月 30日 
 議題：１．独占禁止法の課徴金制度、緊急停止命令について 
    ２．金融商品取引法の課徴金制度、緊急停止命令について 
    ３．振り込め詐欺救済法について 
 
第 4回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 2月 20日 
 議題：１．アメリカにおけるクラス・アクションについて 
    ２．カナダにおけるクラス・アクションについて 
 
第 5回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 4月 24日 
 議題：１．ノルウェーにおけるクラス・アクションについて 
    ２．デンマークにおけるクラス・アクションについて 
 
第 6回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 5月 15日 
 議題：アメリカにおけるパレンス・パトリー訴訟について 
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第 7回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 6月 11日 
 議題：１．オランダの集合的和解制度について 
    ２．オーストラリアの代表手続、代表訴訟等について 
 
第 8回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 6月 26日 
 議題：１．FTCによる被害者救済について 
    ２．SECによる被害者救済について 
 
第 9回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 7月 3日 
 議題：１．ドイツにおける団体訴訟制度と金銭的救済について 
    ２．フランスにおける団体訴訟制度と金銭的救済、「グループ訴権」の

導入に関する議論について 
 
第 10回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 7月 24日 
 議題：１．スウェーデンにおける集団訴訟手続について 
    ２．ブラジルにおけるクラス・アクションについて 
 
第 11回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 8月 10日 
 議題：損害賠償額の認定について 
 
第 12回集団的消費者被害回復制度等に関する研究会 
 開催日：平成 21年 8月 27日 
 議題：報告書（案） 
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（参考１） 

○消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号） 

 

（任務） 

第三条 消費者庁は、消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）第二条の

消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費

者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、

消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理

的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に

関する事務を行うことを任務とする。 

 

（設置） 

第六条 内閣府に、消費者委員会（以下この章において「委員会」という。）

を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を

内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。 

イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項 

ロ 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基

本的な政策に関する重要事項 

ハ 景品類等の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理

的な選択の確保に関する重要事項 

ニ 物価に関する基本的な政策に関する重要事項 

ホ 公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する重要事項 

ヘ 個人情報の適正な取扱いの確保に関する重要事項 

ト 消費生活の動向に関する総合的な調査に関する重要事項 

二 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要

事項に関し、調査審議すること。 

三 消費者安全法第二十条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告

をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。 

四 消費者基本法、消費者安全法（第二十条を除く。）、割賦販売法、特定

商取引に関する法律、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、食品安

全基本法、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法、農林物資の規格

化及び品質表示の適正化に関する法律、家庭用品品質表示法、住宅の品質

確保の促進等に関する法律、国民生活安定緊急措置法（昭和四十八年法律

第百二十一号）及び個人情報の保護に関する法律の規定によりその権限に



 42

属させられた事項を処理すること。 

 

附則 

６ 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠

匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の

不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、

必要な措置を講ずるものとする。 
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（参考２） 

○消費者・生活者を主役とした行政への 転換に向けて（意見）  

「生活安心プロジェクト（行政のあり方の総点検）」  

（平成 20 年 4 月 3 日国民生活審議会） 

 

第3章2.（４）実効性を確保する多様なツールの整備  

90 年代以降我が国では、行政の各分野において、事前規制と裁量行政から、

行為規制を定め、そのルールに基づいて遵守状況を監視する行政への転換が進

められてきたが、こうした転換に際しては、ルールや監視・制裁体制はむしろ

増強する必要がある。国際的に見ても、我が国の制度には、事業者が違法行為

をしないような抑止効果、そして被害に遭った場合の早期の被害救済の仕組み

が十分組み込まれておらず、結果として制度等が十分実効性あるものとして機

能していない（※87）。こうした経済的誘因を踏まえない制度設計では事業者の

悪質行為を抑止することはできない。そもそも我が国では報告・命令・罰則と

いう行政処分前置方式を取っていることが多く、抑止力の強化の観点からは不

十分であり，それぞれの手法の特性を活かしながら、多様な手段を整えること

が重要である。また、事業者と消費者との資力や情報、交渉力の格差に鑑み、

行政を始め各主体の積極的な支援により、被害者救済の拡充を図る必要がある。 

 
①～② 省略 

③行政が被害者救済に直接関与する制度の創設等被害者の金銭的救済等  

消費者が被害救済されるには金銭的被害の救済が図られることが重要であり、

2007年７月に採択された消費者の紛争解決及び救済に関するOECD理事会勧告に

おいても金銭的救済を図るための多様な手段の整備を加盟国に求めるものとな

っている。これは消費者が損害賠償を勝ち得るには資産差止のための裁判所に

供託する保証金、海外への資産逃避、税を含む債権順位など、種々の困難を伴

うことから、消費者団体による損害賠償請求、消費者保護機関が消費者に代わ

って損害賠償請求できる制度などが含まれている。政府はその具体策を検討す

べきである。 

  

（刑事手続とは別個の法体系の下での幅広い被害者の救済） 

被害者救済の拡充を図るためには、刑事裁判により没収・追徴した犯罪被害

財産を用いた被害回復給付金の支給など伝統的な刑事罰の性格を前提にその救

済を図るだけでなく、経済法規としての是正措置ないし救済措置という法目的

の実現を優先させる刑事手続きとは別個の法体系の下で、違法・不正行為を幅

広く対象として被害者の救済の拡充を図ることが考えられる。  
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（行政が被害者救済に直接関与する制度の創設等） 

米国の証券取引委員会（SEC）による違法行為によって得た利益の吐出し

（Disgorgement）制度（※88）や民事制裁金（Civil Penalty）制度（※89）も

参考に、行政が没収した資金を，基金等を通じて柔軟に被害者救済に活用する

制度について、実現に向け、検討を進めるべきである。  

 

（政府による父権訴訟，私的訴訟支援制度等の創設） 

私人による私的請求権の行使が困難な場合に、政府がこれを支援することで、

行政庁の機能を補完する役割を私的訴訟に期待することが考えられる。具体的

な支援方法としては、①政府が積極的に訴訟への参加を行い、私人の訴訟の援

助を行うもの（裁判所の友）から、②政府が訴訟を提起して勝訴した場合、私

人が別の民事訴訟でそれを援用したときは違法性の推定がなされる制度（一応

の証拠）や、③政府が私人に代わって訴訟を行う制度（父権訴訟）（※90）な

どが考えられ、実現に向け、検討を進めるべきである。 

  

（消費者団体訴訟制度の損害賠償請求への拡大） 

消費者契約法の消費者団体訴訟制度について、適格消費者団体に対して損害

賠償請求権を付与することについて、海外の事例を参考に、実現に当たっての

障害やその解決策を具体化する等の検討を進めるべきである。  

②及び③に掲げた施策は、必ずしも我が国の法体系で実現が容易なものばか

りではなく、中には法制上の可否も含め検討が必要なものや数多くのクリアす

べき問題を含むものがあるが、諸外国でもそれぞれその国の消費者を守るため

に工夫をし、制度を実現してきている。このため我が国においても、制度の導

入について、政府は検討を開始すべきであり、「新組織」においても横断的な

消費者保護策の活性化の観点から積極的検討がされるべきである。 

 

（※87）「行政のあり方の総点検の検討の視点」に対する関係省庁からの回答よ

り（国民生活審議会第 2回総合企画部会資料 9）、「事業者の利益最大化を目的と

する行動特性を踏まえて，法律、制度、事業等を設計した」との回答は皆無で

あった。 

（※88）証券規制違反者から当該違反行為と因果関係のある利益相当額を吐き

出させる制度。回収金は Disgorgement Fund に繰り入れられ、被害者救済にも

活用されうる。   

（※89） 証券規制違反者に対して課される金銭的制裁。2002 年サーベンス・オ

クスリー法のフェアファンド規定により、Disgorgement Fund に繰り入れる形で
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被害者救済に活用できるようになった。 

（※90）米国の連邦取引委員会（FTC）は救済裁判命令を要求する権能を有して

いるほか、スウェーデンの消費者オンブズマン、オーストラリアの競争・消費

者委員会（ACCC）などが消費者に代わって損害賠償請求することができる。 
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○消費者行政推進基本計画（平成 20 年 6 月 27 日閣議決定）  

 

４．消費者庁（仮称）の設置とその機能 

～消費者庁は、政策全般を監視するための強力な勧告権を持つとともに、消 

費者に身近な問題を取り扱う法律を幅広く所管・共管～ 

（３）消費者被害の防止やすき間事案への対応等のための新法 

 

さらに、消費者庁の設置に合わせ、消費者からの苦情相談の受付から法執行

に至るまでの行政の対応を規定した新法の成立に向けて取り組む。 

この新法の中で、国及び地方自治体が、国民生活センター及び消費生活セン

ターに、消費者が何でも相談できる一元的な消費者相談窓口を設置すること及

びその窓口が実施する業務、果たすべき機能を規定する。これにより、消費生

活センターを法的に位置付ける。 

また、消費生活センターで受け付けた苦情相談に関する情報を消費者庁に集

約すること、重篤情報は消費者庁に緊急通知することを規定するとともに、消

費生活センターと保健所等関係機関の地域における連携について規定する。 

さらに、苦情解決のために必要な法執行を確保するため、消費者庁自らが迅

速に対応することはもとより、各府省庁に迅速な法執行を促す勧告等を行うと

ともに、すき間事案については、自ら対応することを可能にするために、事業

者調査及びその結果の公表、その他の措置を採ることを規定する。 

 

上記の新法に加え、父権訴訟、違法収益の剥奪等も視野に入れつつ、被害者

救済のための法的措置の検討を進めることも重要である。 
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（参考３） 

○消費者の紛争解決及び救済に関するOECD 理事会勧告 

（Recommendation of the Council on Consumer Dispute Resolution and Redress） 

（仮訳：内閣府国民生活局消費者企画課国際室） 

 

理事会は、1960年12月14日の経済協力開発機構（OECD）条約、特に第5条b)に

鑑み； 

 

1998年10月8日の電子商取引における消費者保護に関する閣僚宣言

[C(98)177(Annex 2)]に鑑み； 

 

1999年12月9日に採択された、消費者は、「公正で時機に即した紛争処理及び

救済への不適切な費用や負担のない意味あるアクセス」を提供されるべきであ

ると定め、そして、国境を越えた効果的な救済枠組みの発展を求める、電子商

取引における消費者保護のためのガイドラインに関する理事会勧告

[C(99)184/FINAL]に鑑み； 

 

2003年6月11日に採択された、加盟国に詐欺的及び欺瞞的商行為による消費者

被害のための救済の仕組みを提供し、そして、国境を越えた効果的な救済枠組

みの発展に特別な注意を払うように求める、国境を越えた詐欺的及び欺瞞的商

行為から消費者を保護するためのガイドラインに関する理事会勧告

[C(2003)116]に鑑み； 

 

効果的な紛争解決及び救済の仕組みの提供は、オンライン又はそれ以外の市

場における消費者の自信や信頼を増進し、公正な商行為を促進し、電子商取引

及びモバイルコマースを含む越境取引を促進することができるということを認

識し、 

 

消費者紛争は、問題となっている経済的価値に比して不均衡な費用、遅延及

び負担を課されない、そして、同時に社会や事業に過度又は不均衡な負担を引

き起こさない救済策の利用機会を消費者に提供するような、それぞれの必要性

に応じた仕組みを要求するということを認識し、 

 

消費者紛争解決及び救済のための国内の殆どの現行枠組みは、国内の事案に

取り組むために整備されたものであり、消費者に国境を越えた救済を提供する

ためには必ずしも十分とはいえないということを認識し、 
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金銭的救済は、他の種類の救済よりも容易に外国の裁判所によって認識され、

執行される可能性があり、それは国境を越えた事案においてより効果的であり

うるということを認識し、 

 

消費者のために救済を得るための消費者保護執行機関のための権限は、詐欺

的及び欺瞞的商行為を含む複雑な国境を越えた紛争に取り組む際に特に有益と

なりうるということを認識し、 

 

消費者の集団的利益において、消費者保護執行機関及び消費者団体によって

提起される訴訟は、この勧告の重要かつ補完的な目的を果たしうるということ

を認識し、 

 

加盟国において存在する仕組みや法文化の多様性に関わらず、効果的な消費

者紛争解決及び救済措置の主要な特性を設定する共通の原則の必要性について、

意見の一致があるということを認識し、 

 

この勧告において示されている一定の原則は、消費者に影響するその他の政

策分野における法律の違反による消費者被害のための紛争解決及び救済に関す

る仕組みに関連があり、そして、これらの分野における将来作業のための基礎

として役立ちうる。 

 

消費者政策委員会の提案に基づき、 

 

勧告： 

加盟国は、全体を構成する上で不可欠の部分である付属書に規定されたこの

勧告を実施する。 

 

勧め： 

非加盟国にこの勧告を考慮させ、加盟国からの適切な支援を用いて勧告を実

施すること。 

 

指示： 

消費者政策委員会は、この勧告の実施に関する進展及び経験に関する情報を

交換し、その情報を検討し、5年以内に、この題目に関して理事会に報告するこ

と。 
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付属書 

 

I. 目的、対象範囲及び定義  

（略） 

 

II. 紛争解決及び救済の国内枠組み 

加盟国は、消費者が、不必要な費用又は負担を負うことなく、公正、簡便で

時宜を得た効果的な紛争解決及び救済を利用できることを確保するために、現

行の紛争解決及び救済の枠組みを見直すべきである。 

 

その際に、加盟国は、国内枠組みにおいて、消費者苦情の多様な性質及び特

徴に対応するために、紛争解決及び救済のための種々の仕組みの組み合わされ

たものが提供されることを確保すべきである。 

 

また、加盟国は、包括的な消費者保護執行枠組みの重要な要素である、消費

者のための金銭的救済を得る、又は促進するための権限に特別な注意を払うべ

きである。 

 

特に、加盟国は、補完的であり、相互補強的な、次のA.からC.に掲げられた

各範疇から紛争解決及び救済の仕組みを消費者に提供するよう努力すべきであ

る。 

 

Ａ. 個人で提起する消費者のための紛争解決及び救済の仕組み 

１．消費者が、事業者との個々の紛争を解決するため、そして、適切な場合

に、救済を得るために、紛争解決の仕組みを利用できるようにすべきであ

る。 

２．これらの仕組みは、問題となっている価値に比して不均衡な負担を消費

者に課すべきではない。 

３．これらの仕組みは、できる限り、消費者が法的な代理人又は支援の必要

なく、手続を行うことを選択できるように、十分に利用可能で、かつ、簡

易に利用できるように策定されるべきである。 

４．消費者は、苦情を提起し、紛争解決の仕組みを選択する方法、予想され

る手続費用・期間、期待される結果、訴訟手段、及びその結果が拘束的か

どうかを含む手続に関する明確で、分かりやすく、かつ、的確な情報が提

供されるべきである。 
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５．これらの仕組みは、それらが最小限の追加的な情報又は助力のみを用い

て消費者によって利用されることができるように、策定されるべきである。

（例 必要な文書の提出を円滑にするための標準的様式の利用を通じ） 

６．不利な状況に置かれた、又は、脆弱な消費者の特別な要求は、彼ら、又

は、彼らの代表者が、これらの仕組みを利用することができるようにする

ために、考慮されるべきである。 

７．個人で行動する消費者のための紛争解決及び救済の仕組みは、次の措置

を含むが、これらに限定はされない。 

a. 消費者と事業者が合意に達するために裁判外の手続に関わるオンライ

ン紛争解決を含む裁判外紛争解決（ADR）サービス。 

そのようなサービスは、当事者を向き合わせ、共通の同意によって解

決に至るために彼らを支援することによって消費者紛争の解決を円滑に

する解決策又は手続きを提案し又は課す中立的な第三者機関の積極的な

介入を通じ、紛争を解決に導く手続きを含む。それらは、また、消費者

が、事業者に対する苦情を、調査及び決定のために公的機関に対し提出

する、公的機関を基礎とした仕組みを含みうる。 

b. 伝統的な裁判手続において利用されている手続よりも、公式でなく、迅

速な手続を通じて、紛争についての司法的決定を得るための機会を消費

者に提供する簡易な少額訴訟制度。これは、限定された管轄の個別の裁

判所又は裁決機関における簡易な手続又は第一審の通常裁判所における

簡易な手続を含みうる。 

Ｂ. 集合的に提起する消費者のための紛争解決及び救済の仕組み 

１．多数の消費者が、同一の事業体又は関連の事業体の同様の行為の結果と

して経済的な被害を受けていることを主張する場合で、彼らの紛争を解決

するために、彼らが個人で行動することが実用的又は効率的ではないとき

は、これらの消費者が、その紛争に対して集合的に適用される解決を提供

する仕組みを利用できるようにすべきである。 

２．加盟国は、集合的解決手続は、消費者及び事業者の両方に対し、透明で、

効率的かつ公正であることを確保すべきである。従って、加盟国は、次の

ことを確保すべきである。 

a. そのような手続は、特に、提案された解決策が非金銭的救済を含む場合、

又は、消費者を代表して行動する者が、損害を受けた消費者の支出に比

して、不適切な利益を求める場合に、消費者のために意味のある救済を

提供する。 

b. 特に、消費者が経済的損害を被っていない場合、そのような手続は、集

合的訴訟の濫用を抑える措置を含んでいる。 
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c. そのような手続は、国内の事業者を競争から保護し、又は外国の事業者

に不当に適用することによって国内の事業者を保護するために利用され

ない。 

３．集合的訴訟が、消費者がそれに参加するための特定の手続をとらなけれ

ばならない「オプトイン」方式で提供される場合、加盟国は、消費者自身

をその集団の中に含めるための手続をとり、解決から得られる利益を享受

できるように、その訴訟の開始を消費者に知らせるための合理的な措置が

取られるようにすべきである。 

４．集合的訴訟が、消費者が自身を除外する特定の手続をとらなければそれ

に参加することとなる「オプトアウト」方式で提供される場合、加盟国は、

消費者が、希望する場合には自らを除外する手続をとることができるよう

にするために、その訴訟の開始を知らせるための合理的な措置が取られる

ようにすべきである。 

消費者は、十分に情報を提供されていない集合的訴訟手続に参加するこ

とを強制されるべきではなく、また、その解決に拘束されるべきではない。 

５．集合的に行動する消費者のためのこれらの仕組みは、次の措置を含むが、

これらに限定はされない。 

a. 自身の名において、かつ、同一の事業体又は関連の事業体の類似の行為

の結果として経済的な被害を受けている他の消費者のための代表者とし

て行動する際に、個々の消費者が提起する訴訟 

b. 同一の事業体又は関連の事業体の類似の行為の結果として経済的な被

害を受けている消費者のための代表者として行動する消費者団体が提起

する訴訟 

c. 次のII.C.においてより詳細に述べられているように、同一の事業体又

は関連の事業体の類似の行為の結果として経済的な被害を受けている消

費者のための代表者として行動する消費者保護執行機関が提起する訴訟 

Ｃ. 消費者保護執行機関が消費者のために救済策を行い、又は促進するための

仕組み 

１．加盟国は、消費者保護執行機関が、訴訟を提起し、及び金銭救済を含む、

消費者のための救済策を行い、又は、促進するための権限持つということ

を確保するよう努力すべきである。適切な場合、そのような救済を追求す

る際に、消費者保護執行機関は、民間の消費者団体のような他の執行組織

によって支援されうる。 

 

２．消費者保護執行機関が、消費者のための救済を行い、又は促進するため

の仕組みは、次の措置を含むが、これらに限定はされない。 
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a. 民事手続きで救済のための裁判命令を要求する権能 

b. 刑事手続きで救済のための裁判命令を要求する権能 

c. 救済を求める訴訟において代表者として行動する権能 

 

III. 国境を越えた紛争 

 （略） 

 

IV. 民間部門の協力 

 （略） 

 

V. 消費者の苦情を集め、市場の傾向分析を行うための仕組み 

 （略） 

 

VI. 教育及び啓発 

 （略） 



消費生活相談の年度別総件数の推移

件数（万件）

200

１80

160

140

120

100

80

60

40

20

1984 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08

48,550
88,752

133,103
151,874

151,784
165,697

164,643
170,833

191,200
217,816

234,022
274,076

相談件数

架空請求

(表記数字は全相談件数)

351,139

400,511
415,347

467,110

547,138

655,899

873,663

1,509,884

1,919,672

1,302,182

1,111,773

1,049,765

938,720

国民生活センターPIO－NET
データに基づき内閣府作成

（2009年5月末時点、以下同様）
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年度別相談件数内訳（取引）

2006年度

（1,009,816件）

商品一般

サラ金・フリーローン

電話情報サービス

オンライン情報サービス

賃貸アパート・マンション

健康食品

ふとん

生命保険

自動車

新聞

2007年度

（932,743件）

電話情報サービス

サラ金・フリーローン

商品一般

オンライン情報サービス

賃貸アパート・マンション

外国語・会話教室

健康食品

生命保険

エステティックサービス

自動車

2008年度

（824,675件）

電話情報サービス

サラ金・フリーローン

商品一般

オンライン情報サービス

賃貸アパート・マンション

健康食品

エステティックサービス

生命保険

自動車

新聞

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

割合

（％）

18.8

11.7

9.1

7.4

2.8

1.5

1.2

1.2

1.2

1.1

割合

（％）

13.5

12.9

9.0

8.0

3.0

1.9

1.6

1.5

1.5

1.3

割合

（％）

15.1

13.8

7.0

5.0

3.6

1.8

1.8

1.5

1.4

1.3

上記内訳は、「契約・解約」と「販売方法」のいずれかが問題となっている相談の件数が上位のものである。

・商品一般・・・商品の相談であることが明確であるが、分類を特定できない、または特定する必要のない相談

・サラ金・フリーローン・・・消費者金融会社、クレジット会社、銀行等が扱う使途を限定しないで設定されている消費者ローン

・電話情報サービス・・・電話回線を通して情報を得る、情報料が有料の情報サービス。または、情報料は無料でも、電話会社が通話料のみで

提供する情報サービス。あるいは、情報量の有料・無料にかかわらず、情報を提供することを目的に作られたもので、

消費者が自分で操作してファクシミリあるいはそれに類するものに限る。

・オンライン情報サービス・・・インターネットなどのコンピューターオンラインネットワークを使って情報を得るサービス

（上記相談件数表は、国民生活センターからの統計を基に上位10位までを抽出したものであり、すべての割合を合算しても100％になるものではない。）



年度別相談件数内訳（安全・品質）

2006年度

（97,640件）

クリーニング

自動車

賃貸アパート・マンション

修理サービス

健康食品

新築工事

パソコン

戸建住宅

医療サービス

携帯電話機

2007年度

（113,301件）

クリーニング

自動車

賃貸アパート・マンション

修理サービス

携帯電話機

健康食品

新築工事

パソコン

化粧品類

調理食品

2008年度

（110,036件）

クリーニング

自動車

賃貸アパート・マンション

修理サービス

携帯電話機

健康食品

新築工事

パソコン

化粧品類

婦人洋服

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

割合

（％）

6.7

5.5

3.8

2.8

2.5

2.1

1.9

1.7

1.6

1.5

割合

（％）

5.5

4.5

3.6

2.9

2.5

2.2

1.8

1.8

1.6

1.6

割合

（％）

5.4

4.2

3.8

2.9

2.7

2.3

1.7

1.7

1.6

1.5

上記内訳は、「安全・衛生」（身体・生命の被害およびそのおそれのある事故、火災・発火等の危険、食品衛生、発ガン性や

残留農薬等の一般的安全性等、安全および衛生に関する相談。 ）及び「品質・機能・役務品質」（商品の品質、機能・性能、

故障、不具合、使い勝手等および役務の内容・水準等に関する相談 。）のいずれかが問題になっている相談の件数が上位

のものである。

（上記相談件数表は、国民生活センターからの統計を基に上位10位までを抽出したものであり、すべての割合を合算しても
100％になるものではない。）



2008年度商品・役務契約金額分布
（本グラフは、相談件数の多い10位までのものを抽出して作成したものである。）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

電話情報サービス

（125,305件）

サラ金・フリーローン

（118,749件）

商品一般

（59,528件）

オンライン情報サービス

（41,463件）

賃貸アパート・マンション

（33,493件）

相談その他

（16,016件）

健康食品

（15,679件）

エステティックサービス

（14,890件）

生命保険

（13,367件）

自動車

（13,100件）

1,000円未満 １万未満 ５万未満 10万未満 50万未満

100万未満 500万未満 １億未満 １億以上 NA（無回答）

*上記グラフは、商品・役務別に分類したものであり、既述の年度別相談件数内訳（取引）とは分類の方法が異なる。



2008年度商品・役務既払金額分布
（本グラフは、相談件数の多い10位までのものを抽出して作成したものである。）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

電話情報サービス

（125,305件）

サラ金・フリーローン

（118,749件）

商品一般

（59,528件）

オンライン情報サービス

（41,463件）

賃貸アパート・マンション

（33,493件）

相談その他

（16,016件）

健康食品

（15,679件）

エステティックサービス

（14,890件）

生命保険

（13,367件）

自動車

（13,100件）

1,000円未満 １万未満 ５万未満 10万未満 50万未満

100万未満 500万未満 １億未満 １億以上 NA（無回答）

*上記グラフは、商品・役務別に分類したものであり、既述の年度別相談件数内訳（取引）とは分類の方法が異なる。



（参考5）

事件名 事案の概要 関連する法規制 想定される被害者の請求
想定される個々の
被害者の一般的な
被害金額

適格消費者団
体による差止
請求の対象

外国語会話教室の解約
時の前払い受講料の精
算金請求事案

外国語会話教室において、受講料を前払い
させていたが、購入単価と、解約した場合
の清算単価が異なっており、購入単価より
も高く設定されていた。この精算規定が適
法か問題となった事案。

特商法第４９条第２項第１号
は、特定継続的役務提供契約
が解除された場合、提供され
た役務の対価、解除によって
通常生じる損害として政令の
定める額、法定利率による遅
延損害金を加算した金額を超
える額の金銭の請求ができな
いとしている。

不当利得返還請求
最高裁事案の原々
審認容額は約３１
万円

○（改正法施
行後）

大学学納金返還請求事
案

前納した大学の授業料について、入学辞退
した場合に不返還特約があったが、不返還
特約が有効であるか問題となった事案。

消費者契約法第９条によ
り、解除に伴う損害賠償の
規定が無効であるとして、
不当利得返還請求

１００万円程度の
請求から、私立医
科大学等納付金が
１０００万円を超
える事案あり。

○

個人情報流出事案
顧客の住所氏名等の個人情報が流失した事
案。

個人情報保護法第２０条から
第２２条で個人情報取扱事業
者の安全管理措置が義務付け
られている。

不法行為による損害賠償請
求

東京地・高裁の事
案は、慰謝料認容
額は１人あたり３
万円。大阪地裁の
事案は、慰謝料認
容額５０００円

×

商品販売等を仮装した
ねずみ講被害事案

商品価値の乏しい商品の販売名下に１口×
円の支払いをして会員となり、後順位者２
人以上を勧誘してオーナー登録させれば、
順次地位が昇格して支出した以上の成功報
酬が得られると勧誘する事案。

①特商法の連鎖販売取引に当
たる場合、同法第３４条、第
３７条、第３８条等により、
書面交付、不実告知・不利益
事実の不告知の禁止、断定的
判断の提供禁止、勧誘目的不
明示の勧誘禁止などが規定さ
れている。
②無限連鎖講の防止に関する
法律第３条で、無限連鎖講が
禁止されている。

①不法行為による損害賠償
請求
②公序良俗違反による無効
を理由とした不当利得返還
請求

カタログ販売員募
集名下のねずみ講
事案では、警察庁
の資料によると会
員５５００人被害
総額２２億５００
０万円（単純平均
約４０万円）

○（不実告
知・不利益事
実の不告知、
断定的判断の
提供がある事
例：改正法施
行後）

集団的消費者被害の事例

１．被害者の特定が比較的容易であり、被害内容が定型的と思われる事例



事件名 事案の概要 関連する法規制 想定される被害者の請求
想定される個々の
被害者の一般的な
被害金額

適格消費者団
体による差止
請求の対象

悪質住宅リフォーム事
案

住宅リフォームについて、点検をするなど
と称して訪問し、虚偽の説明をして、不要
な工事を実施し高額な代金を支払わせま
た、次々に契約させる事案。

特商法第４条ないし第６条に
より、書面交付の義務づけ、
不実告知・不利益事実の不告
知の禁止。

＜対リフォーム業者＞
①特商法第９条の２（新法
第９条の３）の取消しによ
る不当利得返還請求
②特商法第９条の２による
過量販売解除による不当利
得返還請求（未施行）
③詐欺等による不法行為の
損害賠償請求
＜対クレジット会社＞
④割賦販売法３０条の４に
よる抗弁対抗
⑤割販法第３５条の３の１
３の取消しによる不当利得
返還請求（未施行）

PIO-NET情報の分析
結果では、判断不
十分契約の平均既
払金額は約２０７
万円、次々販売の
平均既払金額は約
２４８万円。１０
００万円を超える
被害事例もあり。

○（①の請求
に関連して：
改正法施行
後）

和牛預託商法事案

和牛の飼育から得られた利益を配分すると
して和牛を購入させる事案。勧誘方法の問
題のほか、業者が破綻し出資金が返金され
ない問題が生じることがある。

①特定商品等の預託等取引に
関する法律により、書面交付
を義務づけ、不実告知、不利
益事実の不告知を禁じ、解除
の際の違約金を制限してい
る。
②金商法の集団投資スキーム
にあたる場合、販売勧誘規制
あり。

①預託契約に基づく返還請
求
②消費者契約法による不実
告知、不利益事実の不告
知、断定的判断の提供等に
よる取消しによる不当利得
返還請求
③詐欺等による不法行為の
損害賠償請求

平成９年の国民生
活センターの発表
では、平均支払額
１１９万円。
警察庁が公表して
いる検挙事例で
は、２５００人か
ら４４億５０００
万円をだまし取っ
たとされている
（単純平均１７８
万円）。

○（②の請求
に関連して）

投資商法事案

電子マネー形式の擬似通貨、海外事業投
資、企業家育成事業、株式投資運用などの
名目で高額配当をうたって出資を集めると
いう事案。勧誘方法の問題のほか、業者が
破綻し出資金が返金されない問題が生じる
ことがある。

金商法に該当する場合販売勧
誘規制あり。

①契約に基づく返還請求
②消費者契約法による不実
告知、不利益事実の不告
知、断定的判断の提供等に
よる取消しによる不当利得
返還請求
③詐欺等による不法行為の
損害賠償請求
④金融商品販売法５条の損
害賠償請求

PIO-NET情報の分析
結果では、契約金
額１００万円以下
が約３７パーセン
ト、１００万円か
ら２００万円が約
２６パーセントで
あるが、１０００
万円超の相談も見
られる。

○（②の請求
に関連して）

モニター商法事案

商品を購入してモニターになれば毎月モニ
ター料が月々の代金支払額よりも多く支払
われるとして商品を販売。業者が破綻して
モニター料が支払われなくなり、クレジッ
ト債務が残るという事案。

特商法の業務提供誘引販売に
あたる場合、同法第５２条、
第５５条、第５６条等によ
り、書面交付、不実告知・不
利益事実の不告知の禁止、断
定的判断の提供禁止、勧誘目
的不明示の勧誘禁止。

＜対販売店＞
①不法行為の損害賠償請求
②モニター契約の公序良俗
違反無効による不当利得返
還請求
③特商法第５８条の２の取
消しによる不当利得返還請
求
＜対クレジット会社＞
④モニター契約が公序良俗
違反により無効、クレジッ
ト会社に対する割賦販売法
３０条の４による抗弁対抗

布団のモニター商
法では３６万円あ
るは４６万円で販
売されていた。

○（③の請求
に関連して：
改正法施行
後）

敷金返還請求事案

管理会社の作成した契約書に自然損耗およ
び通常損耗についても賃借人に原状回復義
務を負担させる特約があるため、当該契約
書を利用して賃貸借契約をした賃貸人が敷
金の返還を拒絶する事案（同一の契約書を
使用している賃借人が多数存在するもの
の、個々の賃借人の居室の使用状況は異な
る。）。

消費者契約法第１０条によ
る原状回復特約の無効を前
提とした、敷金返還請求権

大阪高裁平成１６
年１２月１７日判
決事案は、敷金２
０万円

○

２．被害者の特定は比較的容易であるが、被害内容の個別性が強いと思われる事例



事件名 事案の概要 関連する法規制 想定される被害者の請求
想定される個々の
被害者の一般的な
被害金額

適格消費者団
体による差止
請求の対象

虚偽の有価証券報告書
開示等による証券被害
事案

虚偽の有価証券報告書の提出等により株価
を不当に高く吊り上げ、本来あるべき株価
より高い価格で株式を購入させられた事
案。

金商法第１７２条の４は、有
価証券報告書に虚偽記載があ
る場合課徴金を定めている。

金商法第２１条の２などに
よる虚偽記載のある有価証
券報告書を提出した会社、
会社役員等の損害賠償。
※損害額の推定規定があ
る。

最近の集団訴訟の
事例では、原告団
によると集団訴訟
の原告は３３４５
人、請求総額約１
９３億円、平均損
害額は５２５万円

×

灯油カルテル事案
石油元売各社および事業者団体が生産調
整、価格カルテルにより小売価格を引き上
げたとされる事案。

①独占禁止法第３条は不当な
取引制限を禁止している。同
第８条は、事業者団体が競争
を実質的に制限することを禁
止している。
②独占禁止法第７条の２、同
第８条の２は課徴金を定めて
いる。

①不法行為による損害賠償
請求
②独占禁止法第２５条によ
る損害賠償請求

鶴岡訴訟は１次、
２次訴訟合計１６
５４人、合計請求
額９６万６５９４
円、東京訴訟（主
婦連・川崎生協グ
ループ）は、９８
人７万５０８１
円、東京訴訟（奪
れたものを取りか
えす消費者の会）
は、３４３名４６
万２９６０円

×

食品の製造方法等の表
示偽装事案

実際には安価である模造品を、高価な特殊
な製法の食品であると表示して販売し、本
来あるべき価格より高い価格で購入させら
れた事案。

景品表示法第４条第１項第１
号は、優良誤認表示を禁止し
ている。

①不法行為による損害賠償
請求
②不当利得返還請求

○

事件名 事案の概要 関連する法規制 想定される被害者の請求
想定される個々の
被害者の一般的な
被害金額

適格消費者団
体による差止
請求の対象

薬害C型肝炎事案

後天性の傷病について、フィブリノゲン製
剤または第Ⅸ因子複合体製剤の投与を受
け、これによってC型肝炎ウィルスに感染
した者（胎児を含む）が、国および製薬会
社に損害賠償を求めた事案。

薬事法により医薬品の製造承
認、医薬品再評価等の制度が
ある。

不法行為による損害賠償請
求

５地裁約２００名
の原告（ただし、
救済スキーム確定
後追加提訴継続中
で、平成２０年７
月１０日現在で約
６５０名）
特別法の給付金は
１２００万円から
４０００万円

×

乳飲料食中毒事案
乳飲料の製造工程において、食中毒の原因
となる毒素が混入し、当該乳飲料を飲用し
た者に、食中毒が生じた事案。

食品衛生法第５４条は、厚生
労働大臣等が、有毒物質が含
まれる、病原微生物に汚染さ
れる等した食品について廃
棄、危害を除去するための必
要な措置を命じることができ
るとしている。

製造物責任法による損害賠
償請求

報告された有症状
者数は１４０００
人以上、大阪地裁
に提訴した５家族
９人のうち、比較
的軽症の８人は合
計１１０万円で和
解、重症者１人は
６５０万円で和解

×

※二重線枠内はいわゆる欺瞞的商法の事案であるが、事案の内容によっては１の類型になることもあり得ると考えられる。

４．被害者の特定が困難であり、被害内容の個別性も強いと思われ事例

３．被害者の特定は困難であるが、被害内容は定型的と思われる事例



名称
特定非営利活動法人
消費者機構日本

特定非営利活動法人
消費者支援機構関西

社団法人
全国消費生活相談員協会

特定非営利活動法人
京都消費者契約ネットワーク

住所
差止請求
関係業務
を行う地

東京都千代田区六番町15番地
主婦会館プラザエフ6階

大阪市中央区大手前1丁目7番31号
大阪マーチャンダイズ・マートビル1階
大阪府消費生活センター内

東京都港区高輪3丁目13番地22号
国民生活センター内
大阪市中央区北浜2丁目6番26号
大阪グリーンビルディング内
北海道札幌市中央区大通西18丁目1番43号

京都市中京区烏丸通二条下ル
秋野々町529番地ヒロセビル5階

申請日
認定日

平成19年6月 7日申請
平成19年8月23日認定

平成19年6月 7日申請
平成19年8月23日認定

平成19年8月31日申請
平成19年11月9日認定

平成19年10月12日申請
平成19年12月25日認定

代表者等
の氏名

会　長     青山　佾
理事長    品川　尚志

　　　　会　長  北川 善太郎
　　　　理事長   榎　彰德

　　　　会  長   及川   昭伍
　　　  理事長  山上　紀美子

理事長　　野々山  宏

社員数
136名(うち、団体会員8名）
（平成21年3月31日時点）

117名（うち、団体会員14名）
（平成21年3月31日時点）

1929名（うち、団体会員0名）
（平成21年3月31日時点）

102名（うち、団体会員3名）
（平成21年3月31日時点）

※１消費者契約法第23条第4項に基づき、内閣総理大臣（内閣府）に報告のあった事項を基に作成。報告事項ではない各種の団体の活動（勉強会、情報収集など）については記載していない。

適格消費者団体の概要及び活動状況について

申入れ等
の活動状
況

【内容】
・不動産賃貸借業者への申入れ
（原状回復義務等）
・出版社・教材販売業者(中途解約金・
勧誘等)への申入れ
・予備校（入学金等不返還）への申入
れ　等
・中古車販売業者への申入れ（瑕疵担
保責任の全部免除の規定等の削除）
・建築請負業者への申入れ（撤回手数
料、違約金に関する規定の削除）
・投資顧問業者への申入れ（中途解約
時の登録費不返還の規定等の削除）
・携帯電話販売事業者への申入れ（解
約権を制限する規定の削除）
・資格講座等を運営する事業者への申
入れ（解約権制限条項等の停止）
・有料老人ホームに対する申入れ（入
居申込金不返還条項の削除等）
【結果】
資格講座等を運営する事業者とは裁

判外の和解が成立（平成21年4月28
日）。その他、契約条項の改善に至る
などして訴訟に至らずとも解決してい
る事例がみられる。
また、特定商取引法に基づく申入れ

の一部については、行政への申し出を
実施して終了としているものもみられ
る

【内容】
・不動産賃貸業者（原状回復義務等）
等について、契約条項の問題点を問い
合わせる活動
・貸金業者（早期完済時の違約金特約
条項）について、申入れ、第41条第1項
に基づく事前請求を実施後、4月8日に
京都地裁に提訴
※本制度に基づく訴訟としては2例目
・英会話学校（受講契約時の不退去や
不実告知）について、第41条第1項に基
づく事前請求を実施後、8月28日に大阪
地裁に提訴
※本制度に基づく訴訟としては4例目
・警備会社への申入れ（中途解約料・
損害賠償債務の全部免除の規定等の改
善・削除）

【結果】
一部については、問い合わせがされ

た段階で問題となった契約条項の削除
や改定が行われてるなどしている。
英会話学校への訴訟については、和解
が成立（平成21年3月4日）。
貸金業者への訴訟については、勝訴
（一部）判決（平成21年4月23日）。敗
訴部分につき5月2日に大阪高裁に控
訴。6月19日に京都地裁に間接強制申
立 7月24日決定

【内容】
・不動産賃貸業者（中途解約に係る清
算条項等）について、契約条項の問題
点の申入れを実施
・不動産賃貸業者に対する改善の申入
れ（無催告解除条項等の停止・改善）
・美容整形外科に対する改善の申しれ
（申込金の不返還特約・キャンセル料
条項等の停止・改善）
・介護付有料老人ホームに対する改善
の申入れ(中途解約に係る初期償却条項
等の停止・改善）

【結果】
・中途解約に係る清算条項等について
申入れた不動産賃貸業者、美容整形外
科に関しては一定の改善が見られたと
して協議を終了

【内容】
・不動産賃貸借業者（敷金等の差引特
約等）に対し、消費者契約法第41条第1
項に基づく事前の請求を実施、そのう
ち
①定期補修分担金支払特約を使用する
不動産賃貸借業者に対し、3月25日京都
地裁に提訴
※本制度に基づく訴訟としては初
②敷金等から一定額を控除して返還す
る敷引特約を使用する不動産賃貸借業
者に対し、8月12日京都地裁に提訴
※本制度に基づく訴訟としては3例目
・冠婚葬祭業者等に対し、互助契約等
の中途解約金に関して、消費者契約法
第41条第1項に基づく事前の請求を実施
後、12月3日に京都地裁に提訴
※本制度に基づく訴訟としては5例目

【結果】
②については請求の一部（敷引特約の
条項を含む意思表示を行わないこと）
は認諾され、残りの部分について却下
判決（平成21年1月28日）。2月10日大
阪高裁に控訴、6月16日敗訴(判決確
定）。
他の2件は係属中。

（平成21年8月1日現在）（参考６）

1



名称
特定非営利活動法人
消費者ネット広島

特定非営利活動法人
ひょうご消費者ネット

特定非営利活動法人
埼玉消費者被害をなくす会

住所
差止請求
関係業務
を行う地

広島市中区上八丁堀7番1号
ハイオス広島312号

神戸市中央区元町通6丁目7番10号関西ビル3階 さいたま市浦和区岸町7-11-5

申請日
認定日

平成19年11月14日申請
平成20年 1月29日認定

平成20年2月29日申請
平成20年5月28日認定

平成20年12月24日申請
平成21年 3月 5日認定

代表者等
の氏名

理事長   吉富　啓一郎 理事長 清水巖 理事長　池本　誠司

社員数
201名(うち、団体会員7名）
（平成21年3月31日時点）

136名（うち、団体会員7名）
(平成21年3月31日）

121名（うち、団体会員17名）
(平成21年3月31日）

※１消費者契約法第23条第4項に基づき、内閣総理大臣（内閣府）に報告のあった事項を基に作成。報告事項ではない各種の団体の活動（勉強会、情報収集など）については記載していない。

申入れ等
の活動状
況

【内容】
・貸衣装会社（卒業式用衣装のキャンセル料）につ
いて、申入れを実施

【結果】
・協議中

【内容】
・旅行業者に対し申入れ（クーポン利用約款）
・各種資格試験受験指導業者（解約権制限条項）に
対し、消費者契約法第41条第1項に基づく事前請求
を実施
・旅行業者（解除権制限条項）に対し、消費者契約
法第41条第1項に基づく事前請求を実施後3月18日神
戸地裁に提起
※本制度に基づく訴訟としては6例目

【結果】
・各種資格試験受験指導業者から解約制限条項につ
いて改定する旨の回答

【内容】
・携帯電話販売業者に対する申入れ（消費者の同意
なく約款変更を可能とする条項等の改善）

【結果】
・回答書受領後検討中



（参考７）

裁判所
提訴日
判決又は
和解の日

京都
地方裁判所

平成20年
3月25日

－

京都
地方裁判所

平成20年
4月8日

平成21年
4月23日

京都
地方裁判所
（控訴審に
つき、大阪
高等裁判
所）

平成20年
8月12日

平成21年1
月28日（第
一審）
平成21年6
月16日（控
訴審）

大阪
地方裁判所

平成20年
8月28日

－

京都
地方裁判所

平成20年
12月3日

－

神戸
地方裁判所

平成21年
3月18日

－

第10条
第12条第3
項

　事業者で賃貸人である被告が消費者との建物賃貸借契約において、定額補修分
担金（定額補修分担金は、消費者が目的物件退去後の賃貸借開始時の新装状態
への回復費用の一部負担金として支払うものであり、敷金とは別の費用としてい
る。入居の長短に関わらず、消費者は返還を求めることができず、消費者の故意
又は重過失による損傷・改造の場合を除き、被告は、本物件の修理・回復費用の
負担を求めることができないものとしている。）名目で不返還の一時金を徴収する
約定を用いて契約したとして、原告は、①定額補修分担金条項を用いた意思表示
を行うことの停止、②定額補修分担金条項が記載された契約書雛型が印刷された
契約書用紙の破棄、③被告従業員らに対して、①の意思表示の停止及び契約書
用紙の破棄すべきことの周知徹底の措置を求めた。

－

　裁判所は、本件条項A について、平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決の
趣旨に照らして、利息制限法所定の制限利率を超える約定利息を定めた金銭
消費貸借契約が存在する場合、本件条項A は消費者が法律上支払義務を負わ
ない金員を支払うことを内容とする条項として、信義則に反して消費者の利益を
一方的に害するものと評価せざるを得ないと判断した。そのうえで、本件条項A
は、貸付の内容いかんによって消費者契約法第10条に該当して、無効であるか
否かの判断が分かれるものの、当該契約条項を使用した契約締結を差し止め
るべき必要性が高い場合には、当該契約条項を使用した契約締結を差止めの
対象とすることも許容するのが消費者契約法第12条の趣旨であるとし、貸金業
法等改正法のいわゆる完全施行により、みなし弁済の廃止、出資法上限金利
の引下げ等が実施されるまでは貸付利率については利息制限法所定の制限を
越える利率を採用することが十分に考えられるので、本件条項A を差し止める
べき必要性は高いとして、当該契約条項を含む契約の締結の停止、当該契約
条項を含む借用証書の用紙の廃棄を求める各請求を認めた。
　本件条項B については、被告は改訂後の借用証書から本件条項Bを削除し、
単に二重線で抹消するなどしており、一時的に使用を中断しているのとは事情
が異なる等として、被告が本件条項Bを含む消費者契約の締結をおこなうおそ
れがあると認めることはできないと判示して、請求を棄却した。
　※原告・被告双方により控訴され、控訴審が係属中。

6

結果

－

－

2

3

4

　①について、被告は、平成20年10月21日の第１回口頭弁論期日において、請
求を認諾した。
　②について、裁判所は、平成21年1月28日、本件請求に係る原告の訴えは、原
告が本件訴訟において請求し、被告が認諾した消費者との間で敷引特約条項
を使用した意思表示を行うことの停止に加え、被告が何を行う義務を負うのかと
いう点について明確になっておらず、その請求の特定を欠くとして、訴えを却下
した。
 　②について、原告は控訴し、さらに、従業員らに敷引条項を使用しない旨を記
載した書面を配布せよとの予備的請求を追加したところ、控訴審において、②
（主位的請求）については、控訴人（原告）の請求は特定を欠くものであるとし
て、予備的請求については、被控訴人（被告）は、従業員に対する周知措置をと
り、上記のとおり①については認諾していたがその際被控訴人は控訴人の法的
見解を受け入れることを表明していたこと等から、裁判所は、平成21年6月16
日、被控訴人は本件条項を使用するおそれがないとして控訴人の控訴を棄却し
た。

　平成21年3月4日の第4回口頭弁論期日において、原告と被告の間で和解が成
立した。
（※）和解内容については、資料の参考8参照

第9条第1号
第10条
第12条第3
項

　原告は、語学教室の経営等を業としている被告が、消費者に対する英会話教室
の受講契約の締結について勧誘するに際し、消費者契約法第4条第1項第1号、第
2項、第3項第2号に該当する行為を現に行い、かつ、今後も行うおそれがあるとし
て、①消費者が退去する意思を表明しているにもかかわらず勧誘をしている場所
から退去させない行為をすること、②消費者がいつでも自由に受講日ないし受講
時間を決められるかのように告げること、③消費者がいつでも自由に受講日ないし
受講時間を決められるわけではないことを告知しないまま、受講回数及び価格の
比較について消費者に利益となる旨を告げること、以上①ないし③の行為を行って
はならないこと及び、④上記①ないし③の行為を容認ないし推奨する内容を記載し
た文書等を廃棄すること、⑤従業員らに対し、上記①ないし③の行為を行ってはな
らないこと及び④記載の文書等を破棄すべきことを周知徹底する措置を採ることを
求めた。

　原告は、貸金業等を営む事業者である被告に対し、早期完済違約金条項（借主
が貸付金の返済期限が到来する前に、貸付金全額を返済する場合に（期限の利
益を喪失したことによる返済を除く。）、返済時までの期間に応じた利息以外に、返
済する残元金に対し割合的に算出される金員を貸主に対し交付する旨を定める契
約条項（本件条項A）及び、借主が期限の利益を喪失し、貸付金の残元金を直ちに
返済すべき義務が発生した場合に、返済時までの期間に応じた利息及び遅延損
害金以外に、返済する残元金に対して割合的に算出された金員を貸主に対し交付
する旨を定める契約条項（本件条項B））を使用し、又は使用するおそれがあるとし
て、①当該契約条項を含む契約の締結の停止、②当該契約条項を含む借用証書
の用紙の廃棄を求めた。

5

第4条第1項
第1号
第4条第2項
第4条第3項
第2号
第12条第1
項

適格消費者団体による差止請求に係る訴えが提起された案件の一覧表

　第一種旅行業の登録を受けた旅行業を営む株式会社である被告に対して、原告
が、本体たる募集型企画旅行契約を消費者が解除した場合にも、代金支払いのた
めに利用された企業ポイントが消費者に返還されないとする契約条項を含む消費
者契約の申込み又はその承諾の意思表示を、現に行い又は行うおそれがあるとし
て、①当該契約条項を含む契約の締結の停止、②被告の運営するウェブサイト内
からの当該契約条項の削除、③消費者が解除権を行使したときに、旅行代金支払
いのために消費者から被告に引き渡された企業ポイントの返還を制限する契約条
項を含む企画旅行契約の締結の禁止、④消費者が解除権を行使したときに、旅行
代金支払いのために消費者から被告に引き渡された企業ポイントの返還を制限す
る契約条項を被告の運営するウェブサイト内に表示することの禁止を求めた。

第9条第1号
第10条
第12条第3
項

1

第10条
第12条第3
項

　原告が、不動産賃貸借等を業とする事業者である被告に対し、敷引特約条項（建
物賃貸借契約を締結又は合意更新をするに際し賃貸人が賃借人から受領する敷
金又は保証金に関して、賃貸人が、建物賃貸借契約終了時において、その名目の
如何にかかわらず、賃借人に返還すべき敷金又は保証金より無条件に一定額を
控除する旨の条項をいう。）を使用するおそれがあるとして、①敷引特約条項を使
用した意思表示を行うことの停止を求めるとともに、②当初、上記意思表示を行う
ことの停止に必要な措置として、その従業員らに対し上記意思表示を行ってはなら
ないこと等を周知徹底するために必要な措置をすることを求め、その後、裁判所か
ら請求内容の特定を求められて、請求を変更し、上記意思表示を行うための事務
を行わないよう指示することを求めた。

第10条
第12条第3
項

根拠条文事案の概要

　原告は、被告らが消費者との冠婚葬祭の互助会契約を締結するに際し、契約期
間中に中途解約した場合、「所定の手数料」などの名目で解約金を差し引いて消費
者に対し返金する旨を内容とする契約条項を用いて契約を締結しているとして、当
該契約条項を用いて意思表示を行わないこと、同内容の条項が記載された契約書
雛形が印刷された契約書用紙を破棄すること及びこれらを被告ら従業員に対し指
示する措置を採ることを求めた。
　具体的には、Ｐコースでは、払込済回数9回目までは手数料の全額が差し引か
れ、10回の場合は24,650円、11回目以上の場合は、払込済回数が1回増える毎
に、差し引かれる額が250円ずつ増え、Ｒコースでは、払込回数13回目までは手数
料は全額差し引かれ、14回以上の場合は、払込済回数が1回増える毎に、差し引
かれる額が150円ずつ増え、例えば、Pコース会員が20回の積み立てをなした時点
で解約した場合には、積立金5万円（2,500円×20回＝5万円）から、手数料27,150
円（24,650円＋250円×10回）が差し引かれ、22,850円しか払い戻しされないことに
なる。

（平成21年8月1日現在）
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（参考８） 
○適格消費者団体による差止請求に係る和解の例 
 
1 （略） 
 
２ 被告は、本日以降、消費者に対する英会話教室の受講契約の締結について
勧誘するに際し、以下の勧誘行為をしない。  
① 消費者に対し、消費者が「一度家に帰ってから考えたい。」と述べるなど
して勧誘をされている場所から退去する意思を表明しているにもかかわら

ず、その場所から退去させない行為  
② 消費者に対し、レッスン開講日及び開講時間が予め受講者のコースに応じ
て定められており、またカリキュラムも約１０日前になってようやく半月

分が発表されるにもかかわらず、「いつでも好きなときに受講できる」と

告知するなど、消費者がいつでも自由に受講日ないし受講時間を決められ

るわけではないにもかかわらず消費者がいつでも自由に受講日ないし受講

時間を決められるかのように告げる行為  
③ 消費者に対し、レッスン開講日及び開講時間が予め受講者のコースに応じ
て定められており、またカリキュラムも約１０日前になってようやく半月

分が発表されることを告げないなど、消費者がいつでも自由に受講日ない

し受講時間を決められるわけではないことを告知しないまま「受講期間内

の受講回数は無制限です」「他の英会話教室に比べて受講料が安い」など

と受講回数及び価格の比較について消費者に利益となる旨を告げる行為  
④～⑦ （略） 
 
３ 被告は、本日以降、消費者に対する英会話教室の受講契約の締結について
勧誘するに際して、上記２①ないし③のいずれかに該当する行為を行い、消

費者と契約した場合には、当該消費者からの取消の要求に応じるとともに、

当該消費者から受け取った金員がある場合には、その全額を当該消費者に返

還する。 
 
４～10 （略） 
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（参考 9） 

 
出典：『裁判所データブック 2008』52頁 



【五菱会関係者によるヤミ金融事件の犯罪収益（約５１億円）】
　　スイスが没収→スイス政府から譲与を受けて被害者の被害回復に充てる必要

【現行の組織的犯罪処罰法】
犯罪被害財産（詐欺，出資法違反など「財産犯等」の犯罪行為により被害者から得た財産）の
没収・追徴を禁止。
　

 財産犯等の犯罪収益のはく奪・被害回復関係の法整備

法整備の背景

被害者の民事における損害賠償請求権等の実現を優先する趣旨であるが，実際には，当
該請求権が行使されず，犯人に不正な利得を保有させかねない事態を招来している。

法整備の概要

ごりょうかい

○犯罪被害財産の没収・追徴，外国からの財産の譲与（組織的犯罪処罰法の一部改正）

犯罪被害財産 没収・追徴を可能に 外国への相互主義保証を可能に

○被害回復給付金の支給手続（新法（被害回復給付金支給法）の制定）

組織犯罪
マネロンなど

外国で没収・追徴
された犯罪被害財
産に相当する財産

我が国に譲与

検察官 弁護士
（被害回復事務管理人）

支給手続の
うちの一部
を行う

選任

残余財産からの
特別支給手続

なお残余が生じたとき
は一般会計に

刑事裁判で認定さ
れた事件の被害者

一連の犯行として行わ
れた事件の被害者

給付金の支給対象者

手続の公告・
知れている者
への通知

申請

 調査
審査

被害額の裁定・
給付金の支給

期間中に申請でき
なかった被害者

官報公告

○
○
組

（参考10）
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主張整理
刑事記録の
取調べ
等

確定判決と同一の効力

証拠調べ
等
審理終結

損害賠償請求の申立て原告
××××

被告
△△△△

１
請求の趣旨

被告は，原告に対し，○○円

を支払え。
２
・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

証拠調べ
等

損害賠償請求の申立て

異議申立て

刑事記録

公
訴
提
起

第一審

訴
え
提
起
擬
制

控訴審 控訴審

上告審上告審

損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度の概要

刑事裁判 民事裁判損害賠償請求に関する裁判手続の特例

弁
論
終
結

不
服
な
し

本手続の記録

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

損
害
賠
償
命
令

有
罪
判
決 主張整理

審理計画の
策定
等

損害賠償請求についての審理

（参考11）



（参考 12） 

金融商品取引法における課徴金額と刑事罰の調整規定について 

 

不公正取引 

 

課徴金対象行為 インサイダー取引 
相場

操縦 

仮装・馴

合売買 

安定操

作取引 

風説の流

布・偽計 

継続開示書類の

虚偽記載・不提出 

発行開示書類

の虚偽記載・ 

不提出 

公開買付届

出書等の虚

偽記載・不

提出 

大量保有報告書の

虚偽記載・不提出 

 

課徴金額の算定

方式 

例）（重要事実公表後 2週間以内の最高値－購入価格） 

× 購入株数 

例）600万円 or

時価総額の 10万

分の６のいずれ

か高い方 

例）募集・売出

し総額の

2.25％（株式等

の場合は

4.5％） 

例）買付け

総額の

25％ 

例）対象株券等の

発行者の時価総額

の 10万分の１ 

法人 ５億円以下の罰金 ７億円以下の罰金 ５億円以下の罰金 

罰則 
個人 

５年以下の懲役若し

くは 500万円以下の罰

金又はこの併科 

10年以下の懲役若しくは1000万円以下

の罰金又はこの併科 
５年以下の懲役若しくは 500万円以下の罰金又はこの併科 

没収・追徴 不公正取引により得た財産等を没収・追徴 － 

課徴金と刑事罰

等との調整規定 
没収・追徴額相当額を課徴金より控除（※） 

虚偽記載の場合、

罰金相当額を課

徴金より控除

（※） 

－ 

（※）① 課徴金納付命令時に罰金等の刑事判決が確定している場合…当該金額相当額を控除した額の課徴金納付命令 

② 課徴金納付命令時に刑事裁判が係属している場合…判決確定まで納付命令の効力停止。判決確定後に罰金額等と調整し、納付命令の変

更又は取消し 

③ 課徴金納付後に起訴された場合…判決確定後、納付済みの課徴金と罰金額等を調整し、納付命令変更し、還付 
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（参考 13） 
 

 

 
平成２０年度における独占禁止法違反事件の処理状況について（概要）１頁より引用 



 

（参考 14） 
 
 
 
 
 
独占禁止法の禁止規定に違反する疑いのある行為によって回復し難い侵害がもたらされることを回避するために，独占禁

止法第 70条の 13には，公正取引委員会は緊急の必要がある場合，東京高等裁判所に当該行為の一時停止等を求めることが
できる旨定められている。 
 
 

件名 
申立日 
（A） 

東京高裁決定日 
(B) 

東京高裁決定内容 
審理日数 
(A-B) 

㈱朝日新聞社ほか１５３名に対する件 昭和 30年 3月 16日 昭和 30年 4月 6日 
一部容認 
一部却下 

21 

伊藤勲に対する件 昭和 30年 7月 4日 昭和 30年 7月 29日 容認 25 
㈱大阪読売新聞社に対する件 昭和 30年 10月 5日 昭和 30年 11月 5日 容認 31 
㈱北国新聞社に対する件 昭和 31年 12月 21日 昭和 32年 3月 18日 容認 87 

八幡製鉄所㈱ほか１名に対する件 
昭和 44年 5月 7日 
（注１） 

- - - 

㈱中部読売新聞社に対する件 昭和 50年 3月 25日 昭和 50年 4月 30日 容認 36 
㈱有線ブロードネットワークスほか１社

に対する件 
平成 16年 6月 30日 
（注２） - - - 

（注１）被申立人が，合併期日を延期したので同年５月３０日に取下げ 
（注２）被申立人が，同年７月９日に申立に係る行為を取りやめたので取下げ 
 平均審理日数 40  

緊急停止命令の概要及び請求事例 



（参考 15） 

＜＜被害回復分配金の支払等に関する手続の流れ＞＞ 
                      

 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

失

権

手

続 

 

 
     名義人の権利行使の届出 
     名義人又は被害者の訴訟提起等 
 
             
     なし      あり 
     

② 金融機関による、犯罪利用預金口座等と疑うに足 
りる相当な理由があることの認定 

 
③ 預金保険機構による失権のための公告 

④・一定期間（60日以上の期間）の経過 
        ＝  
  ・失権（名義人の預金等債権消滅） 
    ＝（金融機関に被害者への分配金の支払を行う義務発生） 

訴訟等の既存の法制度による解決

⑤・預金保険機構による分配金支払のための公告 
・金融機関による被害者からの支払申請受付 
 （30日以上の申請期間） 

⑥ 支払請求権の確定 
(金融機関による、被害者から提出された資料等による被害者 

・被害額・支払額の認定) 

⑦ ⑥で認定された被害者への支払（金融機関より支払）

⑧ 残余財産の活用 

支

払

手

続 

・一定割合を預金口座等の名義人の救済に充てる 

・その余を犯罪被害者の支援のために用いる 

 
残余財産あり（金融機関から預金保険機構へ納付） 

①  金融機関による、犯罪利用の疑いがあると認める 
預金口座等の約款に基づく取引の停止等の措置 

 

金融機関による預金保険機構への公告の求め 

金融機関による預金保険機構への公告の求め 



(参考17)

カナダ（オンタリオ州） オーストラリア デンマーク ノルウェー スウェーデン

制度の名称(類型）
パレンスパトリー（オプト・アウト
型）

クラス・アクション（オプト・アウト型）
代表手続・representative proceedings
（オプト・アウト型)

クラス・アクション（併用型：原
則はオプト・イン型、例外とし
てのオプト・アウト型）

クラス・アクション（併用型） 集団訴訟手続（オプト・イン型）

ハート.・スコット・ロディーノ法
（クレイトン法第４条ｃ－ｈ：１５Ｕ
ＳＣ１５ｃ-h)

クラス訴訟法（オンタリオ州法、１９９２
年成立）

連邦裁判所法第Ⅳ．Ａ編（１９９１年改
正により追加）

Administration of Justice Act
の23章（2007年2月28日成
立、2008年1月1日施行）

民事紛争における調停手続及び訴訟
手続に関する法律（2005年紛争法、
2008年1月1日施行）

集団訴訟手続法（2002年成立、2003
年1月1日施行）

・自ら訴訟提起することのでき
ない人のために代わって権利を
行使し被害回復を得させるも
の。
・侵害行為をやめさせ、将来に
わたり抑止すること。

・裁判所へのアクセス保障（個々人で
は実際上提訴不可能な埋もれた請求
権の復活）
・司法経済（重複審理の回避）
・違反行為者の行動修正（法の不遵守
の抑止）

司法へのアクセスを保障する。

州司法長官 クラス構成員 クラス構成員

①クラス構成員
②団体（訴訟がその団体の目
的に合致する場合）
③法律に定めた公的機関（消
費者オンブズマン）
※オプト・アウト型の場合は、
上記の公的機関に限る。

①共通の利益を有する潜在的集団に
属するあらゆる人
②特定の利益の保護を目的とする組
織団体（提起される訴訟がその目的に
合致するもの）
③消費者委員会などの公的機関

①私的集団訴訟；集団訴訟の対象と
なる請求権を有する者。
②団体訴訟；消費者又は給与生活
者の利益擁護を目的とする非営利
団体（構成員数や存続期間などに関
する要件はなく、アドホックな団体や
わずか数人の団体であっても、団体
による集団訴訟の当事者適格が認
められうる）。
③公的集団訴訟；集団構成員を代表
するのに適切な公的機関（現在、認
められているのは、消費者オンブズ
マン及び環境保護局のみ。）。
※訴訟係属中に当事者適格を基礎
づける事情の変更が生じても当事者
適格は消滅しない。

ｂ（１）、（２）類型 ｂ（３）類型

・事件類型に限定が
ない。
・（ｂ）２類型は、差止
命令、宣言的判決
（ある行為が違法で
あることを確認する
もの。）を求める場合
に用いられる。

・事件類型に限定が
ない。
・実際上金銭請求に
用いられることが多
い。

個別の請求権 個別の請求権 個別の請求権

被告の責任（違法行為の存在
及び支払義務）について審理
判断する（メンバーの個々の
請求権につき審理判断するも
のではない。）。

個別の請求権 個別の請求権

多数性 ○ ○ ・識別可能な２人以上 ・７人以上の構成員がいること。

争点の共通
性

○ ○ ○ ○
○（複数の者に共通する請求
であること）

○（事実上又は法律上の基礎が同一
又は実質的に共通である権利又は義
務の存在）

○（集団構成員らの請求が共通又は
類似する事実に基づくこと）

代表の請求
の典型性

○ ○ ― ― ― ― ―

代表の適切
性

○ ○ ○ ○
―（代表は裁判所が任命することから
と思われる。）

○（原告が集団構成員を代表するに
適切であること）

共通争点の
支配性

― ○
―（ただし、クラス・アクションによること
が訴訟手続として望ましいことの判断
のなかで事実上要素となる。）

―

―（ただし、オプト・アウト型について
は、個別審理が必要な個別争点の不
存在が要件となる。なお、共通争点と
個別争点を分離する手続がある。）

○（一部の集団構成員の請求が他
の者の請求と本質的に異なることに
より、集団訴訟とすることが不適切で
ある場合でないこと）

手段として
の優位性

― ○
○（クラス・アクションによることが訴訟
手続として望ましいこと）

―
○（請求の審理のためにクラ
ス・アクションが最良の方法で
あること）

○（クラス・アクションが最も適切な手
続であること）

○（請求の大部分が集団構成員の
各自による個別訴訟では集団訴訟と
同等の訴訟追行をすることができな
いこと）

金額
法律上規定はないが、実際の
案件としては、少額なものが多
い。

― ―

（オプト・アウト型について）
少額請求のため個別訴訟が
期待できないことが明らかで
あり、オプト・インの手続では
請求の審理が適切に行えな
い場合（立法理由書では、少
額とは1人当たり2000クローネ
（1クローネ＝約20円）以下の
請求をいうとされる。）

（オプト・アウト型について）
・請求金額が非常に小さく、相当多数
の者にとって個別訴訟の提起が困難
であること
※金額が小さいこと自体が本質的要
素というよりも、そのことによって個別
訴訟の提起が困難になるかどうかが
ポイント（したがって、「少額」の具体的
な額は明記されていない。事件ごとに
幅がある。）

―

その他
州民である自然人のみを代表
する。

訴答書面において訴訟原因を示すこ
と。

申立書において、グループ構成員を記
述または同定していること、請求の性
質および求められている救済が特定さ
れていること、共通の法律上、事実上
の争点が特定されていることが必要

クラスのメンバーが特定可能
で、訴訟手続につき適切な方
法で通知が可能であり、クラ
スの代表者の選任が可能で
あること

・同一の構成による裁判所による審理
が可能であること
・同一の手続規則に基づく審理が可能
であること
・集団代表者の選任が可能であること

・集団の範囲が適切に特定されるこ
と
・裁判所は、原告が集団を適切に代
表できないと判断したときは、当事者
適格を有する他の者（個人、団体、
公的機関）を、訴訟を続行するため
の新たな原告として任命しなければ
ならない。

時期

認証の申し立ては、被告の最終答弁
書、防衛意思通知書、出廷通知書が
送達された日および最終答弁書、防衛
意思通知書、出廷通知の送達のため
に裁判所規則で定められた期間がそ
れらの送達のないまま経過した日のい
ずれか遅い日から90日以内にすること
ができ、それ以降は裁判所の許可が
必要。

裁判所が許可しない限り、代表手続の
審理は離脱できる期日よりも前に開始
してはならない。

可能な限り迅速に行う。

判断者 裁判所 裁判所 裁判所 裁判所 裁判所

クラスの分
割等

サブクラスに分割することが可能。 サブクラスに分割することが可能。 サブクラスに分割することが可能。

・裁判所は、それが合目的的な取扱
いを促進するときは、原告と並んで
又は原告の代わりに若干の集団構
成員のみに関する問題又は本案の
一部について事件を追行する者を任
命することができる。

クラスの変
更

クラス認証の変更や取り消しが可能。

・手続開始後に生じた請求についてク
ラスに含むことを許可できる。
・グループ構成員への金銭の配分につ
いて、配分費用が、支払うべき総額を
考慮すれば過大であるときに、裁判所
は手続きが続行されないことの命令が
できる。この場合、代表者の個別訴訟
になり、グループ構成員は参加でき
る。

認可決定の取り消し、変更が可能。こ
の場合集団に含まれなくなった、クラ
ス構成員は自らの請求について個別
訴訟としての審理を続行することを求
めることができる。

・裁判所は、それが事件における判
断の著しい遅延を起因することなく、
かつその他に被告のために著しい
不利益なしに行われるときは、原告
が集団訴訟を集団構成員の他の請
求または新たな集団構成員を包含
するように拡大することを認めること
ができる。

不服申立て

・認証拒否や認証の取り消しについて
当事者は中間上訴裁判所に不服申立
ができる。
・認証について、上位裁判所の許可を
得て当事者は中間上訴裁判所に不服
申立ができる。
・当事者が不服申立をしない場合、クラ
ス構成員も、上位裁判所の許可を得て
クラスを代表して不服申立をすることが
できる。

申立て可能（代表当事者またはサブグ
ループの代表当事者がする。判決が、
構成員の請求に共通の争点に関する
ものである限り、不服申立ては可能）

・クラス・アクションの認可決
定に対しては、上訴が提起で
きる（上訴が提起されず、本
案の審理が開始された後は、
認可を争うことはできない。）。

認可決定について上訴可能。

その他

認証を拒否した場合や取り消した場
合、個別訴訟として継続することを許
可することができ、訴答の変更等必要
な命令を行うことができる。

アメリカ合衆国

要件

クラス認証
※スウェー
デンにおい
ては、集団
訴訟手続の
開始に関す
る原告の申
請が却下さ
れないこと

クラス・アクション（オプト・アウト型）

連邦民事訴訟規則第２３条（１９６６年改
正）

・裁判所にとっての運営上の能率
・原告にとっての個人補償
・抑止

クラス構成員

国名

事件類型に限定がない。

個別の請求権

・シャーマン法違反（取引制限、
独占）
・３倍賠償金を請求することが
できる。

クラス認証手続はない。

実務上可能な早期の段階

裁判所

当事者に対するヒアリングが行われている。

サブクラスに分割することや、一部の請求
や争点についてクラス認証することも可
能。

クラスの範囲の変更や認証の取り消しが
可能。

申立可能、控訴裁判所が裁量により受理
することができる。

事件類型に限定がない。

・連邦管轄である必要があるので、クラス
代表者の請求が７５０００ドルを超えている
か、１００人以上のクラスであって合計額
が５００万ドルを超えている必要がある。
・個々のクラス構成員の請求が高額な事
案については優位性の要件が問題となり
うる。

（前提としていると思われる。）

・事件類型に限定がない
・エクイティ上の救済を求めるものや、
法律上、事実上の争点の裁定、責任
の宣言も可能

事件類型に限定がない。

・民事訴訟法における一般制度であ
り、適用対象に限定はない。
・差止請求、損害賠償請求、引渡請求
など請求方法を問わない。
・オプト・アウト型が想定しているの
は、銀行、保険、電力、ブロードバンド
などの継続的サービスにおける料金
の過剰請求など、個々の被害は少額
で個別訴訟になじまないうえに、被害
形態が均一で個別争点がない事件。

根拠法

制度趣旨

主体

請求の内容

審判対象



(参考17)

カナダ（オンタリオ州） オーストラリア デンマーク ノルウェー スウェーデン

制度の名称(類型）
パレンスパトリー（オプト・アウト
型）

クラス・アクション（オプト・アウト型）
代表手続・representative proceedings
（オプト・アウト型)

クラス・アクション（併用型：原
則はオプト・イン型、例外とし
てのオプト・アウト型）

クラス・アクション（併用型） 集団訴訟手続（オプト・イン型）

アメリカ合衆国

クラス・アクション（オプト・アウト型）

国名

被告について管轄のある連邦
地裁

・上位裁判所
・土地管轄は一般の規定による。
※オンタリオ州では、上位裁判所が少
額訴訟など特殊な訴訟を除いて中核
的な役割を果たす裁判所であり、事実
審部と中間上訴裁判所に分かれてい
る。

連邦裁判所
すべての地方裁判所（管轄の限定は
ない。）。

政府が指定した地方裁判所（少なく
とも各県に1つ)及び環境裁判所

オプトアウトしなかった州民に
対し有利にも不利にも及ぶ。

オプトアウトをしなかったクラス構成員
にたいし、有利にも不利にも及ぶ。

オプトアウトをしなかったクラス構成員
にたいし、有利にも不利にも及ぶ。

　オプト・インをした（オプト・ア
ウトをしなかった）メンバーは、
訴訟の当事者ではないが、判
決効を受ける。

その判断の時点における集団構成員
たる者を拘束する。

オプト・インの届出をしたすべての集
団構成員に対して法的効力を有す
る。

主体 州司法長官
クラス代表者（裁判所は相手方当事者
に通知をするように命ずることもでき
る。）

裁判所と思われる クラス代表者
裁判所が定める（裁判所が行う場合、
クラス代表者が行う場合がある。）。

裁判所と思われる。

時期
対象
方法

裁判所は通知を指
示することができる
（通知を指示しないこ
ともできる。）。

合理的な努力により
特定できる構成員に
個別の通知が必要。

新聞、雑誌、ウェブサイト、店頭
への掲示などの公告による。裁
判所は別の通知の方法を指示
することができる。

・クラス認可、個別争点の審理への移
行や、クラス構成員の利益確保のため
に裁判所が必要とした場合に、通知が
なされる。
・実行可能な通知で足りるとされ、裁判
所が方法を定める。個別通知のほか
公告による場合もある。
・裁判所は、通知を免除することも可
能。

・手続の開始、オプトアウトの権利、相
手方の却下の申立て、代表当事者の
和解による代表当事者でなくなること、
そのほか裁判所が必要とした事項に
関して通知が必要
・通知の方法は裁判所が定める。
・合理的に実行可能であって、過度に
費用がかかることはないと確信した場
合でない限り、裁判所は個別通知を命
じてはならない。
・裁判所は、損害賠償の請求を含まな
い場合には通知を免除することができ
る。

・裁判所が書式と内容を決定
する。
・個別通知若しくは宣伝・公告
又は両者の併用。
・メンバーの大多数がクラス・
アクションの係属及びオプト・
イン又はオプト・アウトの可能
性を知ることができるような方
法でなければならない。個別
通知が可能であり不相当な費
用がかからない限りは個別通
知によるべきであるが、一般
的な宣伝・公告が要件を充た
さないとはいえない。

・クラス認可後、クラス・メンバーへの
通知が必要（オプト・イン、オプト・アウ
ト共通）
・通知の方法は、通知、広告、その他
の方法
・通知内容、通知方法、その他の事項
は裁判所が決定する。

・集団訴訟の申立てが却下されない
ときは、集団構成員に対して手続開
始の告知がなされる。
・裁判所が適切であると考える方法
により行う（公告もあり得る。）。

オプト・アウトの権利
の付与は義務的で
ない。

・オプト・アウトの権
利の付与は義務的。
・裁判所の定めた時
までに、裁判所に対
して行う（特別の手
続きを指定すること
あり。）。

・裁判所の定めた時までに、裁
判所に対して行う（１５ｕｓｃ１５ｃ
（ｂ））。

・オプトアウトをすることができる。時期
及び方法は、クラス認可の際裁判所が
定める。

・裁判所が定めた日までに書面で行
う。
・上訴審では離脱できない。

第一審でしかできない。

・オプト・インした後の離脱及びオプト・
アウトとしての離脱が可能。
・離脱にはオプト・イン登録の抹消又
はオプト・アウトの登録を裁判所に対し
て行う。
・離脱の時期は、判決の確定まで可
能。判決がなされる前は、実体法上の
請求権を失うことなく離脱できる。

・裁判所が定める期間内に、書面で
裁判所にオプト・インの届出をしない
集団構成員は、集団から離脱したも
のとみなす。
・いったんオプト・インをしても、届出
期間の満了までは、オプト・インを撤
回して集団から離脱することができ
る。
・届出期間は事件ごとに裁判所が裁
量で決定する（通常は2ヶ月ないし
3ヶ月）。

個別訴訟と
の関係

・裁判所は重複する損害を除外
しなければならない（１５ｕｓｃ１５
ｃ（ａ））。
・オプトアウトをするか、個別訴
訟を取り下げるかにより調整す
べきだが、調整がなされず判決
がなされた場合には、判決効の
問題として処理される。

クラス訴訟が係属する裁判所は、職権
により、または当事者もしくはクラス構
成員の申立てにより、当該クラス訴訟
に関連するいかなる訴訟についても、
適切と考える条件の下に、手続を停止
することができる。

・個人訴訟の方法で訴えを提起した者
は離脱したものとみなされる。
・オプトアウト型の場合は、個人訴訟
が却下されたときにはこの効果は失効
する。

他の集団訴
訟との関係

・裁判所は重複する損害を除外
することができる（１５ｕｓｃ１５ｃ
（ａ））。
・裁判所が事件を併合すること
や一部の者をクラスから除外し
て調整する。
・クラス・アクションが適切に遂
行されていれば、あえて州司法
長官が訴訟を起こすことは少な
い。

クラス訴訟が係属する裁判所は、職権
により、または当事者もしくはクラス構
成員の申立てにより、当該クラス訴訟
に関連するいかなる訴訟についても、
適切と考える条件の下に、手続を停止
することができる。

個人（構成
員）による
手続参加の
可否・方法
等

裁判所は、クラス構成員の訴訟参加を
許可することができる。

クラスメンバーにのみ関連する個別争
点に関して決定するために手続きに参
加することを裁判所が許可することが
できる。

集団構成員は、訴訟当事者ではな
い。しかし、除斥・忌避、訴訟係属、
手続の併合、手続中の尋問、及び証
拠に関するその他の事項に関し、訴
訟手続法の規定の適用にあたって
は、当事者と同視される。

総額判決

統計的手法やサンプル調査、
合理的な推計方法により全体
の損害が認定される（１５ｕｓｃ１
５ｄ）。

・責任総額を合理的に算定できるので
あれば、総額査定ができる。この場
合、クラス構成員の一部又は全員に平
均的又は割合的に共有されるように充
当する決定ができる。その際、特別手
続を定め請求期限を設けて請求させ、
配分額を決めることもできる。

総額について合理的正確な査定が可
能な場合には総額認定が可能。 総額判決はできない。

・一部のものに共通の争点がある場合
にはサブクラスにわけ代表者をおくこと
ができる。
・共通争点の判断後、裁判官・弁護士
等をｒｅｆｅｒｅｅに指名し、損害額や因果
関係等の個別争点についてＡＤＲ的手
続を実施することができる。

一部のものに共通の争点がある場合
には、サブクラスに分け代表者を置くこ
とができる。

・裁判所はサブクラスに分けることが
できる。
・共通争点から個別争点を分離するこ
とが可能。
・裁判を分割し、一部の者について先
行して判断することができる。その後
の手続において、特別の理由がない
限り裁判所はその判断に拘束される。
・クラス・アクションの判決では、個々
のクラス・メンバーの損害額を特定す
る。

新しいルールは含まれていない。

・州法によりＣＩＤやサピーナが
規定されおり、提訴以前に、資
料の提出や証言を要求できる。
・訴訟においてディスカバリーを
行うこともできる。

・通常の手続で認められているディスカ
バリーが認められる。
・裁判所の許可があれば、クラス構成
員に対するディスカバリーが行える。
・通常訴訟であれば証拠として許容さ
れない統計的情報も証拠として利用可
能

・ディスカバリーが認められている。

通知等
和解案は州民に対して公告を
する。

・和解の認可に当たってクラス構成員
への通知が必要。
・通知はクラス代表が行いその方法等
は裁判所が定める。

・裁判所は、クラス構成員に和解案の
通知がなされない限り、和解案を承認
しないことが可能。

・代表原告による訴えの取り
下げは構成員に通知される。

・裁判所は、確証が求められる和解
について、関係する集団構成員に通
知しなければならない。

・裁判所の許可が必
要。裁判所はヒアリ
ングをする必要があ
る。
・連邦及び地方の司
法長官又は監督機
関に対して和解案等
を通知する必要があ
る。
・クラス構成員は、和
解内容に異議を述
べられる。

・裁判所の許可が必
要。裁判所はヒアリ
ングをする必要があ
る。
・連邦及び地方の司
法長官又は監督機
関に対して和解案等
を通知する必要があ
る。
・クラス構成員は、
和解内容に異議を
述べられる。
・改めてオプトアウト
の機会を保障する
必要がある。

裁判所の許可が必要（１５ｕｓｃ
１５ｃ（ｃ））。

裁判所の承認が必要。 裁判所の承認が必要。

・代表原告による和解は裁判
所の認可により効力を生ず
る。
・代表原告の訴えの取り下げ
の場合、構成員は4週間以内
に当事者として参加して、個
人の訴訟として続行すること
ができる。

・オプト・アウト型クラス・アクションの
和解は裁判所の認可を要する。
・オプト・イン型は認可不要。

・集団訴訟手続において原告が集団
を代表して締結する和解は、判決に
よって確証されることにより、有効と
なる。

・すべてのクラス構成員に対し合理的な方
法で提案された和解内容を通知をする必
要がある。クラス構成員に直接通知が必
要か、公告でよいかは、裁判例が分かれ
ている。

オプトアウトをするか、個別訴訟を取り下
げるかにより調整すべきだが、調整がなさ
れず判決がなされた場合には、判決効の
問題として処理される。

通知

・平行して進行し、判決効の問題として処
理される。
・複数地区訴訟司法委員会の判断で一つ
の裁判所の元に事件を集中するか、クラ
ス認証において除外するなどの調整がさ
れることがある。

クラス代表者（ただし、裁判所は相手方当
事者に通知するように命じることもでき
る。）

・クラス全体の損害のみ確定し、個々の構
成員の損害額はクレーム手続きで確定す
る方法も行われている。

オプトアウトしない者は、自己の弁護士を
通じて参加可能

・連邦裁判所の管轄がある必要がある。
・土地管轄等は一般原則による。

オプトアウトをしなかったクラス構成員に対
し、有利にも不利にも及ぶ。

・裁判所はサブクラスに分けることができ
る。
・クラス構成員の損害額が容易に認定でき
る場合には、すべてのクラス構成員の損
害額が認定される。
・責任判断と損害額の判断を分けて、損害
額の判断をスペシャルマスターを選任して
行わせることがある。
・統計的手法や専門家を利用し、クラス全
体の損害額を認定することについては、肯
定、否定双方の裁判例がある。

・ディスカバリーが認められている。

個別事情と
損害賠償額
の認定

他の訴訟と
の関係、参
加等

管轄

判決効

離脱の時期・方法
※スウェーデンについて
は、オプト・インの時期・
方法

証拠収集

和解・取り
下げ



(参考17)

カナダ（オンタリオ州） オーストラリア デンマーク ノルウェー スウェーデン

制度の名称(類型）
パレンスパトリー（オプト・アウト
型）

クラス・アクション（オプト・アウト型）
代表手続・representative proceedings
（オプト・アウト型)

クラス・アクション（併用型：原
則はオプト・イン型、例外とし
てのオプト・アウト型）

クラス・アクション（併用型） 集団訴訟手続（オプト・イン型）

アメリカ合衆国

クラス・アクション（オプト・アウト型）

国名

・分配方法は裁判所が裁量で
定める（被告に一度州に入金さ
せ、州あるいは業者に委託して
分配することが多いが、被告に
直接支払わせることもある。）。
・被害者は配分額に不服があ
れば不足分を別個訴訟をする
ことが可能。
・得られた金額が少額であった
り、被害者の特定困難で配分
が困難な事案では、裁判所は、
民事制裁金として州の一般会
計に帰属させることもできる。近
似的配分も行われている。

・判決で分配方法を指定し、被告によ
る直接分配やその他の者による分配
を命じる。
・分配後残余が生じた場合、裁判所
は、近似的分配が可能、支出した当事
者に返却することも可能。
・分配に要する費用は、判決の果実か
ら支払うことを命ずるか、裁判所がそ
の他適切な方法を定める。

・分配方法（争いがある場合の裁定方
法や権利の証明方法を含む。）は裁判
所が定める。
・裁判所が相手方に費用を負担させ、
基金を設立させることができる。基金
の残余は相手方に返還する。

・クラス・アクションの判決確
定後、個々の構成員は、個別
に支払いを求めることになる
ので、分配手続は存在しな
い。

・原告が勝訴した場合の損害賠償金
の分配に関する特別の規定はない。

・クラス構成員は、代表原告が上訴し
ない場合に、州最高裁判所に不服申
立についてクラスを代表することの許
可を求めることができる。
・個別の請求についての決定につい
て、クラス構成員は中間上訴裁判所に
不服申立できる（３０００ドル以下の認
容額のものは上位裁判所の許可が必
要。）。

・個別のクラス構成員の請求のみに関
する争点については、その構成員と被
告が上訴可能。
・クラス代表が上訴しない場合、クラス
構成員が上訴期間経過後２１日以内
にクラスを代表して上訴ができる。

代表原告、被告どちらも控訴
しなかった場合、構成員によ
る控訴ができる。この場合、
控訴審は個別訴訟として行わ
れる。

判決後離脱した場合には、離脱した構
成員は個人訴訟における上訴の方法
により行う。上訴期限は、集団の上訴
期限の1ヵ月後、集団が上訴した場合
はその後も可能である。

集団構成員は、集団のために上訴
することができる。

通知の費用
通知費用は被告が負担してい
る例が多い。

・実費についても成功報酬制を採用し
ている。
・裁判所は通知費用を当事者間に配
分することができる。

裁判所が定める。
裁判所が通知する場合は裁判所の負
担、クラス代表者が通知する場合はク
ラス代表者の負担

告知の費用は全て国庫により賄わ
れる。

・分配費用、司法長官の弁護士
報酬・訴訟費用も被告が負担し
ている例が多い。
・弁護士報酬は裁判所が定め
る。

・弁護士報酬は敗訴者負担（公益に係
るテスト・ケース等で裁判所が制限す
ることができるが、あまり機能していな
い。）
・弁護士報酬や実費を含め完全成功
報酬制によっている。敗訴の場合の相
手方の訴訟費用についても補償契約
を行う。
・クラスアクションの弁護士報酬契約は
裁判所の承認を得なければ拘束力が
ない。
・公的資金でクラス・アクションの費用
を援助する制度があるが資金が十分
でない。
・クラス構成員は、自己の個別請求の
決定以外の費用を負わない。

・弁護士報酬は成功報酬制によってい
る。
・クラス代表が支出した費用（被告から
回収できるものを除いたもの）につい
て、賠償金から支払うことができる。

・代表原告及びオプト・インし
た構成員は訴訟費用の負担
を命ぜられるが、構成員の負
担は担保の額を上限とする。
・オプト・アウト型は、オプト・ア
ウトしなかった者も含めて、被
告に対しても、代表原告に対
しても、訴訟費用の負担を命
じられることはない。

・クラス・アクションの費用は基本的に
はクラス代表者が負う。
・裁判所は相手方に負担を命じること
ができる。
・オプト・イン型クラス・アクションの場
合は、裁判所がクラス構成員にオプ
ト・インの条件として費用を分担させる
場合もある。
・クラス代表者は裁判所の決定により
報酬を受けられる。

・集団構成員は訴訟当事者ではない
ため、一定の例外（被告が訴訟費用
の負担義務を負うが、それを支払う
ことができないとき。集団構成員が
過失又は懈怠によって発生させた訴
訟費用）を除き、訴訟費用を負担し
ない。
・原告と訴訟代理人との間の危険契
約は、裁判所が認可した場合に限
り、集団構成員に対して援用できる
（危険契約は、事案の性質上、合理
性が認められる場合にのみ認可され
る。）。

・クラス・アクションは原則として判決手
続のみ。執行手続は個別が原則。
・オプト・アウト型クラス・アクションの
場合は、例外的にクラス代表者が執
行まで担当できる場合もある。

通常の民事訴訟と同じ規定が適用さ
れる。

構成員の権利の出訴期限も進行を停
止する。

構成員の権利の期間制限は停止し、
オプトアウトするか、手続についての決
定（権利を否定しないものに限る）がな
い限り、進行しない。

1980年から2004年までの州及
びコロンビア特別区のパレンス
パトリーは106件、同期間の州
の行った反トラスト訴訟は1267
件

・2008年2月までクラス認可の申し立て
があったのは224件、認可されたのは
166件、89件が和解し、14件が判決に
至っている。
・米国のような濫用は少ないとされ、そ
の要因として、陪審制がないこと、米国
のような広範な懲罰賠償がないこと、
敗訴者負担であるので慎重に事案を
選ぶことなどが指摘されている。

92年から97年までの申立件数は30件。

2008年9月の時点で、提訴は
1件（大銀行による小銀行の
吸収合併につき、買取額を不
満とする少数株主が適正な買
取額との差額の支払を請求し
た事件。）。

2009年3月時点で、提訴件数は不明で
あるが、ＦＭＧ　ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｍａｓｔｅｒｎ
ｏｔｅが販売した貯蓄型金融商品が、詐
欺であるという請求がオスロ裁判所に
係属している。700名がオプト・インして
賠償総額は4100万クローネである。

・法施行後、約6年間で12件が提訴さ
れた（公的集団訴訟が1件、私的集
団訴訟が11件。）。
・公的集団訴訟としては、消費者オ
ンブズマンが電力供給会社に対し、
電力の供給を怠り消費者に被害を
与えたとして、損害賠償を求めて訴
えた事案がある。

・州法により消費者保護、反トラ
スト、証券取引等の分野に、パ
レンスパトリーが規定されてい
る場合がある（消費者保護の分
野ではあまり利用されていない
とされる。）。
・ハートスコットロディーノ法の
制定経緯等について、①直接
購入者の賠償と間接購入者の
賠償の双方を認めた場合の被
告の二重払いの危険への配
慮、②連邦のクラス・アクション
では被害者が特定できれば、
個別通知を要するので、クラス・
アクションの運営が困難になる
のでそれに対処することができ
ることが指摘される。
・連邦司法長官は、反トラストの
措置を執る場合に州司法長官
がパレンスパトリーを起こしうる
ときには通知をする（１５ｕｓｃ１５
ｆ（ａ））。
・連邦司法長官は州司法長官
を支援するため資料の提供を
する（１５ｕｓｃ１５ｆ（ｂ））。

被告クラスアクションが可能

・オプトイン型について、被告クラス・ア
クションが可能。
・訴訟手続は通常の民事訴訟と同じ。

・クラス・アクションに特有の制度はない。
・完全成功報酬制であるため、保全が必
要になるような事件を提訴することは通常
見られない。

・州法上のクラスアクションも存在する。
・被告クラス・アクションが可能。

・弁護士報酬は各自負担。
・実費も含め完全成功報酬制によってい
る。
・弁護士報酬の額は裁判所が定める。
・クーポン和解の場合は、クーポン付与に
起因する部分は償還されるクーポンを基
準にする。

・当事者が管財人を選定し裁判所の承認
を得て、管財人が賠償金の配分をする。
・個々の構成員の損害額が認定されてい
るときには小切手を送付
・個々の損害が確定しない場合にもクレー
ム手続を行う。残余が生じた場合は、近似
的配分をする例や、政府が取得する例が
ある。
・クラス構成員の把握がきわめて困難であ
るとか、配分することが費用対効果の面で
非効率である場合には、近似的配分を行
う例もあるが、連邦裁判所は否定的。

・クラスア・アクションに特有な制度はな
い。
・和解で解決することが多く、執行が必要
になる事が少ない。

・クラス認証の通知をし費用を負担するの
は、原則としてクラス代表であるが、成功
報酬制を採用している。
・裁判所は、相手方当事者にその費用負
担をさせることができる。

手続に参加していない限り上訴できない。

その他

実績

・正確な統計はない。
・95年から96年までの法律情報データー
ベースには、1020件のクラス・アクションが
登録されており、記事データーベースには
3243件が登録されている。証券関係、消
費者関係、労働関係、不法行為、公民権
訴訟などが多く行われている。

クラス構成員について時効の進行が停止
し、手続から脱退すると時効が再度進行
する。

訴訟費用・
弁護士報酬

執行

保全

時効

分配方法

不服申立て



ブラジル フランス

クラス・アクション グループ訴権

1985年公共的民事訴訟法
1990年消費者法（第81条以下において、集団的な権利救済手段について規定）
※なお、1988年連邦憲法において、国の消費者擁護義務及び集団的権利の擁護につ
いて規定されている。

2006年11月消費法典改正法案

　一定の公的機関又は私的団体が、「集団的権利」の保護のため、裁判所に訴えを提起
することができ、その判決の効力は、個人が有する権利を侵害しない限りにおいて第三
者にも及ぶというもの。なお、同種個別的権利に関し、個人は、事業者の有責性及び抽
象的な金銭支払義務の存在が確認された判決に基づき、個別に強制執行を申立てるこ
とによって損害額を確定し、被害の回復を図ることができる。

・第一段階として、裁判所は、訴えを提起された事業者に責任があると判断すると、責任
についての確認的判決（この判決の効力は、被害者本人には及んでいない。第二段階
での手続に参加した段階ではじめてこの消費者は当事者としての地位を得ることとなり、
そこで第一の判決の既判力を援用することができる。）を下し、この判決において、有責
判決を受けた行為に関係する全ての消費者に、この判決を知らせる方法を示し、消費者
に意思を表明する期間を与える。
※この判決は「混合判決」であり、独立の上訴が可能。
・第二段階として、各消費者は、問題となっている事業者に対して損害賠償請求書を送
付する（実際に被った損害を示す証拠書類を添付しなければならない。）。弁護士による
代理は義務付けられていない。

・違法または不当な行為に対する抑止力
・司法アクセスまたはその他の方法によっては実現不可能な請求につき、補償を受ける
道をもたらす。

公的機関 ・司法長官事務所、連邦政府、州、地方自治体、連邦直轄区、行政機関 ―

私的団体
・設立目的が法で保護された利益及び権利の保護を含む法人（行政による事前の認可
等は不要。）

・全国レベルの認可消費者団体

・集団的権利（拡散的権利、集合的権利、同種個別的権利の三種類に分けられる。）
・拡散的権利；特定の事案の事実状況のみによって結びついた、事前に無関係の不特
定の人々の集団に属する、超個人的かつ不可分の権利。例えば、大気や河川の清廉
性、広告の真実性、製品の安全性など。
・集合的権利；超個人的かつ不可分の権利であって、グループのメンバー相互、あるい
は相手方当事者との間に、法律関係による連結がある特定の人々に帰属する権利。例
えば、銀行、クレジットカード会社、学校などが、過度の又は違法な手数料を顧客に請求
する場合や、健康保険会社がある病気の治療に対する保険金支払いを拒否する場合な
ど。
・同種個別的権利；可分な個別的権利であるが、共通の発生原因を有する権利。例え
ば、詐欺的広告により消費者が損害を被った場合の損害賠償請求権や、健康保険会社
の違法な支払拒否により各顧客が被った損害の損害賠償請求権など。
・拡散的権利、集合的権利について、差止め、原状回復、特定履行、包括的損害賠償等
を請求することがができ、同種個別的権利について、金銭請求の責任の確認を請求す
ることができる。

・同一の事業者による契約上の義務の全部又は部分的な違反に起因して消費者が被っ
た物的な損害及び用益侵害の回復（消費者が個別的に被った人身損害は除かれる。）。
・対象となる請求権の金額について、デクレで定める一定の上限（2000ユーロに設定され
る予定であった。）を超えないことが必要。

・拡散的権利、集合的権利；差止め、原状回復、特定履行、クラスとしての包括的損害賠
償等を求めることができる。
・同種個別的権利；被告の責任の確認。ただし、1年以内に個別訴訟を提起しない場合
には、クラス代表者がクラス全体の損害額を立証し、判決を執行することができる。

・事業者の消費者に対する責任の原因の確認。

判決効

・拡散的権利、集合的権利：有利にも不利にも集団に判決の効力が及ぶ。ただし、証拠
不十分のために理由がないと認定された場合には既判力の効力は及ばない。
・同種個別的権利：裁判所の判決が集団の利益に反する場合、原則として、集団の構成
員の個別的権利には影響を及ぼさないが、有利な場合には集団の構成員が利益を受
ける。

・第一段階の判決の効力は、個々の被害者には及ばない。
・個々の被害者は、第二段階での手続に参加した段階で当事者としての地位を得ること
となり、そこで第一段階の判決（事業者の責任を認める確認的（宣言的）判決）に基づき、
具体的な賠償額について履行強制を命じる判決を求めることができる。

通知・公告
・拡散的権利、集合的権利；通知・公告の義務がない。
・同種個別的権利；新聞への広告（１回のみ。）

離脱 ・離脱は認められていない。

個別訴訟との関
係

・個別訴訟が優先するが、当該個別訴訟において、被告から原告に対し、クラス・アク
ションの存在を通知した場合、原告は、３０日以内に訴訟を継続するか中止するかを決
めなければならない。継続することとした場合、その原告は、クラス・アクション判決によ
る利益を受けられない。

・個々の消費者は、事業者を相手に別の手続で損害の回復を図ることもできる。

他の集団訴訟と
の関係

・特段の規定はおかれておらず、一般的ルールにより後訴は却下される。

訴訟手続への参
加

・同種個別的権利についてのみ、クラス構成員は代表者を補助する目的で参加できる。
・当事者適格を有する機関や団体は、同種個別的権利以外の場合も含め、手続に参加
し原告を補助する権利がある。

・第一段階の確認判決の後、消費者が訴訟に参加する。

・拡散的権利、集合的権利について包括的損害賠償を求めることができる。
・同種個別的権利については、有責性及び抽象的な金銭支払義務の有無を判断し有責
給付判決をなす。
※有責給付判決；ブラジルの民事訴訟一般で認められており、判決で被告の有責性及
び抽象的な金銭支払義務の有無のみ判断し、強制執行段階で具体的な損害額を審理
し確定させることができる。

・第二段階で個別に認定する。
・裁判所は、消費者が提出した証拠書類のみを根拠として各消費者の損害額を認定す
る。

・特別の規定はないが、ブラジル民事訴訟法上、裁判官の認可を要する（権利放棄や譲
歩になるような和解はできず、履行方法に関してのみ和解がなし得る模様。）。

・弁護士費用敗訴者負担制度であるが、消費者法による訴訟については、各自負担。
・消費者法による訴訟については訴訟費用の予納の必要がない。

・第一段階で事業者に責任があると判断した判決を消費者に知らせるために要する費用
は、事業者が負担。

・クラス構成員が、有責給付判決の強制執行を申立て、執行手続において損害額を審
理する。
・拡散的権利、集合的権利の包括的損害賠償及び同種個別的権利についてクラス代表
が執行した分については、特別基金に組み入れられる。
・１年以内にクラスメンバーが個別訴訟を提起しない場合には、クラス代表者がクラス全
体の損害額を立証し、クラス判決を執行できる。

①裁判所は、第一段階で事業者の責任を認める判決をする場合は、消費者が当該判決
を知り得るようにするため、あらゆる適切な方法による周知を命ずる。
②個々の消費者は、第一段階で事業者の責任を認める判決に基づき、当該判決で定め
られた期間内に、当該事業者に対し、被害に相当する賠償を請求することができる。
③事業者は、当該期間内に、消費者に賠償の申入れをするか、賠償拒絶の理由を示さ
なければならない。
④事業者の賠償の申入れを拒否するか、期間内に何らの賠償の申入れも受けなかった
消費者は、当該裁判所に請求書を送付する。
⑤裁判所は、期間内に事業者から何ら賠償の申入れがない場合、又は事業者から申し
入れられた賠償が明らかに不十分である場合には、割り当てられた賠償額の50％に等
しい額を付加した金額を消費者に支払うよう命ずることができる。

・サンパウロ州で2007年に提起された公共的民事訴訟は約1000件であった模様。 ―
・司法長官が監督者として手続参加の呼び出しを受ける。
・被告クラス・アクションの規定はない。
・各訴訟提起主体間の協同が図られている模様。

・第二段階において、弁護士の代理は義務的ではない。

（参考18）

制度の概要

主体

損害賠償額の認定

手続保障

他の訴訟との関
係、参加等

請求の対象（典型的な事例）

請求の内容

国名

制度の名称

根拠法

制度趣旨

実績

その他

執行

和解

訴訟費用の負担、弁護士の成功
報酬制の有無等

不服申立て



（参考19）

インジャンクション 排除命令 civil money penalty インジャンクション 排除命令 civil money penalty
連邦取引委員会法5条、13条（b）項 連邦取引委員会法5(a)条,5(b)条 連邦取引委員会法5(a)条,5条(m)項（1） 1933年証券法20条b項

1934年証券取引所法21条d項
投資会社法42条ｄ項
投資顧問法209条

1933年証券法8Ａ条
1934年証券取引所法21Ｃ条
投資会社法9条
投資顧問法203条

・民事手続の場合
1933年証券法20条d項（2）
1934年証券取引所法21条ｄ項（3）、
21Ａ条
・行政手続の場合
・1934年証券取引所法21Ｂ条

州の消費者保護法

違反行為(現在）の中止，違反行為
（将来）の予防・防止（その一環として
被害者救済を含む。）

違反行為（現在）の中止と，違反行為（将
来）の予防防止

違反行為(将来）の予防・抑止 ・当該違法行為による被害の阻止または将
来の被害の発生の防止
・付随的救済は、犯した各々の違法行為に
応じてふさわしい実態的な救済手段

・違法行為の排除と将来の違法行為の阻
止
・証券市場のエンフォースメント強化

・インサイダー取引の民事的な制裁
が利益の吐出しにとどまるならば、
違反者が発覚したときに利益を放棄
すれば免責されることになり、インサ
イダー取引は「やり得」になってしま
うことから、抑止効果として定めた。

被害者が受けた被害を回復し還
元すること

連邦取引委員会（ＦＴＣ）の提訴による裁
判所の判決(仮の救済を含む）

連邦取引委員会（ＦＴＣ）による行政命令 連邦取引委員会（ＦＴＣ）の提訴による裁判
所の判決

証券取引委員会（ＳＥＣ） 証券取引委員会（ＳＥＣ） 証券取引委員会（ＳＥＣ） 州司法長官

不公正もしくは欺瞞的な行動・慣行（法５
(a)条）その他の消費者保護法の規定。
法５(a)条については次のような裁判事例
がある。

・虚偽広告
上記広告とは、ラベル以外の広告で食
品、医薬品、医療器具、化粧品、マーガ
リンに関するものあって、重要な点にお
いて誤解を生ぜしめるもの。
・連邦取引委員会法規則違反
例えば、高圧的な販売方法、重要な事実
の不開示、不実証広告、濫用的な電話
勧誘

①不公正もしくは欺瞞的な行動・慣行
②価格差別

※・フェンシング・イン（違反認定されてい
ないが、関連行為もあわせて禁止でき
る）

取引規制規則の故意違反 連邦証券規制違反全般
※連邦地裁に対して違反行為の差止を求
める。その付随的救済(Ancillary Relief)とし
て、利益吐出しがある。

連邦証券諸法またはそれに基づくSEC規
則の違反全般

○民事手続による場合
連邦証券規制違反全般
・全ての者に賦課可能
・インサイダー取引等の不公正取引
行為・開示書類の虚偽記載に対して
行う場合が多い。
※連邦地裁に訴えを提起

○行政手続による場合
連邦証券法・規制違反全般
・規制業者にのみ賦課可能
・技術的な違反行為が中心
※行政審判官(Administrarive Law
Judge)によって執り行われる。

・欺瞞的取引
・自動車修理、電話販売、情報保
護、略奪的融資、ＩＤ窃盗、ピラ
ミッドスキーム、ヘルスクラブ等特
定の産業や販売方法について規
定あり。

・違反している、もしくは、違反しようとし
ていることを信ずるに足る理由を有して
いること
・差止命令を出すことが公益に合致して
いること
・ＦＴＣが裁判所に対して適切な立証をす
ること

・disgorgementの要件
①違反が明らかである場合
②違反による収益や被害について合理
的な算定方法がある場合
③私訴が何らかの理由で十分に機能し
ていない場合（時効が成立していたり、
少額ゆえ個人が自ら訴えを提起すること
が期待できない場合など）

法５条(a)違反 「欺瞞的慣行」に関するFTC規則に故意に
反したこと

・インジャンクションは制定法によってSEC
に認められた権限であり、その権限を制約
する要件は制定法に定められていない。
・将来の違反については、判例法上、その
蓋然性が高い場合にのみインジャンクショ
ンが認められる。
・過失による法違反であり、かつ違反者に
利得が生じていない場合は、インジャンク
ションが認められないとしたもの（SEC v.

Pros　International, Inc., 994 F.2d 767 (10
th

Cir. 1993)）もある。

・暫定的排除命令は、①資産の散逸、②投
資者に対する重大な利益侵害、または③
公益に対する重大な侵害が違反から生じ
る蓋然性が高い場合に認められる。【証券
法8Ａ(c)(1),取引所法21Ｃ条(c)(1)等）】
・行政審判官は、違反の反復可能性、違反
の重大性を考慮しなければならない（判
例）
・ただし、違反の反復可能性の程度は、裁
判所の命じるインジャンクションの場合より
低くてよい（判例）。

禁止・不法な行為の結果
を除去するための行為

○ ○ ○(将来的な予防・抑止） ○ ○ － ○

disgorgement
（加害者かが独自に得た
利得の引渡し）

○ ○ ○ ○
(サーベンス・オクスリー法308条)

○

restitution
（加害者から取得した財
産を返還する）

○ ○ ○ ○
(サーベンス・オクスリー法308条)

○

その他 ①資産凍結命令
②財産管理人の選任

競争を回復するために適当な内容を命
じる。

①被害救済のために被告の財政状態の維
持（管財人の指名）
②違反者の違反前の状態へ回復（契約の
取消し）
③将来の違反防止（事件を調査するため
の特別顧問の指名）

・その他法遵守に必要な措置命令

基本的には総収入全体を計算し、経費
支払前の総収入を算定基準とする。
(その上で損害額を算定するかについて
は、海外調査を行う予定)

裁判所は、違反者の故意の程度、違反
歴、支払能力、事業継続への影響を考慮
する。

disgorgementの額については、裁判所の裁
量によって計算する。

・SECは、当該違反行為と因果関係のある
利益の合理的な概算額を示せばよい。被
告側が当該金額の減額に関する立証責任
を負う。

・disgorgemnetに関し、被告が不正に得た
と想定される利益よりも多額の金額を命じ
ることは罰とみなされる。

第一段階(通常の違反行為)
①自然人$6,500、法人$65,000、また
は、②当該違反行為によって被告の
得た不当利得の額のいずれか大き
い額。【33年法第20条d項・34年法第
21B条b項】

第二段階(違反行為に、詐欺、欺罔、
操縦、または、悪意若しくは重過失
による規制要件の無視があった場
合)
①自然人$65,000、法人$325,000、ま
たは、②当該違反行為によって被告
の得た不当利得の額のいずれか大
きい額。【同上】

第三段階(違反行為に、詐欺、欺罔、
操縦、または、悪意若しくは重過失
による規制要件の無視があり、か
つ、当該違反行為の結果、直接又は
間接に、他の者に重大な損害又は
そのかなりの危険を生じさせた場合)
①自然人$130,000、法人$650,000、
または、②当該違反行為によって被
告の得た不当利得の額のいずれか
大きい額。【同上】

インサイダー取引に関しては違反行
為により得られた利益または回避さ
れた損害の額の3倍を超えない範囲
で裁判所が定める。

連邦地方裁判所（FTCが提訴する先） FTC。司法審査が提起されると，連邦高
裁。

連邦地方裁判所（FTCが提訴する先） 管轄の合衆国地方裁判所、コロンビア特別
区の合衆国地方裁判所、領域もしくは合衆
国の管轄に属するその他の地区の裁判所
【34年法21条d項】

－ 連邦地方裁判所
【33年法21A条】

個別訴訟・他の集団訴
訟との関係

個別訴訟、クラス・アクションと併合可 州権執行訴訟が提起されたこと
により、クラス・アクションが行え
なくなるわけではないが、被害者
が州権執行訴訟により賠償を受
けた場合、二重に請求することは
できない。

不服申立て FTCの最終決定に対して不服のあるもの
は控訴裁判所に上訴できる。
控訴審は、原則として法律問題について
審査する。

審判に対しては、ＳＥＣに抗告し、さらに連
邦控訴裁判所に控訴することができる。
【34年法25条】

命令により利益を害される者は、営業の主
たる所在地をもつ巡回区またはコロンビア
地区巡回区の合衆国控訴裁判所に当該命
令が登録された60日以内に、命令の一部
または全部の修正または取り消すべきこと
を要求する申立書を提出することによっ
て、当該裁判所の審査を受ける。

・FTC法5条違反、クレイトン法違反事件
の調査権限として、民事調査権（CIDｓ）
を執行する権限が付与されている【FTC
法20条】。
・民事調査請求としては、文書提出命
令、証人への証言命令、質問への文書
回復命令等がある。

・FTCは特定事件について審査を開始す
るときには、職員の中から審査官を指定
し、当該審査官に審査を行わせる。ＦＴＣ
法9条の個別審査権に基づき文書提出
令状、証人喚問令状による強制調査を
行う。
（行政命令によって収集した証拠がイン
ジャンクションにおいて利用できるか否

・州法によりＣＩＤやサピーナが規
定されており、提訴以前に、資料
の提出や証言を要求できる。ＣＩＤ
とサピーナの区別は州により異な
る。
・訴訟においてディスカバリーを
行うこともできる。

可能であり、よく行われている。 相手方と排除措置について合意し、同意
命令により排除措置を採ることを命じて
事件を終了させる。

和解につき、その理由の公表を伴い、かつ
裁判所によって承認される場合は、ＦＴＣは
和解することができる。【ＦＴＣ法5条ｍ項
（３）】

方法 ・disgorgement fundをつくり、 裁判所がト
ラスティーを任命、分配
・分配後余剰金が生じた場合は、すべて
国庫に帰属

裁判所主導でdisgorgement fundの管理や
配分プランに関する聴聞、承認が行われ
る。また、裁判所の指定した財産管理人が
不当利益の回収や配分の任にあたる場合
もある。

サーベンス・オクスリー法308条(Fair
Fund規定)により、disgorgement fund
にcivil penalyが組み込まれ被害者に
分配される。

個々の被害者からの申出に応じ
て被害額を確定し分配する。州
司法省が行う場合と、民間業者
に委託する場合がある。

分配に関する通知 必須ではないが、州司法省が実
施する。被害者の住所が特定さ
れている場合には郵送、それ以
外は新聞テレビなどによる広告
や公示による。

資産凍結命令 SECは発行者またはその役員が連邦取引
規制違反に問われている場合に、発行者
から役員職員に対する高額の金銭支払い
を一時的に差止めるインジャンクションを下
すよう求めることができる。【34年法21C条ｃ
項】

排除命令手続の相手方が業者である場
合、ＳＥＣは業者の資産凍結を命じる権限
を与えられている。【証券法8Ａ条(c)(1), 取
引法21Ｃ条(c)(1)等】
SECは、発行者またはその役員が連邦取
引規制違反に問われている場合に、発行
者から役員職員に対する高額の金銭支払
いを一時的に差止めるインジャンクションを
下すよう求めることができる。【34年法21C
条ｃ項】

・インジャンクションに伴うdisgorgementとの
調整規定はない。
・刑事罰との調整規定はない。

・違反の際は、法廷侮辱罪が適用される。
・Disgorgemnetに関し、被告が不正に得た
と想定される利益よりも多額の金額を命じ
ることは罰とみなされる。
・SECのHP中にある“Investor Claims
Funds”には、SECの法執行案件の中で財
産管理人などが指名された案件が掲載(財
産管理人のHPにもリンクしている。)されて
おり、被害者とって有益な情報提供の場に
なっている。

・発行者の役員・取締役として勤務すること
を禁止する排除命令【証券法８Ａ条(f)、取
引所法21Ｃ条(f)、サーベンス・オクスリー法
による】
・排除命令の対象者が排除命令に違反し
た場合、ＳＥＣは民事制裁金の賦課を裁判
所に求めることができる。【証券法20条(d)、
取引所法21条(c)(3)】

・インサイダー取引規制違反の場合
は、不当利得の３倍(監督責任者に
ついては$1,275,000又は不当利得の
３倍のいずれか大きい額)までの制
裁金を課すことができる。
・SECは、当該違反行為と因果関係
のある利益の合理的な概算額を示
せばよい。後は、被告側が当該金額
の減額に関する立証責任を負う。
・Disgorgemnetに関し、被告が不正
に得たと想定される利益よりも多額
の金額を命じることは罰とみなされ
る。
・行政法判事（administrative law
judge）
調査等により何らかの違法行為が
認められるとき、調査担当者が検察
官に、被調査対象者またはその代
理人が被告に、行政審判官が裁判
官に相当する擬似裁判手続きを行
う。

・違法行為に関して何らかの違反があると思料する際には、非公式調査を行うことができる。
・非公式調査により違法行為についての十分な証拠があった場合には、非公開の委員会で議論を行い、必要と認められれ
ば、公式調査の許可を開始することとになり、調査対象となる人や書類に対し、召喚状（サピーナ）を発する権限がSECに与
えられる。

州執行訴訟
アメリカ

命令内容
効果

国名

根拠法

制度趣旨又は法的性質

主体

・非公式調査後にいかなる法執行を行うかを決定する過程で、SECのスタッフは裁量により嫌疑者に対し、Well submissionと
呼ばれる上申書を提出させる機会を与え、この上申書に基づいて和解をする。
・和解により決着する場合、嫌疑者は違法行為を否定も肯定もせず、SECが要求する命令については同意する、という内容
で事件を決着する。

FTC制度の名称 SEC

証拠収集

対象行為

管轄

要件

金額の算定

手続上の特徴

保全

その他

和解・取下げ

・インジャンクションと排除命令は適宜使い分ける。例えば急を要する場合はイン
ジャンクション、新規判断基準を作成するときは、排除命令を選ぶなど。
（pending）

分配

1



（参考19）

禁止・不法な行為の結果
を除去するための行為

disgorgement
（加害者かが独自に得た
利得の引渡し）

restitution
（加害者から取得した財
産を返還する）

その他

個別訴訟・他の集団訴
訟との関係

不服申立て

方法

分配に関する通知

命令内容
効果

国名

根拠法

制度趣旨又は法的性質

主体

制度の名称

証拠収集

対象行為

管轄

要件

金額の算定

手続上の特徴

保全

その他

和解・取下げ

分配

カルテル庁によるもの 団体によるもの
不正競争防止法10条 カルテル法第34条 カルテル法第34条のa

・不正競争行為による損害が軽微な場合、不利益を受けた者は、損害賠償請求権の追行に要する費用・負担が損害
と釣り合わないために、通常、権利追行を思い止まる。そのため、違反者が差止めの仮処分発令までに獲得した利益
をそのまま保持しうる場合が考えられ、このような権利保護の欠如を埋めるべく、利益はく奪請求の制度が導入され
た。
・その位置づけは、損害賠償請求権でも不当利益返還請求権でもない独自の実体法上の民事法上の請求権と位置づ
けられる。

大量に拡散して生じる被害の事例において、個々の被害者からの提訴は、
その費用との関係で実際上困難ないし不可能であることから、違反行為に
より獲得した利益が違反行為者に残存することを回避するために導入され
た。行政法上の処分のひとつ。

制度趣旨は、カルテル庁による利益はく奪権限と同
様。法的性質は、民事実体法上の請求権である。

①営業・自営業上の利益促進団体
②一定の要件を充足する消費者団体
③商工会議所又は手工業会議所

カルテル庁 営業・自営業上の利益促進団体
※消費者団体には請求権がない。

・不正競争防止法第3条又は第7条に故意に違反する行為
・例えば、消費者の自由決定を侵害するような行為、消費者の無経験・軽率・不安または強制状態を利用するような行
為、消費者の誤認を惹起する誤認広告、受け手が広告を望まないのを知りながら広告をなす行為、消費者の同意なし
に電話広告をする行為、受け手の同意なしに、自動電話機、ファックスまたは電子メールを用いた広告をする行為等。

・不正競争防止法第3条又は第7条に故意に違反し、これにより多数の購買者の負担で利益を得ていること。
※故意に違反した者のみに利益はく奪請求をなし得るとされているのは、仮に過失により違反した者も利益はく奪を受
けるとすると、競争法上の適法と不適法の限界領域で活動する事業者は、利益を喪失することを覚悟しなければなら
ず、そうした訴訟リスクにかんがみると経済活動に対する負担が不当に大きくなるから。
※「多数」とは、不特定多数を意味するものではなく、一定の拡散性が認められれば足りる。
※「購入者の負担」の要件により、違反行為者の利益が購入者側の財産上の不利益の代わりに直接生じたことが必
要とされるが、侵害者利益に相応しい購入者の経済的に悪化した地位で十分とされる。

・故意又は過失によりカルテル法の規定、ヨーロッパ共同体設立条約第81
条若しくは第82条の規定、又はカルテル庁の処分に違反し、それによって経
済的利益を得たこと。

・故意によりカルテル法の規定、ヨーロッパ共同体
設立条約第81条若しくは第82条の規定、又はカル
テル庁の処分に違反し、それによって多数の購買
者又は供給者の負担で経済的利益を得たこと。
※「故意」による違反の場合のみ、「多数の購買者
又は供給者の負担による経済的利益であること」が
必要。「購買者又は供給者の負担」は、購買者又は
供給者の経済的な地位が悪化したことで足りる。

・不当に得た利益を国庫に引き渡すよう求めることができる。
※国に対する費用償還請求は利益はく奪請求により国庫に納められた経済的利益の額を限度として認められている。

・カルテル庁は、経済的利益のはく奪を命じ、事業者に相当する金額の支払
を課することができる。

・カルテル庁が経済的利益のはく奪を命じない限
り、当該経済的利益の国庫への引渡しを請求する
ことができる。
※国に対する費用償還請求は利益はく奪請求によ
り国庫に納められた経済的利益の額を限度として
認められている。

・利益には、債務者が故意ある第3条又は第７条違反に基づいて第三者又は国家に行った給付が算入されなければな
らない。
・はく奪される利益の額は、故意ある競争法違反により購買者の負担で獲得された利益を基準にするが、この利益
は、売上金額から、提供された給付の生産費用、経営費用、場合によっては生じる経営費用を控除した額から算定さ
れる（この取扱いについては、ドイツ刑法上の没収規定が、利潤のみをはく奪の対象とする純益主義から収入の全体
をはく奪の対象とする総体主義に転換したこととの関係で問題があるといわれている。）。
・利益の額に争いがあるときは、民訴法（ZPO）287条（損害額の算定）の規定が適用される。

カルテル庁の裁量による評価が行われる。利益は、金銭上生じた利益に限
らず、例えば、違反行為者の市場における地位が競争者の排除又は抑圧に
より向上したことといったその他の経済的利益を含むもの。

・経済的利益は、金銭的利益のみならず、例えば、
違反行為者の市場における地位が競争者の排除
又は抑圧により向上したことも含む。
・利益の額に争いがあるときは、ZPO287条の規定
が適用される。

管轄の地方裁判所 管轄のカルテル庁（競争制限防止法GWB48条）
※州をまたぐ事案は連邦カルテル庁、それ以外は各州法により管轄権を有
する各州のカルテル庁。

管轄の地方裁判所

その他の項を参照 その他の項及びカルテル法３４条のaの効果「命令内容」における「その他」
の項を参照。

その他の項を参照。

管轄の高等裁判所 管轄の高等裁判所 管轄の高等裁判所

信義則上認められる民事実体法上の情報請求権（民法BGB242条）により利益の額の算定のための資料の提出を請
求することが可能

通常のカルテル庁の行政法上の処分の場合と同様の調査権限による情報
請求等が可能

不正競争防止法上の利益はく奪請求権の場合と同
様。

和解の場合には国に対する費用償還請求は認められない。 和解の場合には国に対する費用償還請求は認め
られない。

・利益は国庫に帰属させる。
※これに関し、改正理由書によれば、仮に請求権者（消費者団体等）に利益がとどまるとすると、事件と無関係な取立
目的の動機から利益はく奪請求権が主張される危険があることに求められる、という（利益はく奪請求をする消費者団
体の活動が、一部、公的資金によって財政支援されていることも根拠として挙げられている。）。

・利益は国庫に帰属させる。 ・利益は国庫に帰属させる。

― ― ―

仮処分による申立て カルテル庁の緊急命令 仮処分による申立て

・複数の債権者が利益はく奪を請求する場合、民法第428条から430条までの規定（連帯債権関係に関する定め）が準
用される。
・利益はく奪請求権と損害賠償請求権及び罰金との調整規定が設けられている（違反行為者が既に罰金や損害賠償
請求権などの履行により利益を支払っている場合は、既に支払った給付額は利益の算定において考慮される。利益
はく奪請求権に係る利益の支払の後に損害賠償請求権の履行や罰金の支払を行った場合は、損害賠償請求や罰金
に係る給付額について国庫から違反行為者に返還される）。

損害賠償請求、過料又は没収（秩序違反法29条a）により利益がはく奪され
た限りで、利益ははく奪されない。カルテル庁の利益はく奪の後に損害賠償
請求、過料又は没収の支払いをした場合には、損害賠償請求、過料、没収
に係る給付額について国庫から違反行為者に返還される。

複数の債権者が利益はく奪を請求する場合、民法
第428条から430条までの規定(連帯債権関係に関
する定め）が準用される。カルテル庁の利益はく奪
請求と同様に、損害賠償請求、過料、没収との調
整規定がある（カルテル庁の利益はく奪請求の「そ
の他」の項を参照）。この調整は強制執行（ZPO767
条）において行われる。費用償還請求との関係で利
益はく奪請求権者は連邦カルテル庁に利益はく奪
請求について通知しなければならないとされる。

利益はく奪請求制度（不正競争防止法）
ドイツ
利益はく奪請求制度（カルテル法）

・カルテル法の規定、ヨーロッパ共同体設立条約第81条若しくは第82条の規定、又はカルテル庁の処分に故意をもって違反する
行為
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共通要件 多数性 クラスが多数ですべての構成員を併合することが実際には困難であること
（23条（ａ）） 共通性 クラスに共通する法律上若しくは事実上の問題があること

典型性 代表当事者の請求若しくは防御がクラスの請求若しくは防御の典型をなすものであること
適切性 代表となった当事者がクラスの利益を公正かつ適切に主張することができること

そもそも連邦裁判所の管轄事件である必要あり。
①連邦問題である場合（２８ＵＳＣ１３３１）
②完全州籍相違（28ＵＳＣ1332（a））による場合
クラス代表者が相手方と州籍が異なっておればよく、クラス構成員の中に州籍が同じものがあっても良い。
クラスの合算でなく、クラス代表者の請求が7万5000ドルを超えている必要がある。（ただし、付加的管轄法理により、

クラス代表者が 75000ドルを超えていれば、クラス構成員は7万5000ドルに満たなくても良い。）
③最小限州籍相違（28USC1332（d））による場合←クラスアクション公正法で追加された規定
100人以上の原告クラス構成員と被告との間に最小限の州籍相違があり、
全クラス構成員の請求額を合算して500万ドルを超えている場合（ただし例外あり）

クラス・アクションの要件（連邦民事訴訟規則）

（ｂ）（１） クラスの個々の構成員により若しくはそれに対して個別に訴えを提起することが次のような危険を生じる場合
（Ａ）クラスの個々の構成員との関係で裁判の不一致若しくは相違が、相手方当事者に矛盾した行動を命じることとなる場合
（Ｂ）クラスの個々の構成員との関係で裁判が、実際には、他の構成員で裁判の当事者でない者の利益の処分となり若しくは、

その者の利益の主張を実質的に害し又は妨げることになる場合

（ｂ）（２）クラスの相手方当事者がそのクラスの全体に関わる理由から、ある作為をなし若しくはそれをなすことを拒んでいるために、
クラス全体との関係で最終的な差止めによる救済、又はクラス全体に対応した宣言による救済が適切とされる場合

（ｂ）（３）裁判所がクラスの構成員に共通する法律又は事実に関する問題が各構成員個人にのみ関わる問題に優越すると
認め（支配性）、かつクラス・アクションが紛争の公正で効果的な裁判のための他の方法より優れている（優位
性）と認めた場合。

以下にあげる事項を考慮
（Ａ）クラスの個別構成員が別々の訴訟で個別的に請求及び防御をなすことに関して有する利益
（Ｂ）その紛争に関してクラスの個別の構成員がすでに開始し又はそのものに対して開始された訴訟の範囲と性質
（Ｃ）クラス・アクションの管理に際して予想される困難

参考：浅香吉幹『アメリカ民事手続法』ｐ35以下
規則の翻訳は渡辺惺之ほか編集『アメリカ連邦民事訴訟規則』による

３つの
類型

ｅｇ 保険金や信託財産など被告から複数の原告に対して支払われる総額に上限がある場合

ｅｇ 公立学校の人種別学が合衆国憲法に反するとしてその解消を求める場合

（参考20）



提訴

クラス・アクションの手続の流れ

クラス認証
２３(ｃ)(１)

認証

不認証

クラス訴訟代理人の指名２３(ｃ)(１)、(ｇ)
適切な通知の指示２３(ｃ)(２)
（原則として上訴によって停止しない）

和解案のクラスメンバーへの

通知２３(ｅ)(４)

連邦及び州の職員への告知

(２８ＵＳＣ１７１５)

オプトアウト

審理
和解の提案２３(ｅ)(２)

控訴裁判所への上訴２３(ｆ)

和解案
（弁護士費用含む）

の審理
(ヒアリング等)

上訴

許可２３(ｅ)

不許可

分配手続
(判決又は和解で定める)

オプトアウト２３(ｅ)(４)

メンバーの異議申立２３(ｅ)(５)

＊和解の提案が認証前になされることもあるなど、

和解のタイミングは多様である。

＊特に断りなき限り条文はアメリカ連邦民事訴訟規則のものである

クラスメンバーの参加

２３(ｄ)(１)

参考：メアリー・Ｋ・ケイン著石田裕敏訳『アメリカ民事訴訟手続』
藤本利一「米国クラス・アクションの現状とその問題点」関西社会経済研究所資料05-03所収

判決
弁護士費用査定手続

２３（ｈ）

認証

不認証
個別訴訟として維持
あるいは取り下げ

和
解
の
提
案



ブラジルのクラス・アクションの判決の効力（イメージ）

原告
司法長官事務所、連邦政府等
私法人

被告

行政機関
他の適格を有する法人

原告側に有利にも
不利にも及ぶ

手続に参加し
た個別権利者

手続に参加していな
い個別権利者

原告側に有利な
責任判決の効力が及ぶ

新証拠が提示された場合
拡散的権利集合的権利について
再度クラス・アクションが可能

個別訴訟を遂行
した個別権利者

（参考21）



フランスの「グループ訴権」（2006年11月法案）について

・主体；全国レベルで認可された消費者団体（←濫用の防止）
・対象；同一の事業者による契約上の義務の違反に起因して消費者が被った物的損害
又は用益侵害に基づく損害（人身損害は除く。）

・手続

消費者団体による
提訴

判決

・時効の中断
・管轄裁判所はデク
レにより定められた
大審裁判所。

勝訴（責任確認
判決）

敗訴

・事業者の費用負担による
公告
・消費者が事業者に請求を
することのできる期間の指定

（第二段階）

（期間内に）消費者か
ら事業者に対する請求

・上限あり（2000ユーロ
が予定されていた。）

事業者から補償の申入れ

事業者から拒絶（理由を
示すこと）

消費者から当該裁判所
に請求

・弁護士代理不要
・裁判所は消費者から提出された証拠
書類のみを根拠に損害額を算定。50％
の民事罰の加算可。

（第一段階）

・判決の効力は第三者には
及ばない（勝訴の場合、消費
者は第二段階に参加するこ
とができる。）。

（参考22）




